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はじめに 

 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、「震災前」

「震災後」という、時代を分ける言葉が生まれるほど、日本

社会の前提を大きく変え、現代社会が抱える問題の困難さを

つきつけたものであると思います。 

一方、「孤立死」に関する報道も記憶に新しいところです。

「孤立死」を未然に防ぐ取組みとして、市では、民生委員に

よる高齢者見守り訪問を実施しておりますが、増え続ける高

齢者世帯を民生委員だけでカバーすることは、今後、困難に

なってくると思います。 

 

このような困難な課題を解決していくためには、「自助・共助・公助」の考え方が

大切になってきます。このうち「共助」を発展させるためには、誰もが地域社会に参

加でき、安心して生活できるまちづくりを、市民の皆様と市との「協働」により進め

ていく必要があります。  

市では、市民の皆様とともに「第 3期戸田市地域福祉計画」を策定し、引き続き「や

わらかに響きあう ～認めあい、話しあい、支えあい、ホッとする戸田
ま ち

～」を目標に

掲げました。計画の実施にあたっては、今後市民の皆様のご理解とご協力をお願いし

たいと考えております。 

 

本計画策定のため、ご審議いただきました戸田市福祉施策審議会の皆様、ワークシ

ョップに取り組んでいただいた市民会議の皆様、「車の両輪」として計画推進にご協

力いただく戸田市社会福祉協議会の皆様、そのほか貴重なご意見、ご提案を賜りまし

た市民の皆様、関係団体の皆様に、厚く御礼申し上げます。 

 
         
平成２５年３月 

 
戸田市長 神 保 国 男  
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・本文中では、「障がい」と「障害」の２種類の表記を使用しています。法律や制度に基づく

名称、引用文などは「障害」と表記し、それ以外は「障がい」と表記しています。 

・第４章と第５章における「担当」欄の担当課等の名称は、平成 25 年度に予定している組織

改正に対応していますが、計画期間中に組織改正が行われた場合、部課名が変更となる場合

があります。 

・語句の末尾に*印のあるものは、資料編の「用語解説」で解説を掲載しています。 
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第１章 はじめに 
 

１-１ 地域福祉とは 
 

○「顔の⾒える関係」をつくり、“共に⽣き、⽀えあう社会”を実現すること 
「地域福祉」とは、市民、市内で活動する団体・組織、福祉サービス事業所、行

政などが有機的なつながりを持って、お互いに助け合い「顔の見える関係」をつく

りながら、“共に生き、支えあう社会”を実現し、誰もが住み慣れた地域で安心し

ていきいきと暮らしていくためのものです。 
 

○今なぜ「地域福祉」が必要なのか 
「福祉」という言葉は、これまでは高齢者福祉や障がい者福祉、児童福祉など特

定の分野の人に対して、それぞれ行政や福祉サービス事業所が提供するという限定

的な意味合いの濃い言葉でした。 

しかし、近年では高齢化による人口構造の変化や核家族の増加など、家族、それ

から地域コミュニティのあり方が変化してきており、従来の福祉制度やサービスだ

けでは対応できない細かな、また、多様な問題や福祉ニーズが増大しています。 

こうした状況に対応するため、地域の人たちが積極的に地域に参加して、お互い

に助け合い、支えあうことで問題を解決していく「地域福祉」の考え方が必要とな

っています。 
 

○近年の地域コミュニティの必要性の⾼まり 
近年では、平成 23 年３月に発生した東日本大震災を契機に、地域コミュニティ

のあり方と日頃からの近所づきあいの重要性が高まっています。また、福祉サービ

スは昔に比べて充実してきているものの、介護や子育ての負担感による虐待が問題

となるとともに、孤立死といった外からは見えない空間で起こる問題が増えており、

地域の日頃からのお付き合いや見守りの必要性は年々高まってきているといえま

す。 
 

■地域福祉のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっとした買

い物も大変… 

いざというとき

に大丈夫かな… 安心して子育

てができるだ

ろうか… 
日頃から隣近所の人とあい

さつして顔見知りになり、緊

急時にも助けあえるような

地域に。 

ちょっとした困りごとは隣近所

でも助けあえるような地域に。

地域全体で子どもを見守り、安

心して子育てができる地域に。
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１-２ 地域福祉は誰の⼿で 
 

○地域福祉は「協働」の考え⽅と「⾃助」「共助」「公助」の役割分担で 
地域福祉は、市民と行政が協力して取り組む「協働」の考え方が大切です。また、

「自助」（個人や家族で解決する）、「共助」（地域の人たちで一緒に解決する）、「公

助」（行政や制度的なサービスを利用して解決する）の３つの役割分担で、地域が

一体となって取り組んでいくことが必要です。 

○特に地域で取り組む「共助」が重要 
地域福祉は、現場の一番近くにいて、現状を把握できる「地域」が主体であり、

その地域住民の「共助」の力を育てていくことが大切です。 

また、平成 20 年３月の「地域における『新たな支え合い』を求めて―住民と行

政の協働による新しい福祉―（これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告）」

の中では、「新たな支えあい（共助）」の領域を拡大していくことの必要性が強く打

ち出されています。 

○「共助」の⼒を育てるには住⺠の主体的参加が不可⽋ 
市内では、町会・自治会の単位で戸田市社会福祉協議会支部（以下「社協支部」

という。）の活動を地域の人たちが担っており、地域の課題解決に当たっています。

また、多様なボランティア*・ＮＰＯ*団体も地域のために活動しています。 

こうした住民の主体的な参加・協力が、今後一層「共助」の力を育てていくため

には不可欠なものとなります。 
 

■市民と行政の「協働」    ■「自助」「共助」「公助」 
 

自助
じ じ ょ

 共助
きょうじょ

 公助
こ う じ ょ

 
 

個人や家族で 

解決する 

地域の人たちで 

一緒に解決する 

行政や制度的な 

サービスを利用 

して解決する 
 

相談先を知る 

市や地域の情 

報を調べる 

    など 

支部活動 

ボランティア活動 

自主防災組織 

など 

児童福祉サービス 

障がい福祉サービス 

高齢福祉サービス 

介護保険サービス 

など

 
※地域における『新たな支え合い』を求めて—住民と行政の協働による新しい福祉—（概要） 

平成 19 年 10 月に、厚生労働省社会・援護局の求めに応じて設置された「これからの地域福祉の

あり方に関する研究会」は、平成 20 年３月「地域における『新たな支え合い』を求めて—住民と行

政の協働による新しい福祉—」と題する報告をまとめました。 

この報告の中で、地域福祉の意義について、「住民が地域の生活課題に対する問題意識を共有し、解

決のために協働することは、地域での人々のつながりの強化、地域の活性化につながることが期待さ

れ、その意味で、地域福祉は、地域社会を再生する軸となりうるといえる」としています。 

例

区分

内容 

場や機会の 
コーディネート 

など 

※

 

共に考え、共に実行し、対話

（市民会議）を通して実現し

ていきます。 

協働とは 

*ボランティア：自主的に社会事業などに参加し、無償の奉仕活動をする人。 

*NPO：Non Profit Organization の略。多様な分野において、利潤を上げることを目的としない活動を行う団体。
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１-３ 地域福祉計画の⽬的 
 

地域福祉計画とは、その名のとおり、「住んでいる地域」の「福祉」についての

取組みを定める計画です。また、地域における福祉活動として、同じコミュニティ

に住む住民同士が助け合いや支えあいにより、加えて、必要な福祉サービスを利用

することにより、快適に住むことができる環境を創り出すことといえるでしょう。 

しかし、近年においては、孤立死や、老老介護などをきっかけとする高齢者虐待、

子育て不安など、地域で解決すべき課題が表面化しています。障がい者については、

障害者虐待防止法が成立し、国をあげての取組みの強化が進められています。また、

平成 23 年３月に起きた東日本大震災を契機に、災害時における地域コミュニティ

の機能が再確認され、普段からの見守り、「絆」の構築の重要性が高まっています。 

こうした背景に加え、本市でも、住民の転出入の多さなど、地域コミュニティを

維持していくうえでの課題がある一方、地域が担う役割の重要性は年々増してきて

いるといえます。 

そのため、市民との協働による地域福祉の推進、市民が安心して暮らせる環境、

地域コミュニティの発展・創出を図ることを目的として、本計画を策定するものと

します。 

 

１-４ 計画の期間 
 

第３期地域福祉計画の期間は、平成 25 年度から平成 29 年度までの５か年としま

す。 

 

平成               

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

               

 

第１期地域福祉計画 

第２期地域福祉計画

第３期地域福祉計画
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１-５ 計画の位置づけ 
 

本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく市町村地域福祉計画です。 

本計画の策定に当たっては、条文にあるとおり、住民、地域で活動する社会福祉

関係の団体や個人の参加のもとで、その意見を最大限反映させる内容にするよう努

めています。 

また、市の最上位計画となる第４次総合振興計画をはじめ、関連する諸計画との

整合を図るとともに、社協で策定する運営強化計画※との関連づけを図るものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）社会福祉法より抜粋 

（地域福祉の推進）  

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一

員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

 

（市町村地域福祉計画）  

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定め

る計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定し、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活

動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その内

容を公表するよう努めるものとする。  

１ 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項  

２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項  

３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

■関連計画との整理イメージ 

戸
田
市
地
域
福
祉
計
画 

 

戸田市障がい者計画・障がい福祉計画 

第５期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

戸田市第４次総合振興計画 

運
営
強
化
計
画 

（
戸
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
） 

その他関連計画 

戸田市次世代育成支援行動計画 

※戸田市社会福祉協議会運営強化計画 

 

戸田市社会福祉協議会の経営指針である

「発展・強化計画」と、住民参加による

地域福祉を推進するための、具体的計画

である「地域福祉活動計画」の２つを合

わせた計画。地域福祉計画と密接な関わ

りを持ち、「車の両輪」の関係にある。 

  



 

 

5

 

１-６ 市⺠参加による策定体制 
 

本計画は、以下の取組みにより、市民、団体・グループの意向を把握して策定し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

※社協支部ヒアリングとボランティア団体ヒアリングは、戸田市社会福祉協議会運営強化計画の策定過程で実施したものです。 
 

※１ 

アンケート調査 

対象：市内在住の満 20 歳以上 2,000 名を無作為抽出 
期間：平成 24 年７月 20 日～８月６日 
方法：郵送配布・郵送回収 
回収：649 件(回収率は 32.5％) 

※２ 

市民会議 

名称：第３期戸田市地域福祉計画市民会議 
対象：公募で集まった市民 40 名 
期間：平成 24 年７月から 10 月にかけて５回開催 
内容：「顔の見える地域」「災害時避難支援」「ボランティア活性化」

「地域での子育て」の４テーマ、６グループに分かれてワー
クショップを実施 

※３ 

社協支部 

ヒアリング 

社協支部：町会・自治会を単位とする戸田市社会福祉協議会の支部
対象：46 社協支部のうち、15 社協支部 
期間：平成 24 年９月 16 日～９月 27 日 
内容：全支部共通の今後の支部の方向性に関すること、事前記入の

アンケート調査の内容について 

※４ 

ボランティア団体

ヒアリング 

対象：ボランティアセンター連絡会の中で、参加したボランティア
団体 

実施日：平成 24 年 10 月 2 日 
内容：団体運営の課題、社協へ求める支援について 

※５ 

福祉施策審議会 

目的：戸田市福祉施策審議会条例により、市の社会福祉に関する事
項を審議 

委員：公募による市民をはじめとする計 11 名の委員で構成 

現行計画 

【第２期戸田市地域福祉計画】 

地域福祉の現状と課題の把握 

アンケート調査※1の実施 現行計画の検証 

市民会議※2の実施 

第３期戸田市地域福祉計画 

福祉施策審議会※5での審議 パブリック・コメント*の実施 

各課ヒアリング 

社協支部ヒアリング※3 ボランティア団体ヒアリング※4 

*パブリック・コメント：行政機関が政策の立案等を行う際に、その案を公表し、広く市民の意見を求めること。
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第２章 第３期計画の課題 
 

２-１ 前期計画の取組みと課題 
 

平成 20 年度から 24 年度までにおける第２期地域福祉計画については、細目ごと

に進捗状況調査を行いました。詳細については資料編に掲載（131 ページ）してあ

りますが、その中から、施策別に主なものを抜粋し、その成果と課題をまとめまし

た（◎は重要課題）。 
 

１） サービスを上⼿に利⽤する市⺠のまちづくり 
 

施策 成果 課題 

地域福祉文化の創

造 

○支部活動での様々な事業を通し

て、地域内でのボランティア*

募集・人材発掘の実施 

○町会未加入世帯への情報提供

方法 

情報提供の充実 ○TOMATO ホームページ・情報誌へ

の掲載 

○ボランティアセンターだより

の発行・メール配信の実施 

○社協だより、社協ホームページ

の充実 

◎ボランティア*情報の新たな提

供方法 

 

相談体制の充実 ○「あんしんシニアガイド」の作

成 

○社協による総合相談体制の整

備 

○市内３か所の委託相談支援事

業所の設置 

○今後とも多様な相談に対応で

きる体制の整備 

苦情解決、権利擁護

の推進 

○福祉施設における第三者によ

る苦情解決体制の整備 

○成年後見制度・日常生活自立支

援事業の実施 

○障がい者計画と連携した権利

擁護施策の推進 

 

２） ⽀えあう地域づくり（地域での市⺠福祉活動） 
 

施策 成果 課題 

公共・公益施設の有

効活用 

○市内 41 支部各町会会館で各種

サロンの実施 

○戸田公園駅前に「青少年の広

場」の設置 

◎公共施設の一層の利用促進 

福祉サロン活動や

地域クラブ活動の

充実 

○リズム体操の実施 

○ふれあいいきいきサロンの実

施 

○未実施の社協支部に引き続き

実施促進 
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施策 成果 課題 

社協支部活動の促

進 

○各社協支部活動の支援 ○新たな活動の推奨 

福祉センターを核

とした福祉活動の

推進 

○上戸田福祉センター再整備基

本計画の策定 

○地域福祉コーディネーター*と

プレーリーダー*の配置 

福祉施設を核とし

た福祉コミュニテ

ィづくり 

○福祉施設におけるサロン活動 ○福祉施設と児童・生徒、住民と

の交流機会の確保 

ユニバーサルデザ

インのまちづくり 

○道路等のバリアフリー*基準の

整備 

○情報伝達のユニバーサルデザ

イン*化の推進 

 

３） ⽀えあうまちづくり（市全体での市⺠福祉活動） 
 

施策 成果 課題 

社協との連携 ○社協支部活動事業や地域福祉

祭りへの共催・後援 

◎相互連絡体制の充実 

◎災害ボランティアセンター*設

置体制に関する役割分担 

「ボランティア・市

民活動支援センタ

ー」による支援 

○ボランティアアドバイザー*養

成講座の実施 

○テーマ別によるボランティア*

団体の交流会実施 

○ボランティア*団体と町会・自

治会組織の連携 

福祉テーマコミュ

ニティの活性化 

○やさしいまちづくり応援助成

金制度の実施 

○企業の社会貢献活動の参加促

進 

福祉イベントの促

進 

○地域福祉祭りの実施 ○団体主催のミニイベント実施

の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*地域福祉コーディネーター：総合的なサービス提供のマネジメント、ボランティア団体と町会・自治会との連

携の調整役をする役割を担う人。 

*プレーリーダー：子どもが安全に遊べるよう、公園で子どもの見守り、話し相手や遊び相手をする人。 

*バリアフリー：高齢者や障がい者の生活行動に支障となるものを排除した環境のこと。 

*ユニバーサルデザイン：年齢や身体の状況等にかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品、建造

物や生活空間などをデザインすること。 

*災害ボランティアセンター：災害時に駆けつけたボランティアと、支援を必要とする人、団体等のとりまとめ

を行い、両者の調整を図る機関。 

*ボランティアアドバイザー：ボランティアを行いたい人の相談に応じ、助言などを行う人。 
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４） 福祉サービスの充実したまちづくり 
 

施策 成果 課題 

市の福祉サービス

基盤の整備・充実 

○福祉保健センターの開設 ○福祉と保健の連携 

地域福祉産業の育

成支援 

○介護予防事業を通した福祉事

業所の活動促進 

○福祉事業者の交流会等サービ

ス向上に向けた支援充実 

市民参加型サービ

スの充実 

○ファミリー・サポート・センタ

ー*事業の実施 

○障がい者の働く場所づくりの

支援 

○「かめや」による居場所づくり

活動 

○空き店舗等を活用した居場所

づくり 

地域福祉人材の育

成 

○まごころこども塾の実施 ◎福祉の仕事に関心を持つ人材

の育成 

 

５） 重点プロジェクト 
 

プロジェクト名 成果 課題 

１ 福祉コミュニティづくり 

      プロジェクト 

◇ボランティアアドバイザ

ー*養成講座実施 

◇社協支部活動として、町

会・自治会会館を拠点と

した福祉サロンを展開 

 

◇災害時要援護者*の救助

や避難体制の整備 

２ 公共施設の活用 

      プロジェクト 

◇サロン活動やリズム体操

などの活動拠点となる町

会会館の老朽化に伴う修

繕費用の助成 

◇上戸田福祉センター再整

備基本計画において、施

設にコミュニティ機能を

持たせることを明記 

◇公園での居場所づくり 

◇各福祉センターの老朽化

◇福祉センター機能の検討

３ 福祉ボランティアの 

まちづくりプロジェクト

◇ボランティアアドバイザ

ー*等の協力による各学

校での福祉教育の実施 

◇地域福祉コーディネータ

ー*の育成 

◇ボランティア*活動への

参加促進 

◇気軽に参加できるボラン

ティア*活動の創出 

 

 

 
*ファミリー・サポート・センター：保育等の援助を受けたい人と行いたい人を会員とする組織によって、保育

園への送迎や一時的な預かり等の育児の助け合いを行う。 
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６） 前期計画の課題の総括 
 

第２期計画の課題を総括し、第３期計画に引き継ぐ項目をまとめました。全体と

して、計画内の各々の施策は行われているものの、横の連携が十分でないところや、

行っている施策が情報提供不足で思うような効果が生じないところが見受けられ、

いわゆる縦割りの弊害などが問われる現状があります。第３期計画では、これらを

解消する計画立てを行います。 
 

①ボランティアについて 

ボランティア・市民活動支援センターの開設により、ボランティア*活動及び市民

活動は徐々に地域に広まっていると考えられます。しかし、第三者から見るとその

活動が活発でない印象を抱かれている部分があります。 

また、ボランティア意識の高まりはあるものの、情報の発信が不十分であったこ

とは否めない面もあります。具体的には、ボランティア*を行いたいときに行えない

などマッチング方法等に課題があり、ボランティア情報全体の提供方法を工夫して

いく必要があります。 

また、ボランティアセンター登録団体数は 42 団体、市民活動登録団体数は約 150

団体がありますが、今後、地域課題解決型の市民活動団体を育成していくことが課

題となります。 
 

②災害時の対応について 

災害時要援護者*の救助や避難体制の整備は、第２期計画で位置づけられているも

のの、十分に取り組めていなかった現状があります。東日本大震災の発生により、

その取組みの重要性が明らかになりました。 

また、それに付随して、災害ボランティアセンターについても、設置体制や社会

福祉協議会との役割分担について明確化しておらず、その反省に立って取組みを早

急に強化していく必要があります。 
 

③連携の強化について 

市と社会福祉協議会は、「車の両輪」で地域福祉を推進していく立場にあります。

しかしながら、横断的な連携を図り、効果的・効率的に事業を推進していくには十

分でない面がありました。行っている施策を効果的にするためにも「連携の強化」

をより一層図っていく必要があります。 

また、福祉と保健の連携の必要性が高まってから久しいものの、その総合的・一

体的なサービス提供は十分とは言えません。そのため、「福祉保健センター」を設

置し、ハード面の整備を実施したところでありますが、質の高い福祉・保健関係者

の養成などソフト面が課題となっています。 
 

④計画の進捗管理について 

第２期計画については、その進捗管理が十分には実施できていなかった点を省み

て、進捗管理を行政だけのものとはせずに、第３期計画では市民参加のもとで、し

っかりと行うことが必要です。 
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２-２  地域福祉を取り巻く市の現状 
 

２-２-1 ⼈⼝・世帯の状況 
 

①総人口・年齢３区分別人口の推移 

平成14年度から平成23年度まで、本市の総人口は一貫して増加傾向にあります。

年齢３区分別でみても、0～14 歳、15～64 歳、65 歳以上のいずれの区分も増加し

ていますが、0～14 歳と 15～64 歳が 1.1 倍程度の増加であるのに対し、65 歳以上

の人口は 1.5 倍の増加となっており、緩やかに高齢化が進んでいます。 
 

年齢３区分別人口の推移

18,569 18,768 19,034 19,281 19,219 19,263 19,385 19,450 19,693 19,903

80,912 81,975 83,364 84,145 84,031 84,379 85,473 86,090 87,533 88,476

11,483 12,123 12,788 13,587 14,437 15,128 15,940 16,711 17,136 17,735
110,964 112,866 115,186 117,013 117,687 118,770 120,798 122,251 124,362 126,114

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上
 

資料：統計とだ（各年度１月１日現在） 

 

②人口ピラミッド 

人口ピラミッドをみると、25 歳から 49 歳にかけての世代が多く、特に 35 歳か

ら 44 歳までの人口が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

3,670
3,357
3,299
3,062

3,751
5,013

5,576
6,793
6,597

5,166
3,881

3,331
3,824

2,838
2,361

1,574
826
351
111

05,00010,000

0～4歳
5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳～

（人）

女性

3,491
3,019
3,067
2,861

3,612
4,614
5,095

6,086
5,663

4,373
3,167

2,694
3,317

2,832
2,561

2,006
1,200

696
379

0 5,000 10,000
（人）

人口ピラミッド

資料：統計とだ（平成 24 年１月１日現在）
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③年少人口・高齢人口の構成割合の推移 

年少人口の構成割合の推移をみると、昭和 55 年から平成７年にかけては、戸田

市は国や県と同様に減少傾向にあったものの、平成７年から平成 17 年にかけては

横ばいでの推移となり、国や県に比べ、年少人口の割合が高くなっています。 

高齢人口の構成割合の推移をみると、昭和 55 年以降、国や県と同様に一貫した

増加傾向にありますが、国や県に比べて低い水準での推移となっています。 

年少人口（15歳未満）割合の推移

23.5

18.7
23.5

14.6
13.8

15.216.216.4
16.3

17.2

21.4

25.9

13.3
14.014.816.2

26.9

21.5

13.2
16.0

18.2

10

15

20

25

30

Ｓ55年 60年 Ｈ2年 7年 12年 17年 22年

（％）

 

高齢人口（65歳以上）割合の推移

4.8
6.0 6.6

7.6
9.5

12.0

14.4
9.1

10.3
12.1

14.6

17.4

20.2

20.4

16.4
12.8

10.1

8.3
7.2

6.2

23.0

0

5

10

15

20

25

Ｓ55年 60年 Ｈ2年 7年 12年 17年 22年

（％）

戸田市 埼玉県 全国
 

資料：国勢調査 
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④総人口と高齢化率の見通し 

総人口の見通しをみると、今後も人口は増加し続けることが予測されますが、高

齢化率の増加も見込まれます。 

総人口と高齢化率の見通し

129,258 130,501 131,706 132,853 133,948 135,016 136,038 137,048

14.9

15.4

15.8
16.0

16.2

14.4

16.4 16.5

100,000

110,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

（人）

13

14

15

16

17

（％）

総人口 高齢化率
 

資料：戸田市第４次総合振興計画 

 

⑤児童数の見通し 

児童数では、中学生・高校生は平成25年から平成26年にかけて微増するものの、

平成 29 年にかけては就学前児童、小学生、中学生・高校生のいずれも緩やかに減

少する見通しとなっています。 

児童数の推計値

7,553

7,352

7,681

7,453

7,5847,615

7,662
7,714

7,576

7,200

7,300

7,400

7,500

7,600

7,700

7,800

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

（人）

就学前児童 小学生 中・高生
 

資料：戸田市次世代育成支援行動計画（後期計画） 
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⑥人口動態の推移 

人口動態の推移をみると、平成 18 年度を除き各年度とも転出数・死亡数よりも、

転入数・出生数が上回って推移しており、平成 14 年度以降は自然動態（出生）、社

会動態（転出入）合わせて増加の推移となっています。また、転入が 10,000 人前

後、転出が 9,000 人前後と、１年にのべ 20,000 人近くの転出入があります。 

人口動態の推移

10,260 10,496 10,787 10,258 9,781 9,669 10,095 9,769
10,732 10,070

-9,343 -9,588 -9,233
-7,716

-9,941 -9,241 -8,821 -9,031 -9,286 -8,995

1,466 1,508 1,328 1,440 1,488 1,408 1,442 1,413
1,436 1,446

-578 -514 -562
-606

-654 -650 -721 -650 -733 -730

1,7912,1491,5011,995
1,186674

2,320
3,376

1,805 1,902

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（人）

転入 転出 出生 死亡 増減
 

資料：統計とだ 

 

⑦世帯数と１世帯当たり人員の推移 

世帯数は増加傾向にあり、平成 14 年度から平成 23 年度までの 10 年間で約 1.2

倍の増加となっています。一方、１世帯当たり人員は減少しており、平成 14 年度

の 2.39 人から平成 23 年度では 2.25 人と 0.14 人の減となっています。 
 

世帯数と１世帯当たり人員の推移

44,604 45,415 46,623 47,923 48,937 49,624 50,623 51,644 52,802 53,468

2.39 2.38 2.36 2.35 2.32 2.30 2.28 2.26 2.25 2.25

0

20,000

40,000

60,000

80,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（世帯）

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

（人/世帯）

世帯数 １世帯当たり人員
 

資料：統計とだ（各年度４月１日現在） 
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２-2-2 ⽀援が必要な⽅の状況 
 

①高齢者のみの世帯数の推移 

高齢者（65 歳以上）のみの世帯は近年増加傾向にあります。平成 23 年度時点で、

高齢者のひとり暮らし世帯は 4,033 世帯、高齢者夫婦世帯は 3,323 世帯で、合わせ

ると約 7,300 世帯となり、全世帯の約 14％が高齢者のみの世帯となっています。 
 

高齢者のみの世帯数の推移

2,536 2,822 3,096 3,395 3,675 3,918 4,033

2,579 2,749 2,887 3,050 3,226 3,280 3,323

7,3567,1986,901
6,445

5,115 5,571 5,983

5.0
5.5

5.9
6.3

6.7 7.0 7.5

5.1

6.25.9
5.95.7

5.55.4

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（世帯）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0
（％）

ひとり暮らし世帯 高齢者夫婦世帯 ひとり暮らし世帯割合 高齢者夫婦世帯割合
 

資料：第５期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画及び平成 24 年度福祉部基礎資料 
 

②要支援・要介護認定者数の推移・推計 

要支援・要介護認定者数の推移を見ると、平成 14 年度以降増加しており、平成

23 年度では２倍以上となっています。 

また、今後の見込みでも増加し続ける予測となり、平成 26 年度では 3,065 人で

約 1.14 倍の増加見込みとなっており、今後とも介護サービスの充実が求められま

す。 

要支援・要介護認定者数の推移・推計

626 672 718

1,173
1,400

1,606 1,708 1,643 1,764 1,750 1,847
1,942

2,103 2,113 2,225 2,347

58356545741434432011511510491

2,739 2,897 3,065

2,304
2,507 2,686

2,1642,1081,9631,8231,7211,504
1,264

0

1,000

2,000

3,000

4,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

実績値 推計値

（人）

要支援認定者 要介護認定者
 

  資料：統計とだ（各年度３月末現在、平成 23 年まで）、第５期戸田市高齢者福祉計画・ 

介護保険事業計画（24 年度以降） 
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③平成 23 年度要支援・要介護認定者の内訳 

平成 23 年度の要支援・要介護認定者の内訳を見ると、要介護４・要介護５を合

わせた重度の割合が、全体の約 25％を占めています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

④障害者手帳所持者の推移 

障害者手帳所持者の推移を見ると、平成 14 年度以降いずれの障がいも増加傾向

にあり、平成 14 年度と平成 23 年度との比較では約 1.4 倍の増加となっています。 
 

障害者手帳所持者の推移

2,019 2,150 2,219 2,282 2,308 2,394 2,440 2,507 2,583 2,634

496 519 387 398 427 457 473 484 514 545
436 467

378352298239197171143111

3,6463,5333,3693,2653,1492,9742,8772,7772,8122,626

0

1,000

2,000

3,000

4,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

（人）

身体障害者手帳所持者 療育手帳所持者 精神障害者保健福祉手帳所持者
 

資料：統計とだ 

 

⑤生活保護世帯と保護率の推移 

生活保護世帯と保護率の推移を見ると、増減しながらも平成 14 年度に比べ平成

22 年度時点では保護世帯、保護率ともに増加しています。 
 

生活保護世帯と保護率の推移

758
993 1,031 1,029 1,008 1,001 1,012 1,103

1,2839.9

12.4 12.8 12.7
11.7 11.1 10.8

11.6
13.9

0

500

1,000

1,500

2,000

14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

（世帯）

0.0

5.0

10.0

15.0
（‰）

世帯数 保護率
 

 

資料：統計とだ（平成 24 年３月末日現在）

平成23年度要支援・要介護認定者　内訳

9.6 12.1 19.2 18.4 15.8 12.6 12.3

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

0 20 40 60 80 100
（％）

資料：統計とだ
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２-2-3 各地区の状況 
 

①町会・自治会加入世帯数 

町会・自治会加入世帯数は、46 ある町会の中で、200 未満の世帯から約 2,600

世帯まで規模が大きく異なります。また、５つの地域ごとに見ると、下戸田が

10,314 世帯で最も多く、美女木が 4,496 世帯と最も少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（世帯） 

下戸田 10,314 上戸田 8,128 新曽 7,540 笹目 5,517 美女木 4,496

1 喜沢１丁目 1,000 10 元蕨 1,300 20 沖内 1,710 27 笹目１丁目 900 37 美女木１丁目 918

2 喜沢２丁目 1,280 11 東町 600 21 馬場 1,130 28 笹目２丁目 553 38 美女木２丁目 520

3 喜沢南 900 12 後谷 1,330 22 新田 990 29 笹目３丁目 400 39 美女木３丁目 213

4 戸田シティ 494 13 鍛冶谷 500 23 新曽北 895 30 笹目４丁目 550 40 美女木４丁目 210

5 中町 2,610 14 新田口 700 24 氷川 960 31 笹目５丁目 620 41 美女木５丁目 200

6 上町 1,070 15 南原 870 25 新曽下 1,075 32 笹目６丁目 450 42 美女木６丁目 170

7 下前 1,260 16 大前 700 26 芦原 780 33 笹目７丁目 352 43 美女木７丁目 290

8 川岸 1,400 17 上前 1,550   34 早瀬 500 44 美女木８丁目 345

9 戸田団地 300 18 本村 452   35 笹目北 520 45 向田 648

  19 旭が丘 126   36 笹目南町 672 46 北戸田住宅 982

資料：広報等配布数・回覧数・ポスター枚数 届出一覧 

 

北戸田駅

戸田駅

国
道
298
号 

国
道
17
号 

44 
37 45 

46

26

43 

38 
39 

42 

41 

40 

31 

30 

32 

33 

34 

36 

2829 

27

35

22

21

23

24

25

19

15

18

14

20
12

10

11
13

16
17

7 

8 

9 5 

1

2

3 4

6 

戸田公園駅

首
都
高
速
５
号
線 

美女木 
4,496 世帯 

笹目 
5,517 世帯 

新曽 
7,540 世帯

上戸田 
8,128 世帯

下戸田 
10,314 世帯

JR 埼京線
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②町（丁）字別年齢３区分 

各地区の特徴を見る参考として、町（丁）字別に年少人口比と高齢化率を見ると

下図のとおりとなり、いずれも 10％未満から 20％以上と地区により開きがありま

す。特に新曽では年少人口比が高い地区が多く、美女木、笹目の南部や下戸田の北

部では高齢化率が高い地区が多くなっています。 

年少人口比（０～14 歳の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町（丁）字別人口調査（平成 24 年 1 月 1日現在） 

 

高齢化率（65 歳以上の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町（丁）字別人口調査（平成 24 年 1 月 1日現在） 

～10.0％未満 

10.0％～15.8％未満（市平均）

15.8％～20.0 未満 

20.0％～ 

不明 

下戸田 

上戸田 

新曽 

美女木 

笹目 

～10.0％未満 

10.0％～14.1％未満（市平均）

14.1％～20.0 未満 

20.0％～ 

不明 

下戸田 

上戸田 

新曽 

美女木 

笹目 



 

 

18

 

２-３ アンケート調査の結果概要 
 

市民を対象に行ったアンケート調査の結果概要を掲載します。 

（平成 24 年 7 月 20 日～8月 6 日実施 詳細は資料編 P74 参照） 

①住民同士の交流、地域の中心としての町会・自治会について 

町会・自治会の参加状況では、戸田市内生まれの市民に比べ、戸田市外生まれの

市民において「行事等、存在すら知らない」とする割合が多くなっています。 

 

■「町会・自治会」の参加状況（単数回答） 

10.1

8.3

11.0

42.2

19.3

9.2

5.3

7.3

10.1

36.5

30.7

10.1

0 10 20 30 40 50

運営面から関わっている

積極的に関わっている

やむなく参加している

あまり参加していない

行事等、存在すら知らない

無回答

（％）

市内生まれ(n=109) 市外生まれ(n=524)
 

 

地域の範囲で考えるのは、「町会・自治会」が 42.1％で最も多く、地域の中心と

して機能していることが伺えます。 

 

■地域の範囲（単数回答） 

n=649

11.6

42.1

10.9

22.0

0.8

3.4

9.2

0 10 20 30 40 50

隣近所

町会・自治会

小学校区

中学校区・問４で示した地区

戸田市全地域

その他

無回答

（％）

 
 

 

 

下戸田地区、上戸田地区、新曽地区、

笹目地区、美女木地区の５地区 
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②福祉への関心について 

福祉の関心について、全体では７割以上が『関心がある』と回答しているものの、

年齢が若くなるほど『関心がない』の割合が多くなる傾向がみられます。そのため、

若いうちから福祉への関心を高めるアプローチをしていくことが必要と考えられ

ます。 

 

■福祉の関心（単数回答） 

と
て
も
関
心
が

あ
る

あ
る
程
度
関
心

が
あ
る

あ
ま
り
関
心
が

な
い

ま

っ
た
く
関
心

が
な
い

無
回
答

(n=649) 12.5 61.5 21.7 3.5 0.8

20歳代 (n=57) 5.3 43.9 33.3 17.5 0.0

30歳代 (n=132) 9.1 61.4 26.5 3.0 0.0

40歳代 (n=151) 11.9 55.6 27.8 3.3 1.3

50歳代 (n=74) 10.8 63.5 23.0 2.7 0.0

60歳代 (n=128) 14.1 68.0 15.6 1.6 0.8

70歳代 (n=61) 19.7 77.0 1.6 0.0 1.6

80歳以上 (n=31) 29.0 54.8 16.1 0.0 0.0

年
齢

表示：%

合計

 

 

福祉ボランティアや助け合い活動などの福祉活動への参加意向では、「わからな

い」が 46.4％で最も多いものの、「できれば活動したい」が 35.7％で２番目に多く

なっています。そのため、活動意欲のある市民が実際に活動に参加できるよう、ま

た、「わからない」と回答した市民が活動に関心を持って参加意向を持ってもらえ

るような環境整備が必要です。 

 

■福祉ボランティア・助け合い活動の参加意向（単数回答） 

 n=649

2.2

1.2

6.6

7.9

46.4

35.7

0 10 20 30 40 50

ぜひ活動したい

できれば活動したい

戸田市内では活動したいと思わない

市の内外を問わず活動したいと思わない

わからない

無回答

（％）
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福祉に関わる活動の活性化で必要なこととして、「子どものときからの、学校な

どでのボランティア教育・体験活動の促進」が半数を超える割合で回答があり、市

民からのニーズの高さが伺えるとともに、福祉活動の活性化に当たり重要性が高い

取組みといえます。 

 

■福祉に関わる活動の活性化に必要なこと（上位５項目・複数回答） 

 n=649

51.5

44.7

26.7

17.3

13.3

0 10 20 30 40 50 60

子どものときからの、学校などでのボランティア教育・
体験活動の促進                                                

ボランティア活動のＰＲ、情報提供や相談窓口の充実

体験の場、入門講座、技術講習など人材発掘・育成

個人で登録し、特技や自由時間を生かして活動できる
体制づくり                                                           

わからない

（％）

 

 

 

③地域福祉を担う団体・組織の周知・活動支援について 

民生委員・児童委員の認知度については、「知らない」が６割を超える結果とな

っており、また、「『民生委員・児童委員』がなにかわからない」も１割となってお

り、民生委員・児童委員の円滑な活動を支援するうえでも、一層の民生委員制度の

周知・啓発が必要です。 

 

■民生委員・児童委員の認知度（単数回答） 

ｎ=649

無回答 0.6%

「民生委員・児
童委員」がな
にかわからな

い 10.9%

知らない 63.8%

顔も名前も
知っている

17.3%

名前だけ知っ
ている 7.4%
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社会福祉協議会の認知度は、「聞いたことはあるが活動まで知らない」が 46.2％

で最も多く、また、「知らない」も 36.2％となっており、大半はあまり認識してい

ないことが伺えます。そのため、民生委員・児童委員の周知・啓発と同様に、社会

福祉協議会についても市民に対して周知を行うことが必要です。 

 

■社会福祉協議会の認知度（単数回答） 

ｎ=649

聞いたことは
あるが活動ま

で知らない
46.2%

活動まで知っ
ている 11.1%

知らない 36.2%

無回答 6.5%

 
 

 

社協支部の活動参加意向では、20～50 歳代の約１割、60・70 歳代の約２割が「興

味はあるが参加していない」と回答しています。また、20 歳代の約２割、30 歳代

の約１割が「活動を知ったのでこれから参加を考えたい」と回答しています。その

ため、こうした関心を寄せる市民を活動に結びつけるきっかけづくりが求められて

います。 

 

■社協支部の活動参加意向（単数回答） 

す
で
に
活
動
に
参
加
し

て
い
る

興
味
は
あ
る
が
参
加
し

て
い
な
い

時
間
が
な
い
の
で
参
加

で
き
な
い

興
味
は
あ
る
が
参
加
し

た
い
活
動
が
な
い

活
動
を
知

っ
た
の
で
こ

れ
か
ら
参
加
を
考
え
た

い 参
加
す
る
気
は
な
い

無
回
答

(n=649) 4.5 13.9 28.5 5.7 7.4 28.5 11.6

20歳代 (n=57) 1.8 10.5 26.3 7.0 22.8 29.8 1.8

30歳代 (n=132) 3.8 12.1 29.5 8.3 13.6 29.5 3.0

40歳代 (n=151) 1.3 11.3 33.8 6.6 6.6 34.4 6.0

50歳代 (n=74) 1.4 10.8 40.5 2.7 2.7 31.1 10.8

60歳代 (n=128) 7.0 19.5 27.3 3.9 1.6 21.1 19.5

70歳代 (n=61) 13.1 21.3 14.8 4.9 3.3 14.8 27.9

80歳以上 (n=31) 6.5 9.7 6.5 3.2 0.0 45.2 29.0

表示：%

合計

年
齢
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④緊急・防災時の対応力強化について 

地域の中の問題点としては、「緊急時の対応体制がわからない」が 35.4％で最も

多く、緊急時に対する関心の高さが伺えます。 

 

■地域の中の問題点（上位５項目・複数回答） 

 n=649

35.4

25.7

21.4

16.3

15.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

緊急時の対応体制がわからない

交通マナーの乱れ

隣近所との交流が少ない

道ばたのごみが増えた

地域の活動に参加する人が少ない

（％）

 

 

 

災害時における自分以外の誰かとの取り決め状況については、「同居の家族と」

に６割を超える回答があるものの、「特に誰とも取り決めていない」が 23.9％で４

人に１人の割合となっており、市民一人ひとりが災害に対する備えをすることの重

要性を周知することが必要です。 

 

■災害時の対応の取り決め状況（複数回答） 

 n=649

61.6

16.3

4.5

1.2

23.9

1.5

7.1

0 10 20 30 40 50 60 70

同居の家族と

比較的近くに住む家族・親族と

隣近所の人と（自主防災組織の人を含む）

お世話になっている福祉施設と

特に誰とも取り決めていない

その他

無回答

（％）
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地域の防災訓練参加状況では、「はい」が 17.9％であるのに対して「いいえ」が

71.6％で、不参加の割合が多くなっています。そのため、震災対策に対する関心の

高まりを活用し、一人でも多くの市民の参加を促し、個人・地域の防災力を向上さ

せることが必要です。 

 

■地域の防災訓練参加状況（単数回答） 

ｎ=649

無回答 3.9%

わからない
6.6% はい 17.9%

いいえ 71.6%

 

 

 

⑤地域での高齢者、障がい者や子どもを見守る体制について 

高齢者のみの世帯や障がいのある人が住んでいる世帯でいつもと違う雰囲気を

感じたときの対応について、最も多いのが「隣近所の人に話す」で 31.4％となっ

ています。そのほかは１割前後で回答にばらつきがあり、個々により対応が分かれ

ることが伺えますが、「どうしたらよいかわからない」とする回答も約１割となっ

ており、適切な対応方法や連絡先を周知することが求められます。 

 

■高齢者のみの世帯や障がいのある人が住んでいる世帯でいつもと違う雰囲気を感じたとき

の対応（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n=649

10.9

31.4

6.5

4.5

10.8

10.9

12.0

2.6

10.3

0 10 20 30 40

直接その家を訪ねる

隣近所の人に話す

町会長・自治会長に話す

地区担当の民生委員・児童委員に話す

市役所に連絡する

警察に連絡する

どうしたらよいかわからない

その他

無回答

（％）
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暮らしの中の悩み・不安について、障がいのある人と同居している回答者の３割

以上、同じく介護を必要とする人と同居している回答者の６割弱が「介護に関する

こと」で悩み・不安を抱えています。 

また、乳幼児・就学前児童や小学生と同居している回答者のうち「育児・子育て

に関すること」に悩みや不安を抱えている割合が約５割となっています。 

 

■暮らしの中の悩み・不安（複数回答） 

介
護
に
関
す
る
こ
と

育
児
・
子
育
て
に
関
す
る

こ
と

近
所
と
の
付
き
合
い
の
こ

と 生
活
費
な
ど
お
金
に
関
す

る
こ
と

孤
立
死
の
こ
と

緊
急
時
の
連
絡
の
こ
と

住
む
場
所
の
有
無
の
こ
と

特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

(n=649) 18.8 19.1 9.7 28.5 5.9 21.4 4.2 32.0 3.7 2.6
乳幼児・就学前児童 (ｎ=93) 7.5 55.9 14.0 34.4 2.2 24.7 2.2 17.2 4.3 3.2

小学生 (ｎ=91) 15.4 47.3 14.3 36.3 1.1 26.4 3.3 27.5 3.3 2.2

中学生・高校生 (ｎ=84) 31.0 33.3 8.3 35.7 1.2 29.8 4.8 21.4 3.6 1.2

65歳以上の人 (ｎ=147) 28.6 6.1 9.5 24.5 4.8 17.7 3.4 41.5 2.7 2.7

障がいのある人 (ｎ=35) 34.3 8.6 5.7 22.9 0.0 17.1 5.7 34.3 8.6 5.7
介護を必要とする人 (ｎ=37) 59.5 5.4 10.8 29.7 0.0 16.2 2.7 13.5 5.4 10.8

いずれもいない (ｎ=242) 16.9 8.7 9.1 28.9 9.9 22.3 3.3 33.5 3.3 1.2

表示：%

合計

同
居
者

 

 

 

戸田市の保健福祉施策で重要な取組みについて、全体では「医療サービス体制の

充実」が 38.4％で最も多くなっていますが、乳幼児・就学前児童や小学生と同居

している回答者では「育児・子育ての支援体制の充実」が半数を超える割合となっ

ており、子育て環境の充実が求められています。 

 

■戸田市の保健福祉施策で重要な取組み（複数回答） 

地
域
の
支
え
合
い
の
し
く
み
づ
く

り 子
ど
も
の
頃
か
ら
の
福
祉
教
育
の

充
実

育
児
・
子
育
て
の
支
援
体
制
の
充

実 高
齢
者
や
障
害
者
の
在
宅
生
活
支

援 地
域
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
活
動

の
促
進

健
康
づ
く
り
事
業
の
充
実

医
療
サ
ー

ビ
ス
体
制
の
充
実

公
共
施
設
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化

推
進

移
動
手
段
の
充
実

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
N
P
O
の
育
成

と
活
動
支
援

地
域
に
お
け
る
身
近
な
相
談
体
制

づ
く
り

福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
関
す
る
情
報
の

充
実

防
犯
・
交
通
安
全
・
防
災
体
制
の

充
実

福
祉
に
従
事
す
る
専
門
的
人
材
の

育
成

そ
の
他

無
回
答

(n=649) 27.9 24.3 28.8 25.3 10.8 9.4 38.4 7.9 8.6 5.9 12.9 16.3 30.5 9.6 1.2 6.0
乳幼児・就学前児童 (ｎ=93) 21.5 29.0 73.1 18.3 12.9 7.5 36.6 8.6 9.7 2.2 14.0 11.8 35.5 4.3 1.1 4.3

小学生 (ｎ=91) 24.2 37.4 52.7 14.3 9.9 9.9 41.8 6.6 7.7 4.4 11.0 13.2 25.3 8.8 0.0 5.5

中学生・高校生 (ｎ=84) 32.1 20.2 31.0 26.2 8.3 3.6 38.1 8.3 8.3 13.1 13.1 19.0 21.4 9.5 0.0 7.1

65歳以上の人 (ｎ=147) 29.3 21.8 17.0 32.7 12.2 8.8 44.2 6.8 8.8 4.8 10.9 19.7 26.5 10.2 0.7 7.5

障がいのある人 (ｎ=35) 25.7 20.0 11.4 42.9 5.7 5.7 31.4 8.6 8.6 2.9 11.4 22.9 22.9 8.6 0.0 17.1
介護を必要とする人 (ｎ=37) 16.2 29.7 8.1 37.8 13.5 8.1 32.4 8.1 13.5 2.7 16.2 16.2 32.4 13.5 0.0 8.1

いずれもいない (ｎ=242) 31.8 23.6 20.7 23.1 10.7 12.0 35.1 7.4 8.3 5.8 12.8 14.0 35.1 11.2 2.5 4.5

表示：%

合計

同
居
者
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⑥情報提供について 

福祉サービス情報の入手状況については、「十分入手できている」との回答は１

割にとどまり、「十分ではないが、入手できている」が 61.2％、「ほとんど入手で

きていない」が 23.8％となっており、福祉サービス利用者が満足できる情報提供

体制が求められています。 

 

■福祉サービス情報の入手状況（福祉サービスを利用している方のみ・単数回答） 

ｎ=80

無回答 5.0%

ほとんど入手
できていない

23.8%

十分入手でき
ている 10.0%

十分ではない
が、入手できて

いる 61.2%

 

 

 

活動団体の情報入手状況について、地域活動に取り組んだ経験のある場合は「十

分ではないが、入手できている」が５割前後の回答がありますが、「取り組んだこ

とはない」場合では「ほとんど入手できていない」が約４割となっており、情報に

対するアプローチのしやすさなど、効果的な情報提供体制を検討することが必要で

す。 

 

■活動団体の情報入手状況（単数回答） 

十
分
入
手
で
き

て
い
る

十
分
で
は
な
い

が

、
入
手
で
き

て
い
る

ほ
と
ん
ど
入
手

で
き
て
い
な
い

今
の
と
こ
ろ
情

報
を
得
よ
う
と

し
て
い
な
い

無
回
答

(n=649) 1.8 22.3 34.5 36.5 4.8
現在、継続的に取り組んでいる (ｎ=59) 8.5 57.6 16.9 10.2 6.8
たまに、取り組むことがある (ｎ=69) 4.3 47.8 27.5 17.4 2.9
取り組んだことはない (ｎ=384) 0.3 14.3 40.9 41.7 2.9
取り組むことができない (ｎ=122) 2.5 15.6 31.1 45.9 4.9

地
域
活
動
取
組

表示：%

合計
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２-４ 市⺠会議の結果概要 
 

40 名の市民が５回にわたり行った市民会議では、各参加者がグループのテーマ

について現状や課題を出し合ったあと、今後実施する取組みとして、多くのプロジ

ェクトを提案していただきました。 

ここでは、第５回(最終回)会議で発表された「プロジェクト」について掲載しま

す（内容は原文のまま載せてあります）。 

この「プロジェクト」を基に、第５章の「重点プロジェクト」を策定しました（詳

細は資料編をご覧ください）。 

 

①顔の見える地域づくりグループ 

プロジェクトテーマ 地域や行事に出てきてもらうしくみ 

現状や課題 

○町会との関わりが難しい 

○民生委員の顔が見えない 

○近所づきあいが薄くなってしまう 

↓ 

プロジェクト名 取組み主体 取組み対象 取組み内容 

今日も元気でサーク

ル活動 

自分と仲間 隣近所の引っ込みの

人たち 

・話し合い 

・サークルの調査、紹介

・サークル活動の誘い 

自治会バッチ・マーク

シール（耳が聞こえな

いということがわか

るマーク） 

地域の手話ボランティア

や育成（登録）→市役所・

市議会 

市民 事業の助成 

フィルムコミッショ

ン 

１．市民の内の経験者、

仕事をしているひと 

２．興味のあるボランテ

ィア 

３．市の観光課、広報課

マスコミ各社 戸田市全域で CM・映画

撮影等で施設をスムー

ズに使用できるよう、全

面的にバックアップし

ます。 
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②災害時の避難支援①グループ 

プロジェクトテーマ 災害に備えよう！！ 

現状や課題 
○水害時ハザードマップでは全員北の高台へとなっているが、きめ細かに

逃げるべき場所、方法、タイミングを考えておく必要がある 

↓ 

プロジェクト名 取組み主体 取組み対象 取組み内容 

市 市民 
逃げ時マップの作成・配
布 理想の避難計画プロジ

ェクト 市民 市・防災会議 
避難所の間取り作成、ほ
か様々な需要への対応 

市  
要支援者名簿づくり（手
上げ方式・逆手上げ方
式） 助け合いプロジェクト 

市民  
グループづくり（15 軒
程度） 

長く続けようプロジェ

クト 
有志市民と市 市民 

サバイバルグッズ、アプ
リ、災害時情報収集手段
等の啓発 

 

③災害時の避難支援②グループ 

プロジェクトテーマ 
全町会（自治会）にサポーター制度を立ち上げよう！（地域で防災

組織をつくろう） 

現状や課題 

○隣近所の交流ができていない人々 

○町会活動の原点である班活動こそが助け合い活動のはじまりであること

を知らせる 

○マンションに自治会を立ち上げる活動からはじめるか、既町会に入会す

るかというところからはじめなくてはならない為、広報活動から始めた

いと思う 

↓ 

プロジェクト名 取組み主体 取組み対象 取組み内容 

笑顔の隣組は安心・安
全な班づくりから！ 

班組織 
町会・自治会 
マンション住民の有志 

班組織全員 
（市民全員） 

行事の広報活動 
→行事への参加促進（ご
み０運動など）→住民の
交流を防災活動へつな
ぐ！ 

 

④ボランティア活動の活性化①グループ 

プロジェクトテーマ 情報を地域で、身近な場所で、共有する 

現状や課題 

○地域ボランティアの情報がほとんどない 

○もっと気軽にボランティアに参加できるといい 

○個人が気軽に顔を出せる場があると少しずつできるのでは 

○ボランティアの情報提供の場、相談窓口の広報活動（CM のように） 

↓ 

プロジェクト名 取組み主体 取組み対象 取組み内容 

情報提供とともに、情
報を身近な場所で共
有する 

各ボランティア団体 情報を欲しがってい
る人 

全所帯に届くような回
覧物をつくる 
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⑤ボランティア活動の活性化②グループ 

プロジェクトテーマ まず参加しやすくするために、連携をうながすために 

現状や課題 

○お互いが楽しいのが原点、する側も受ける側も 

○ボランティアさんの希望もあると思うが、当事者の求めていることを理

解してほしい 

○活動の PR 

↓ 

プロジェクト名 取組み主体 取組み対象 取組み内容 

①ボランティア団体が
（資金面の援助） 

（ボランティアをし
ていない）一般市民に

楽しい企画をする 

まず参加しやすくす
るために 

②ボランティア団体 
サポート・TOMATO 

      ・行政 
      ・社協 

同上 口コミで広げる 

連携をうながすため
に 

行政、社協 ボランティア 
町会など地域の組織 

（連携できるように） 
交流の機会、顔を合わせ
る機会 

 

⑥地域での子育てグループ 

プロジェクトテーマ 親が子が生き生きする場をつくろう！ 

現状や課題 
○子どもの居場所が少ない 

○親が本音を語る場が少ない 

↓ 

プロジェクト名 取組み主体 取組み対象 取組み内容 

子どもの居場所づく
り 

NPO・社協・各家庭・町会
（子ども会）・学校 

子ども・子ども会・小
中学生・子どもの友
人・親の知り合い 

・公共施設の開放（室
内・屋外） 

・昔の遊びや行事、スポ
ーツをする（ゲームの
持ち込み禁止！） 

・大人の見守りをつける
・自主的に遊んでもらう

親が本音を話せる場 ①行政（市） 
②市と NPO・社協、講師

はボランティア 
③町会・NPO・社協・市 

子育て中の親 
子育て予定の親 

①相談できる場（専門家
に話を聞いてもらう）
無料相談会 

②講座・イベントを通じ
て話せる場（親子料理
教室、人形劇、英語…）

③サロン（場の提供） 

サービス周知 サービスの主体者（主
体）、地域・行政・学校（協
力） 

市民（子育て中の親）、
小中学生 

居場所や相談の場の情
報を広く知らせる。 
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⑦市民会議のプロジェクト発表の総括 

 

顔の見える地域づくりグループでは、近所づきあいを拒む人や町会に加入している人と、

していない人とのかかわり方など、地域づきあいの問題から地域や行事に出てきてもらう

仕組みについてプロジェクトの検討を行いました。その結果、「今日も元気でサークル活

動」の提案があり、町会の活動とは離れた場所での活動を行うことによって、仲間同士、

また、引きこもりがちな人を誘い合って人とのつながりを築いていく内容となっています。 

 

災害時の避難支援のグループでは、昼と夜、また、水害と震災の違いにより対応策を考

える必要があるという問題提起がありました。また、各地区に要支援者をサポートする人

材の配置や、避難所の適切な運営、避難時のマンションとの関係性など、多岐にわたる課

題が出されました。そうした中、プロジェクトとしては、小さな組織単位で災害時に備え

たグループづくりをするという提案がありました。また、逃げ時マップの作成や理想の福

祉避難所の間取り作成など、避難時の対応について予め決めておくべき内容の提案があり

ました。 

 

ボランティア活動の活性化グループでは、情報が広く市民に行き渡っていないのではな

いか、そのために理解も得られていないのではないか。また、楽しんで参加できるボラン

ティア*活動が少ないために、参加者もなかなか集まらないのではないか、という問題提起

がありました。そのため、広く情報が行き渡るよう、各戸に情報を届ける仕組みが必要で

あるという提案がありました。また、より多くの市民の参加を促すよう、ターゲットを絞

って、楽しく参加できる企画をボランティア*団体が行っていくという提案も出されました。 

 

地域での子育てグループでは、地域の中に親も子も満足できる場所が少ないという問題

提起がありました。また、福祉サービスは多々ある中で、それを知らないために苦労して

いる家庭もあることから、サービスの周知を積極的に進めていく必要があるのではないか

という課題が出されました。そのため、公共施設の活用を一層進めるとともに、子ども遊

びを中心とした場所をつくること、また、親の居場所として、親同士が集まり、本音を語

り合える場所を地域の中につくることがプロジェクトとして提案されました。サービス周

知についても、掲示板・ホームページの活用や、口コミで市民に広めるといった提案も出

されました。 

 

提案されたプロジェクトは、いずれも市民参加のもとで進められるものであり、本計画

を通じて、市民と協働で実行していくことが求められます。 
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２-５ 課題の総括 
 

アンケート調査、市民会議、社協支部ヒアリング、ボランティア*団体ヒアリング

等により、様々な課題が浮かび上がってきました。 

社会的背景や浮かび上がってきた市の課題から、求められる対応についてまとめ、

地域福祉に関する課題を次の８項目に整理しました。 

 
課題１） 地域活動を担う⼈材の育成 

46 の社協支部や多くのボランティア*団体では、参加者の減少や担い手が不

足するといった課題を抱えています。社協支部やボランティア*団体は本市の

地域福祉を推進する中核であることや、市民の一人ひとりが福祉に関心を持ち、

行動を起こしていくことが重要であることから、既存団体の活動及び時代に求

められる新しい活動を担う人材を育てていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

課題２） 町会・⾃治会、社協⽀部の活動⽀援と市⺠が交流できる場の拡充 
本市は、転出入者の多いまちです。また、マンション等に居住する市民も増

えていることから、これらの環境に適した町会活動を展開していくことが求め

られます。そのため、市民同士が交流できるお祭りなどの機会を拡充するとと

もに、町会・自治会や社協支部が地域の実情にあった活動を展開できるよう、

側面からの支援を充実させる必要があります。 

 

 

 

 

 

・福祉教育による福祉への関心向上（市民アンケート） 

・参加者の高齢化（社協支部ヒアリング） 

・会員の減少及び新規加入者の不在（ボランティア団体ヒアリング） 

・会員の高齢化（ボランティア団体ヒアリング） 

・男性参加者の不足（ボランティア団体ヒアリング） 

・転入者と、元からの住民や町会との交流機会の充実（市民アンケート） 

・事業のメニューアイデア等支援が必要（社協支部ヒアリング） 

・ボランティアに気軽に触れられる機会の確保（ボランティア団体ヒアリング）
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課題３） ボランティア・ＮＰＯ等の市⺠活動団体の⽀援と活動場所の確保 
ボランティア*団体やＮＰＯ*団体が、人をひきつける力のある活動を展開し

ていけるよう、他団体、町会や社協支部との連携による活動の幅を広げる支援

や、ボランティアコーディネーター等の配置による活動の調整機能の強化、活

動の場の提供などによる支援を強化する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題４） 市⺠の⾒守りによる安⼼地域づくりと信頼関係の構築 
本市は若い世帯が多いまちですが、高齢者数は着実に増加しており、今後、

支援を必要とする人が増えていくことが予想されます。そうした支援を必要と

する人が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域における見守りや福

祉サロンの充実が求められます。また、そうした活動を通じて顔のみえる地域

をつくることは、災害時要援護者*の円滑な把握や虐待防止などの権利擁護の

効果も期待できます。 

 

 

 

 

 

 

課題５） ⼦どもも安⼼し、保護者も育児負担が軽減される⽀えあいの地域づくり 
本市では、子どもの数が増加していますが、子育て中の保護者の中には育児

に不安を感じている割合が半数となっています。これからも子育てにやさしい

まちであるために、子どもの居場所を確保するとともに、保護者同士が集まり、

悩みや不安を打ち明ける場・機会を提供していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

・ボランティアの活動場所の確保（市民会議） 

・ボランティアを楽しめる企画立案（市民会議） 

・ボランティアと町会・自治会の連携（市民会議） 

・支部同士の連携は必要（社協支部ヒアリング） 

・必要に応じた町会・自治会、社協支部との連携（ボランティア団体ヒアリング）

・他ボランティア団体との連携（ボランティア団体ヒアリング） 

・民生委員や社会福祉協議会の周知と活動支援（市民アンケート） 

・高齢者や障がい者を見守る環境と地域で子育てをする環境の整備（市民アンケ

ート） 

・防災組織の原点となる班組織の構築（市民会議） 

・地域で子育てをする環境の整備（市民アンケート） 

・子どもや保護者同士が集える場の確保（市民会議） 

*災害時要援護者：災害時に状況把握や避難行動などをする際に手助けの必要性が高い人たちのことで、高齢者、

障がい者、妊産婦などが対象となる。 
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課題６） 災害時要援護者対策と地域防災（減災）⼒の向上 
東日本大震災を経験し、災害時における地域コミュニティの重要性は広く認

識されることとなりました。しかし、地域コミュニティは一朝一夕に構築され

るものではないため、日頃からの取組みが重要となります。そのため、普段の

見守り活動等から災害時要援護者*の把握に努め、災害時を想定し、認識を共

有しておくことが重要です。また、各地区の災害時要援護者*や住民が安全に

避難することができるよう、避難支援のリーダーとなる人材の育成・配置が求

められます。 

 

 

 

 
 

課題７） 誰もが容易に情報を⼊⼿できる環境整備 
ボランティア*に参加する、町会活動に参加する、福祉サービスを利用する、

そうしたどの場面においても、情報がないことには次の段階には進みづらいも

のとなります。そのため、市民が行動を起こそうと思ったときに容易に必要と

する情報を入手することができる環境が求められます。また、高齢者や障がい

者でも不自由なく情報を入手することができるよう、情報のバリアフリー*化

により一層努めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

課題８） 福祉サービスを安⼼して利⽤できる環境の整備 
子どもや高齢者の増加は、福祉サービスを必要とする人が増えることでもあ

ります。そうした人々が、満足するサービスを利用することができるよう、サ

ービス提供事業者の育成・指導に努める必要があります。また、これからは、

認知症高齢者など、サービス利用契約時に支援を必要とする人が増えることが

予想されるため、サービス利用援助事業等の権利擁護体制を強化することが求

められます。 

 

 

・地域の防災（減災）力の向上（市民アンケート） 

・避難方法の周知（市民会議） 

・災害時サポーター制度（市民会議） 

・ボランティアの積極的な情報提供（市民会議） 

・支部の約５割がボランティアの協力を得ることに肯定的であるが、現実は不十

分（社協支部ヒアリング） 

・町会加入世帯の減少（社協支部ヒアリング・市民会議） 

・個人情報保護による情報共有の限界（社協支部ヒアリング） 

・ボランティア全体の PR 強化と情報の発信側と受信側のマッチング（ボランティ

ア団体ヒアリング） 

・福祉サービスや市民活動の情報提供の充実（市民アンケート） 

・子育てサービスの周知（市民会議） 



 

 

33

第３章 第３期計画の⽬標・基本⽅針・基本施策 
 

３-１ 地域福祉の⽬標（将来像） 
 

本市においては、子育て中の世代が多く住むとともに、高齢者が増加してきてお

り、地域活動やボランティア*活動が活発になってきています。 

だれもが安心して地域で暮らし続けられるとともに、より魅力のある生活が実現

できるよう、「やわらかに響きあう ―認めあい、話しあい、支えあい、ホッとす

る戸田
ま ち

―」を目標として、市民一人ひとりが自立しながら、お互いに地域で助け合

える地域社会づくりを目指します。 

 

 

将来像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やわらかに響きあう」は、市民一人ひとりが地域の住民として自覚と責任を持

ち、自立しながら、お互いのプライバシーや尊厳を守り（認めあい）、交流し（話

しあい）、支えあい、安心できる（ホッとする）福祉コミュニティの将来像をあら

わすとともに、市、市民、事業者が対等な立場（認めあい）で情報や意見を交換し

（話しあい）、連携をとりあって（支えあい）、福祉サービスの充実した（ホッとす

る）戸田市の将来像をあらわしています。 
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３-２ 基本⽅針（⼾⽥らしい地域福祉を⽬指して） 
 

基本方針は、第２期計画の長所を生かしつつ、新たな課題を踏まえ全面的に見直

しを行いました。 

 

①市民一人ひとりが地域福祉活動に参加するために 

市民一人ひとりが関心のある地域福祉活動に取り組むことができるよう、人材

の育成と多様な福祉活動団体の育成を図ります。また、効果的に活動が促進され、

ボランティア*・市民活動が活性化するよう、活動する場所の確保・提供を推進

します。 
 

②市民が交流し、どんなときでも安心して暮らせるために 

戸田市に住む誰もが地域の活動に参加し、市民同士の助け合い、支えあい活動

が積極的に行われる、顔のみえる福祉コミュニティの形成を推進します。また、

災害が起こったときには、災害時要援護者*をはじめ、そこに住む人たちが安全

に避難することができる仕組みの構築を目指します。 
 

③子どもを中心に明日のコミュニティが形成されるために 

地域の宝である子どもを地域で見守り、このまちで育って良かったと思えるコ

ミュニティ活動を支援します。また、保護者にとっても、地域の支えがあり子育

てがしやすかったと感じることができるよう、市民同士の交流機会を拡充します。 
 

④安心して福祉サービスを利用するために 

市民が安心して福祉サービスを利用することができるよう、福祉サービス提供

事業者の育成・指導を実施するとともに、新たなビジネスとして市民参加型の福

祉サービスの提供を促進し、地域の活性化を図ります。また、サービスを必要と

する人が、安心してサービスを利用することができるよう、権利擁護の体制を強

化します。 
 

⑤市民誰もが選択と活動の幅を広げるために 

市民が、町会加入の有無や居住歴が短いなどの理由により情報を入手する機会

を損なうことがないよう、また、障がい者が、障がいがあることにより行動を制

限されることがないよう、市民の誰もが利用しやすい情報提供や相談窓口の体制

を充実させるとともに、公共施設等のユニバーサルデザイン*化を進めます。 
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３-３ 基本施策 
 

「やわらかに響きあう ～認めあい、話しあい、支えあい、ホッとする戸田
ま ち

～」 

の実現に向けて、基本方針に基づき次の３つの基本施策に取り組みます。 

基本施策は、第２期地域福祉計画の長所及び成果を生かしつつ、新たな課題解決

に向けた具体的な施策を展開し、また、社協との連携を明確にし、より実効性を持

たせます。 

基本施策１ 地域で支えあうまちづくり 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災は、戸田市でも震度５強の揺れとなり、

地震や水害への備えを見直す大きなきっかけとなりました。大災害時には、いわ

ゆる「公助」だけでは、すべての市民を助けることが難しく、「自助」「共助」に

よる取組みが必要です。アンケート調査によると、日頃から地域の防災訓練に参

加している割合は 17.9％と、少なくなっています。年齢別では、60 歳代が約３割

参加している一方、20 歳代はわずか 3.5％にとどまっており、若い世代に参加を

呼び掛ける取組みが必要です。また、災害が起きたときの対応を誰と取り決めて

いるかについて、最も多いのは「同居の家族」で約 60％と、家族中心である一方、

次いで多いのが「特に誰とも取り決めていない」で 23.9％を占めており、災害時

に誰かと安否確認ができるよう、事前に備える仕組みづくりが課題です。これら

課題に対し、災害時要援護者*への取組みを強化し、安心して地域で暮らせるまち

を目指していきます。 

地域の中心である町会・自治会への加入率（広報紙配付率）は、60.4％（平成

24 年 4 月 1 日現在）ですが、アンケート調査によると、近所となんらかの付き合

いをしている割合（あいさつを除く）は 34.2％、あいさつ程度は 49.9％となって

おり、子ども会への参加は 33.0％（小学生を家族に持つ人が、家族を含め参加し

ている割合。「あまり参加していない」を含まない。）、老人クラブへの参加は 6.1％

となっています。全体的に低い数値で、特に、子ども会への参加率は、前回より

下がっている傾向が伺えます。地域で交流しやすくする施策として、福祉コミュ

ニティづくり、地域の交流の場・居場所づくりを進めます。 

また、地域活動、ボランティア*活動への参加率は 19.7％ですが、参加したこ

とがない人でも、福祉に関わるボランティア*活動や助け合い活動を行う意思のあ

る人（「ぜひ活動したい」「できれば活動したい」の合計）は、37.9％と、一定の

割合を占めています。こうした希望者を実際の活動につなげ、ゆくゆくは活動の

担い手となる人材を育成する施策を推進します。また、子どものときからボラン

ティア*活動などに対する意識づけができるよう、福祉教育・学習に関する施策を

推進します。 
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基本施策２ 福祉サービスの充実したまちづくり 

アンケート調査によると、毎日の暮らしの悩みや不安として、「生活費などお金

に関すること」が 28.5％で最も高く、次いで「育児・子育てに関すること」と「介

護に関すること」がいずれも２割近くを占めています。 

地域福祉計画には、地域における福祉サービスの適切な利用の推進について定

めることが社会福祉法で求められています。市では、家族の負担をできるだけ減

らすよう、より一層の福祉サービスの充実に努めます。また、情報提供や相談体

制を充実させ、サービス利用の促進を図ります。 

また、サービスを受ける人も、地域に参加することで生きがいを持てるように

することが重要であり、ユニバーサルデザイン*によるまちづくりを進めることで、

外に出かけやすく、様々な活動に参加しやすくする施策を推進します。 

さらに、市民一人ひとりが福祉の担い手となり、支えあう体制づくりとして、

市民参加型サービスの充実支援を進めます。 

少子高齢化により対応した福祉サービスを充実させるため、保健担当との連携

を進め、母子保健などの取組みを福祉と保健の両分野から推進するよう努めます。 

 

基本施策３ 社会福祉協議会との連携 

「自助、共助、公助」の時代において、市民と「公」をつなぐ架け橋となり、

「共助」の仕組みを作り出していくことが、社会福祉協議会に今後ますます求め

られていきます。 

戸田市社協は、昭和 51 年 11 月に法人格を取得し、地域福祉の推進に取り組ん

でいます。これまでもボランティア*の育成、団体の支援、支部における子育てサ

ロン、リズム体操などの実施、地域福祉祭りの開催など、多くの成果をあげてき

ました。支部活動を通じて町会に根を張り、また、ボランティア・市民活動支援

センターや社協ボランティアセンターを通じて、ボランティア*団体・市民活動団

体とつながりを持って、地域福祉の主要な担い手と深く関わっています。さらに、

行政とも様々な関わりを持っており、社協は、戸田市の地域福祉の推進に欠かせ

ない存在です。 

さらに、平成 24 年 10 月に改定された戸田市地域防災計画では、災害ボランテ

ィアセンター*について、社協が設置・運営を行うことが正式に位置づけられまし

た。 

市は、社協とパートナーシップを築き、相互に補完し合い、「車の両輪」として

共に地域福祉の推進に取り組んでいきます。 
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【基本方針と基本施策の関係図】 

第３期地域福祉計画の課題を踏まえ設定した基本方針と、基本方針を踏まえ設定

した基本施策の関連、市民会議で提案されたプロジェクトを中心に設定した重点プ

ロジェクトと基本施策との関連は以下のとおりとなります。 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 第
３
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３-４ 基本施策の展開図 
 

目標（将来像）、基本方針、基本施策を踏まえて、次のとおり施策の展開を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で支えあうまちづくり １-１ 災害時要援護者への対応の強化 

１-５ 福祉教育・学習の推進 

１-２ 公共施設を核とした福祉コミュニ

ティづくり 

１-３ 地域の交流の場・居場所づくりの

支援 

１-４ 活動の担い手の育成・支援 

【目指すすがた】 

活動を担う市民の育成、

身近な地域活動の促進に

より、地域で支えあうま

ちづくりを目指します。 

基本施策１ 

福祉サービスの充実した 

まちづくり 

２-３ 情報提供の充実 

２-４ 相談体制の充実 

２-１ 市福祉サービスの充実 

２-２ 福祉・保健の連携強化 

２-５ ユニバーサルデザインの整備促進 

２-６ 市民参加型サービスの充実支援 

【目指すすがた】 

市福祉サービスの充実を

図るとともに、サービス

を上手に利用できる地域

福祉の啓発を目指しま

す。 

基本施策２ 

社会福祉協議会との連携 ３-１ 社協支部活動の促進 

３-２ 市民活動支援（ボランティア・Ｎ

ＰＯ等支援） 

３-４ 権利擁護の推進 

３-３ 災害時に適切な対応ができる基盤

の整備 

【目指すすがた】 

社会福祉協議会と連携

し、地域福祉の推進を目

指します。 

基本施策３ 

該当ページ
▼ 
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…41ページ

…43ページ

…45ページ

…47ページ

…48ページ

…49ページ

…51ページ

…52ページ

…53ページ

…54ページ

…55ページ

…56ページ

…58ページ

…59ページ
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第４章 施策の展開 
 

基本施策１ 地域で⽀えあうまちづくり 
 

【目指すすがた】 

活動を担う市民の育成、身近な地域活動の促進により、地域で支えあうまちづく

りを目指します。 

 

【施策の展開】 

１-１ 災害時要援護者への対応の強化 
 

災害が起きたときに、自力で避難することが困難な人が、安全・確実に避難する

ために「災害時要援護者*」への対応を強化します。災害が発生したときは、自分

の身は自分で守ることが基本となりますが、家族等の支援が困難なひとり暮らしの

高齢者や、身体に障がいのある人は、情報の伝達、避難の判断、避難行動について、

周囲からの支援が必要となります。 

災害時要援護者*が、平常時の見守りや災害時における支援を受けることができ

るようにするために、災害時要援護者*の状況や支援者の情報、避難場所の基礎的

データをシステム化し、そのシステムを土台にして、災害時の一連の行動をとるた

めの支援策に取り組みます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-1-1 
地域の避難場所の確保 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 危機管理防災課 長寿介護課 障害福祉課 福祉保健センター 福祉総務課 

高齢者、障がい者、子どもや妊婦をはじめとした避難者が避難所生活を送る際、その

負担が少しでも軽減されるよう、学校や福祉センターなど避難所となる公共施設の機能

の充実を図ります。また、高齢者や障がい者が医療、バリアフリー*、プライバシーなど

の点で安心して利用できるよう、福祉避難所として機能する拠点の拡充を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-1-2 
地震・洪水ハザードマップの普及・啓発 

取組み

の対象 ○ ― ○ 

担当 危機管理防災課 長寿介護課 障害福祉課 福祉総務課 

災害発生時に市民一人ひとりが迅速に的確な対応がとれるよう、日頃からハザードマ

ップの普及・啓発を推進します。また、避難をしたほうが良いかどうかの適切な判断が

行えるよう、避難の必要性や避難するタイミングなどを示したマップの作成について検

討します。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

1-1-3 
自助・共助意識の醸成 

取組み

の対象 ○ ― ○ 

担当 危機管理防災課 長寿介護課 障害福祉課 福祉総務課 

災害時に備えて市民の一人ひとりが最低３日間の飲料水、食料や避難時に必要な物資

を確保するよう、備蓄することの重要性について啓発を推進します。また、災害時に「自

分の身は自分で守る」、「地域で手助けの必要な人は、地域で守る」という自助・共助意

識の醸成を促進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-1-4 

災害時要援護者の把握強化と個別計画の 

作成 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 危機管理防災課 長寿介護課 障害福祉課 福祉総務課 

災害時に避難支援等を必要とする人たちに対して積極的に働きかけを行い、災害時要

援護者*として登録することを啓発します。また、災害時要援護者*に対しては、避難支

援者の確保や、実際の支援方法、避難経路などを定める個別計画の策定を検討し、個人

情報保護に配慮しつつ関係者間で情報を共有します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-1-5 
防災士の資格取得支援 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 危機管理防災課 

地域における防災活動や、災害時の避難支援活動等を中心になって行う防災士*の資格

取得を促進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-1-6 
社協支部との災害時対応の連携強化 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課 危機管理防災課 

支部における日頃のサロン活動等の交流活動を通して築かれたネットワークを生か

し、災害時におけるひとり暮らし高齢者等の安否確認や、新たに必要となる福祉サービ

スの有無などを把握するとともに、被害のなかった人が被害を受けた人を見守る取組み

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

*防災士：NPO 法人日本防災士機構が認定する資格。減災と防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのた

めに十分な意識・知識・技能を有する者として、資格取得試験などを経て認定される。 

防災士の活動（例） 
・平常時には、地域や職場の防災活動に取り組む。 
・災害時には、公的支援が到着するまでの間に被害拡大を軽減するために活動する。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

1-1-7 

要援護者世帯を対象とした家具等の転倒 

防止対策 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 長寿介護課 障害福祉課 危機管理防災課  

災害時に家の中でけがをしたり、避難行動に支障をきたすことがないよう、高齢者や

障がい者など、特に対策を必要とする世帯に対して、家具等転倒防止対策を進めます。

 

 
１-２ 公共施設を核とした福祉コミュニティづくり 
 

公共施設の役割としては、地域の福祉サービスの核になることは言うまでもない

ことですが、併せて地域の人たちが集うことのできる福祉コミュニティの側面もあ

ります。これまで各福祉センター等でこうした役割を担ってきましたが、公共施設

がハード面で老朽化してきており、再整備が必要な現状があります。また、時代の

要請により公共施設に求められている役割も変化しつつあります。 

財政的な状況を考慮し、既存の公共施設をうまく使いながら、また民間福祉施設

と協力しながら福祉コミュニティづくりを進めていきます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-2-1 
上戸田福祉センター再整備事業 

取組み

の対象 ― ― ― 

担当 福祉総務課 

「子どもから高齢者まで誰もが気軽に利用しやすい施設」をコンセプトに、この施設

が地域のコミュニティ拠点・シンボルとして親しまれるよう、地域住民、利用者の意見

を取り込みながら整備を進め、平成 27 年度の施設開設を目指します。 

また、地域福祉の拠点として、福祉センター、図書館分館、生涯学習、男女共同参画

などの機能で構成される複合施設として、各機能を十分に発揮させるとともに、それぞ

れの機能が一体となり、密接に連携することによって、複合施設としての効果を最大限

に生かし、多様な市民ニーズに対応できるように運営します。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

1-2-2 

（仮称）新曽南特別養護老人ホーム等高齢

者福祉施設整備事業 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 福祉総務課 

「医療的ケアの必要度が高い方や、所得等が低い方の入所のハードルをできるだけ下

げ、より多くの方が、必要に応じて入所することのできる特養を整備する」という整備

コンセプトにより、これまで胃ろう、人工透析等で入所が困難であった方にも対応でき

る高齢者施設を整備します。 

また、地域住民が交流することのできる「地域交流スペース」をこの施設に設け、地

域福祉と地域コミュニティを推進できる空間を整え、医療・福祉関係機関の連携による

サービス提供を推進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-2-3 
公共施設等の活用方法の研究と利用促進 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 福祉総務課 児童青少年課 

子どもの遊び場、地域活動や市民の交流の場として、学校をはじめとする公共施設の

開放を推進し、住民の積極的な利用と交流の活発化を図ります。また、民間福祉施設や

空き店舗などが地域住民の交流の場として有効に活用されるよう、関係機関や住民と連

携し、活用を推進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-2-4 
福祉コミュニティ活動拠点の充実 

取組み

の対象 ○ ― ○ 

担当 福祉総務課 長寿介護課 障害福祉課 こども家庭課 

多くの市民が集い、交流や福祉活動が行えるよう、福祉センターにおけるコミュニテ

ィ機能の強化を図ります。また、ボランティア*活動など市民活動の拠点となるよう、有

効な活用方法について関係団体とともに検討を進めます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-2-5 
町会・自治会会館の活用促進 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 コミュニティ推進課  

町会・自治会会館が福祉サロン活動やボランティア*活動の場として一層活用されるよ

う、関係機関と連携し、地域活動団体の利用を促進します。また、利用者が安全に町会・

自治会会館を利用することができるよう、老朽化に伴う修繕にかかる費用の一部助成を

行います。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

1-2-6 

ユニバーサルデザイン・地域参加による 

公園づくり 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 公園河川課 

新設する公園については、法令等で定められた基準によりユニバーサルデザイン*化を

進め、利用しやすい公園づくりを進めます。また、地域でワークショップを開催し、話

しあった結果を公園づくりに生かし、公園ごとにそれぞれテーマを設けるなど、地域で

親しまれる公園の整備を図ります。 

 

 

１-３ 地域の交流の場・居場所づくりの⽀援 
 

地域住民相互の社会的なつながりが希薄化し、地域社会が変容しつつある中、地

域住民の交流や、同じ悩みを持つ人同士が相談・情報交換をし合える場の創出が求

められています。日頃からのつながりを保つことにより、他人を思いやり、生活の

拠点である地域に根ざしてお互いを支え助け合うという気持ちが醸成されること

につながります。そうした地域福祉意識の醸成のために各施策を実施していきます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-3-1 
福祉サロンの推進 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 福祉総務課  

地域住民の交流や同じ悩みを持つ者同士の相談・情報交換をし合える場として、子ど

も、障がい者や高齢者を対象とした「福祉サロン」の実施を、各町会・社協支部に働き

かけるとともに、継続的な活動に向けて、活動団体を支援します。 

また、民間の福祉施設でも地域住民の交流拠点として活用が進むよう、事業所と連携

し、対応可能な施設数の拡大を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-3-2 
福祉施設や福祉団体と地域の交流 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 福祉総務課 コミュニティ推進課  

市民が福祉やボランティア*活動に対して興味を持ち、理解・関心を深めることができ

るよう、関係機関の協力のもと、福祉施設への見学、地域福祉祭りをはじめとする、福

祉ボランティア*団体との交流や体験ボランティア活動ができるイベントや機会の拡充

に努めます。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

1-3-3 
クラブ・サークル活動等の支援 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 文化スポーツ課 長寿介護課 障害福祉課 

スポーツや文化・芸術を通じて地域で市民同士の交流が深まるよう、クラブ・サーク

ル活動について、情報提供など支援を推進します。また、障がい者や高齢者など、誰も

が気軽に活動に参加できるよう、活動の場となる公共施設の環境整備、主体となる団体

育成など多様な支援を実施します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-3-4 

地域による、子育て力の向上と子どもの 

安全確保 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 指導課 児童青少年課 防犯くらし交通課 福祉総務課  

子育てにかかる負担を軽減させるため、地域や関係機関との連携のもとに、地域ぐる

みで子育てを支援できる体制を整備します。また、交通事故や防犯など、子どもの安全

を地域で見守るとともに、地域住民と子どもが交流し、顔の見える関係を築ける機会を

拡充します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-3-5 
子育て交流の充実 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 こども家庭課 児童青少年課  

子ども関係の施設やイベント、講座など、あらゆる機会を通して保護者が相互に交流・

情報交換できる機会や憩いの場、情報の提供などを行います。また、公共施設など、地

域の身近な施設を利用した子育て交流の場づくり、地域子育て支援拠点（親子ふれあい

広場等）の充実を図るとともに、社協支部における子育てサロン活動を推進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-3-6 
放課後の青少年の居場所づくりの支援 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 児童青少年課 福祉総務課 

青少年が、放課後に地域の中で安心・安全に過ごせる場所を確保し、遊びや勉強、ス

ポーツ等の活動や自分たちの居場所づくりを行うことができるよう、福祉センターなど

の公共施設や身体を動かせる場を開放し、青少年の健全な育成を側面から支援します。
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１-４ 活動の担い⼿の育成・⽀援 
 

これまでも、市の働きかけ等により、ボランティア*活動やＮＰＯ*活動が活発化

し、町会・自治会同士の連携を含め、新たなコミュニティ形成を図る動きも出てき

ています。しかし、近年、市内ボランティア*団体では、メンバーの減少や高齢化、

新規加入者の不足などの課題があります。また、ボランティア*団体同士が有機的

に連携し合い、その活動の相乗効果を創出するまでには至っていない現状がありま

す。ボランティア*やＮＰＯ*活動は、社会貢献や、新たな社会的ニーズに応える活

動であり、運営費の不足等、様々な課題がありますが、これらの活動は地域福祉の

推進にとって不可欠な要素であり、その活動が活発化するよう支援していきます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-4-1 
コミュニティ協議会の設立支援 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 コミュニティ推進課 

住民同士が力を合わせ、自分の住む地域を住み良いまちにしていくことを目的として、

地区内の町会・自治会で連携して組織するコミュニティ協議会の立ち上げを支援します。

また、コミュニティ協議会の活動の範囲、幅がより広くなるよう、情報提供などの支援

を行います。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-4-2 
ＮＰＯ法人の設立支援 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 コミュニティ推進課 

確立された基盤を持つＮＰＯ*法人が増えることで、地域課題の解決につながります。

ＮＰＯ*法人設立のメリットや、設立に関する情報提供を行い、法人設立を支援し、法人

の増加を図ります。また、設立後も継続的に事業展開できるよう、運営能力の向上に向

けた支援を行います。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-4-3 

ボランティアコーディネーターの育成・ 

配置 

取組み

の対象 ― ○ ― 

担当 福祉総務課  

ボランティア*団体など、ボランティア*活動を行う場を求める人と、ボランティア*に

よる支援を必要としている方の間に立ち、双方の特性や要望を見極めて提供主体と受け

手を結びつけるといった、ボランティア*活動を総合的にコーディネートするボランティ

アコーディネーターの育成・配置を推進します。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

1-4-4 
プレーリーダーの育成支援 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 福祉総務課 児童青少年課  

子どもが自由に安心して遊ぶことができる環境をつくるため、遊びの見守りなどを行

う団体が活動しやすいよう、こどもの国などの公共施設の運営を行います。また、遊び

に対する理解促進、子どもの相談に応じることのできる人材を発掘し、プレーリーダー*

として活躍できるよう支援します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-4-5 

認知症について市民の知識・理解の向上と

認知症サポーターの育成 

取組み

の対象 ○ ― ○ 

担当 長寿介護課 

高齢化に伴う認知症高齢者の増加に対応するため、認知症に関する適切な知識・介護

方法や福祉サービスなどの情報提供・周知を行い、市民の認知症に対する理解の浸透を

図ります。また、引き続き、認知症サポーター*の育成を推進し、地域で認知症の高齢者

を見守ることのできる体制を構築します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-4-6 
食生活改善推進員会の活動支援 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 福祉保健センター 

料理教室や食育などの活動を通じて、市民の心身の健康づくりに貢献することができ

るよう、戸田市食生活改善推進員会*の活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*認知症サポーター：認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として、日常生活の中で

支援する人のこと。認知症サポーター養成講座受講などの条件がある。 

*戸田市食生活改善推進員会：食生活の研究、料理研修などの活動を通して、市民の健康増進に寄与することを

目的とする団体。（詳しくは「戸田市食生活改善推進員会」で検索。） 
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１-５ 福祉教育・学習の推進 
 

社会福祉の基礎となるのは、他人を思いやり、お互いを支え助け合おうとする気

持ちです。こうした気持ちが育まれ活かされるためには、子どものころから福祉へ

の関心を高め、ボランティア*体験等の学習を行うことが不可欠です。社会的弱者

に対する優しいまなざしを養い、また、地域住民として多様な生活課題に目を向け、

自発的、積極的に取り組むには、とりわけ子どものころからの意識づけが大事です。 

また、振り込め詐欺など犯罪に対して特に狙われやすい、高齢者・子どもに対し

て、犯罪から身を守る学習を推進し、また情報を提供することで、犯罪被害を防ぎ、

子どもを持つ親、高齢者などが安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。 
 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-5-1 
児童・生徒への福祉教育の推進 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 指導課  

子どもが、小さい頃から福祉への関心を高め、地域に愛着を持てるよう、学校におい

て、ボランティア*体験学習、総合的な学習の時間における福祉学習や地域住民・世代間

の交流機会の拡充など、福祉や地域コミュニティについて学習・体験する取組みを推進

します。 
 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-5-2 
子育てに関する学習機会の充実 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 生涯学習課 

子育て世代に福祉に関する学習の機会を提供するため、託児サービスのある講座等を

公民館などで引き続き実施します。また、家庭教育学級や親の学習等を充実させるとと

もに、講師を招いて子育て講演会などを実施します。 
 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-5-3 
高齢者に対する学習機会の充実 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 生涯学習課 

高齢者向け講座等を公民館などで引き続き実施します。認知症予防や介護予防など「健

康で長生き」をテーマに健康増進を図るとともに、振り込め詐欺、悪質商法、交通安全

など、高齢者を取り巻く社会的な問題を学び理解する機会を提供します。 
 

住民 社協 福祉事業者取組み 

1-5-4 
防犯パトロール・暴力団排除学習の推進 

取組み

の対象 ○ ― ― 

担当 防犯くらし交通課 

子どもを犯罪被害から守るため、防犯パトロールを促進します。また、暴力団による

犯罪被害を受けないよう、中学校において暴力団排除教育を推進します。 
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基本施策２ 福祉サービスの充実したまちづくり 
 

【目指すすがた】 

市福祉サービスの充実を図るとともに、サービスを上手に利用できる地域福祉の

啓発を目指します。 
 

【施策の展開】 

２-１ 市福祉サービスの充実 
 

これまで、本市は福祉サービスの充実に努めてきましたが、さらなる充実に取り

組みます。特に、障がい者の短期入所施設については、県南地域においても施設が

不足している状況にあります。この課題を速やかに解消していきます。 

また、既存サービスの充実を進めるため、外部の有識者からの評価についても今

まで以上に取り入れることが必要です。さらに、サービス提供者は市だけでなく、

民間事業者も重要なパートナーとなっています。福祉サービスをこれまで以上に充

実させるため、市と民間事業者の連携を強化し、市民ニーズに応じた福祉サービス

を提供できる体制づくりに取り組みます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-1-1 
健康福祉の杜障がい者（児）施設の整備 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 福祉総務課 障害福祉課 

障がい者（児）が地域で安心して生活できるよう、在宅支援施策の強化を図るため、

「健康福祉の杜」内に新たに短期入所機能を備えた障がい者（児）施設を整備します。

また、障がい者向けサービスの拡充を図るだけでなく、隣接する特別養護老人ホーム、

福祉保健センターと合わせて、「健康福祉の杜」があらゆる市民の健康・福祉増進の拠点

になるよう整備・運営します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-1-2 
社会福祉法人の運営支援 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 長寿介護課 障害福祉課 こども家庭課 保育幼稚園課 児童青少年課 福祉総務課 

社会福祉法人の定款認可等の権限が、平成 25 年度から、県から市に移譲されることに

伴い、市内社会福祉法人の運営を支援するため、適切な指導監督を行います。また、厳

しい財政事情のもと、引き続き社会福祉法人に対する助成を継続するため、補助対象事

業の見直し等を行い、必要な事業に必要な助成を行うよう努めます。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

2-1-3 
福祉サービス事業所の育成 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 長寿介護課 障害福祉課 

質の高いサービスを提供する福祉サービス事業者を育成する観点から、事業者同士の

連携・交流の機会を設けるとともに、制度や研修などの情報提供、相談対応を行います。

また、福祉・コミュニティビジネス*の立ち上げを考えている個人・団体に対して、起

業に向けた情報提供や相談などの支援を行います。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-1-4 
市と福祉事業者の連携強化 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 福祉総務課 長寿介護課 障害福祉課 

市民のニーズに合った福祉サービスを提供することができるよう、市と福祉事業者の

連携を強化し、市民からの要望などについて情報交換や相談を行い、提供する福祉サー

ビスの改善に向けた検討などを行う機会の拡充に努めます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-1-5 

福祉サービス利用者からの苦情対応の 

充実 

取組み

の対象 ― ― ○ 

担当 福祉総務課 長寿介護課 障害福祉課 

福祉サービス利用者から市に寄せられた意見や苦情について、速やかに事業者に伝え

るとともに、市が事業者と連携し改善を図っていきます。また、施設において苦情対応

のための第三者機関の設置を引き続き推進し、サービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*コミュニティビジネス：地域の中にある課題をビジネスの手法を取り入れることにより解決し、また、活動を

通じて得た利益を地域に還元する事業の総称。 
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２-２ 福祉・保健の連携強化 
 

少子高齢化が急速に進む中で、母子や高齢者の福祉保健事業など地域住民に身近

なサービスを円滑に提供する必要が生じています。これらに対応するため福祉と保

健の垣根を越えた総合的、一体的なサービスの提供を図ることを目的に、平成 23

年に福祉保健センターを設置しました。地域住民の生活に密着した福祉保健サービ

スの提供体制の基盤づくりは進められてきましたが、今後は住民ニーズに的確に対

応するため、さらに質の高い福祉・保健関係者の養成と連携が求められており、両

者の連携を強化していきます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-2-1 

市役所・福祉保健センターにおける窓口 

相談等の連携 

取組み

の対象 ― ― ― 

担当 福祉総務課 生活支援課 長寿介護課 障害福祉課 福祉保健センター こども家庭課 

支援が必要な市民に対して、適切なサービスが効率よく提供できるよう、福祉部門と

保健部門が連絡をとり、協議しながら対応します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-2-2 
地域包括ケアシステムの構築 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 長寿介護課 福祉保健センター 福祉総務課 障害福祉課 介護老人保健施設 

高齢者や障がい者が地域で安心した生活を送り続けられるよう、保健・福祉・医療な

どのサービスを包括的・継続的に提供できる体制を構築します。ボランティア*団体など

福祉の活動を行う団体との連携を強化し、地域全体で高齢者や障がい者を見守るセーフ

ティネットの構築に取り組みます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-2-3 
自殺対策の推進 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 
福祉部 市民生活部 こども青少年部 市民医療センター 消防署 環境経済部 

教育委員会事務局 

自殺の防止に関する情報の普及啓発に努め、市民が自分や周囲の人の自殺のリスクに

気づいて、各種相談や医療機関への受診ができるよう支援します。 

また、自殺対策に関係する機関や団体とも連携し、必要な情報を共有し、対応の充実

を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-2-4 
福祉と保健の施策推進のための連携 

取組み

の対象 ― ― ― 

担当 福祉部 こども青少年部 

福祉分野の施策策定等において、福祉と保健の連携が十分反映されるよう、庁内委員

会等において、委員の選定を考慮します。 
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２-３ 情報提供の充実 
 

市民アンケートによると、福祉サービスの情報を「十分入手できている」と答え

た割合は、約 10％にとどまっています。「十分ではない」が約 61％、「ほとんど入

手できていない」が約 24％で、より多くの情報提供が求められています。 

これまでも、市の広報やホームページ、各部署が発行するパンフレット等必要な

情報が得られるよう啓発に努めてきたところですが、必要な時に必要な情報が得ら

れるよう、きめ細かな情報提供ができる仕組みづくりが必要です。 

情報の入手先では「市役所の窓口や広報紙から」と答えた割合が約半数で、広報

が主な情報源となっていると考えられることから、従来の情報提供の方法を充実さ

せるとともに、新たな媒体の活用を工夫していきます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-3-1 
福祉サービスの情報提供の充実 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 長寿介護課 障害福祉課 こども家庭課 福祉総務課  

市民が自らの判断で必要とする福祉サービスを選択できるよう、児童福祉、障がい者

福祉、高齢者福祉や地域福祉全般のサービス内容や利用手続などの情報を積極的に発信

します。また、サービスを必要とする人に的確に情報が行き届くよう、体制を整備し、

提供の方法を工夫していきます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-3-2 
情報提供のバリアフリー化の推進 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 長寿介護課 障害福祉課 こども家庭課 福祉総務課 政策秘書室  

高齢や障がいを理由として情報入手に格差が生じることがないよう、ユニバーサルデ

ザイン*の考え方に配慮した広報に努めます。また、パソコンを利用しない人に対しては、

郵送等による冊子の送付の検討や、携帯電話の利用の促進を図り、一人ひとりの状態に

合った情報提供ができるよう努めます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-3-3 
リアルタイム福祉広報の制作 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

スピード感が求められる時代において、必要な情報をすぐに発信できるよう、ホーム

ページにおいて福祉に関する情報を提供する、いわばリアルタイム福祉広報といえるよ

うなページ作りを進め、スピード感のある情報提供を行います。 
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２-４ 相談体制の充実 
 

福祉サービスを適切に提供するには、市民が困りごと・悩みごとが生じたときに

スムーズに相談窓口に行くことができ、専門の職員等が丁寧かつ的確に相談に応ず

ることが大事です。少子高齢社会の到来や深刻な経済不況等により生活不安やスト

レスが増大し、要支援者の相談内容も複雑多岐にわたっています。そのため職員等

の専門性の向上が不可欠であり、組織的なケアマネジメント*、ソーシャルワーク*

体制の確立が求められています。要支援者が必要なサービスを受けることができる

よう相談支援体制を整備します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-4-1 
相談窓口の周知と体制の拡充 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 福祉部 こども青少年部  

困りごと・悩みごとなどが生じたときにスムーズに相談窓口に足を運べるよう、市内

の各種相談窓口の情報提供を推進します。また、それぞれの相談窓口でより適切な相談

対応ができるよう、研修への参加促進や相談窓口間の連携を強化するなど、市内相談窓

口機関のネットワーク強化を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-4-2 
総合的な相談窓口の整備 

取組み

の対象 ― ○ ○ 

担当 福祉部 こども青少年部  

相談窓口に専門職を配置し、個々の職員の専門性を高め、また、複合したケースにつ

いては他課と連携して対応できる体制づくりを進めることにより、初めに相談した窓口

で、利用者がより満足のいく対応を得られるようにしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ケアマネジメント：保健・医療・福祉のサービスを総合的・効率的に提供し、最大限活用できるよう、調整す

ること。 

*ソーシャルワーク：どのような支援が必要かを判断し、福祉サービスなどの利用につなげる専門的な社会福祉

活動。 
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２-５ ユニバーサルデザインの整備促進 
 

地域福祉を推進していくためには、特定の人々を対象としたバリアフリー*の考

え方だけでなく、すべての人を対象としたユニバーサルデザイン*の考え方が重要

です。誰もが意欲、能力等に応じて活動するためには、施設等における様々な「障

壁」を取り除くこと、また、新規の施設では「障壁」のない設計が必要です。施設、

サービス、情報提供等のユニバーサルデザイン*化を目指した環境整備を進めます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-5-1 
建築物等のバリアフリー化の推進 

取組み

の対象 ― ― ― 

担当 都市計画課 

高齢者や障がい者をはじめとして、誰もが利用や移動をしやすい環境を実現するため、

公共施設のバリアフリー*化を推進するとともに、都市マスタープランに基づくユニバー

サルデザイン*に配慮したまちづくりを推進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-5-2 
移動環境の向上 

取組み

の対象 ― ― ― 

担当 道路課 防犯くらし交通課 

公共施設を誰もが利用することができるよう、toco バスの充実を図り、市民の生活の

足の拡充を図ります。また、歩行空間においても安全に移動することができるよう、基

準に沿った歩道等のバリアフリー*化を推進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-5-3 
バリアフリーマップの整備 

取組み

の対象 ― ― ― 

担当 福祉総務課 

市内公共施設等のバリアフリー*情報を広く市民に知らせるため、バリアフリーマップ

の整備を進めます。特に、障がい者や高齢者、乳幼児を連れている方などが安心してま

ちに外出し、行動範囲を拡大できるよう情報の充実を図ります。 

また、運用に当たっては、バリアフリー*情報の収集や最新情報の更新など、情報管理

について運用基準を策定します。 

 

 



 

 

54

２-６ 市⺠参加型サービスの充実⽀援 
 

介護保険などの公的サービスの対象とならない人の困りごとや介護保険の適用

とならない「ちょっとした手伝い」などのニーズは、今後ますます増加すると考え

られます。誰もが地域で安心して自立した生活を送ることができるよう、地域住民

が参加する、民間団体、市などの協働による地域支えあいの仕組みづくりが必要で

あり、これらサービスの充実・支援に努めます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-6-1 
市民参加型福祉サービスの拡充 

取組み

の対象 ○ ― ○ 

担当 長寿介護課 こども家庭課 福祉総務課 

仕事を退職した団塊の世代や子育てを終えた母親など、一人でも多くの市民が、持て

る能力を生かし、福祉サービスの提供の担い手として活躍することができるよう、シル

バー人材センターやファミリー・サポート・センター*など、多様な市民参加型の福祉サ

ービスの基盤整備を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-6-2 
地域通貨の普及 

取組み

の対象 ○ ― ○ 

担当 コミュニティ推進課 

地域通貨（戸田オール）については「人と人とを結び付け、新たなコミュニティづく

りや市民活動を楽しく活発にする道具」として、平成 15 年から運用を開始しています。

使用済みインクカートリッジを市内の協力店で交換できるようにするなど、地域を巻き

込んだ取組みを進めていますが、今後もさらなる全市的な普及に向けて支援します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

2-6-3 
コミュニティビジネスの支援 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 福祉総務課 コミュニティ推進課 

「やさしいまちづくり応援助成金」を交付することにより、コミュニティビジネス*を支

援し、市民参加型サービスの育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
～まちのえき「かめや」～（戸田市本町） 

居場所のない人たちのために、みんなが自由にくつろげ

る空間を目指して「まちのえき かめや」が活動していま

す。民間のテナントを借りて運営しており「地域で生きる」

「バリアフリー」「手をつなごう」を目標にしています。コ

ミュニティビジネスの先進事例として注目されます。 

実 践 ！ 戸田市の地域福祉 
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基本施策３ 社会福祉協議会との連携 
 

【目指すすがた】 

社会福祉協議会と連携し、地域福祉の推進を目指します。 
 

【施策の展開】 

３-１ 社協⽀部活動の促進 
 

戸田市社会福祉協議会（社協）では、新地域福祉活動計画において町会・自治会

ごとに設置された支部への支援を積極的に進めてきました。その成果として、平成

18 年度から始まった支部活動活性化事業は、当初 15 支部でしたが、平成 23 年度

には 45 支部にまで拡大し、ほとんどの支部で何らかの活動がなされるまでに至っ

ています。参加者からも、具体的な効果があったとの意見が寄せられており、今後、

最も充実させていくべき事業です。市では、社協の取組みを支援し、支部活動の充

実を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-1-1 
参加者拡大に向けた支援 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

社協支部は本市地域福祉推進の核であり、より多くの参加者を得るためには住民のニ

ーズに応じて活動内容の幅や質の向上が求められます。そのため、社協支部の魅力を高

め、より多くの住民が参加したいと思える組織となるよう、活動メニューの充実に向け

た支援を行います。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-1-2 
情報提供・相談支援による活動支援 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

社協支部が地域の状況に応じたきめ細やかな活動を展開し、活発化するよう、市内の

優良活動事例や他自治体の事例など、活動の参考となる情報の提供や研修会の実施を推

進します。また、社協との連携により市民が気軽に相談できる体制の整備に努めます。
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住民 社協 福祉事業者取組み 

3-1-3 
支部間の連携促進 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

支部活動は、支部ごとに得意分野があることから、得意分野を持つ支部からアドバイ

ザー的人材の派遣を受けることで、これから取組みを進める支部のメニューが増えるこ

とが期待できます。そのため、社協支部間の連携・交流の機会を拡充する社協の取組み

を支援します。 

 
 
３-２ 市⺠活動⽀援（ボランティア・ＮＰＯ等⽀援） 
 

高齢者のみの世帯の増加をはじめ、地域で支援が必要と思われる人の割合が増加

しています。今後も増え続ける要支援者に対応するため、民生委員だけに頼らず、

より身近な地域で助け合える共助の取組みとして、ボランティア*団体や市民活動

団体の活性化を図る、社協の取組みを支援します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-1 

ボランティアコーディネーター・ボラン 

ティアアドバイザーの育成支援 

取組み

の対象 ― ○ ― 

担当 福祉総務課  

ボランティア*活動や地域福祉活動を促進するため、ボランティアセンター、ボランテ

ィア・市民活動支援センターなどで活動の調整を行うボランティアコーディネーター、

ボランティアアドバイザー*を育成し、センターへの配置を支援します。 

また、相互の連携を強化し、限りあるマンパワーの有効活用を図るとともに、ボラン

ティア*を依頼する側にも配慮します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-2 

ボランティア講座やボランティア体験 

機会の充実 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

ひとりでも多くの市民が福祉やボランティア*に関心を持ち、実際に活動に参加するこ

とができるよう、関係機関やボランティア*団体と連携し、ボランティア講座やボランテ

ィア*の体験機会の拡充を図ります。また、既存のボランティア*が受け手に配慮できる

よう、気づきを促す講座を実施します。 
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住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-3 
ボランティア団体の育成・活動支援 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

地域で同じ課題を抱えている市民の仲間づくりを支援するとともに、関心を持ってい

る市民のボランティア*活動の支援など、多様なボランティア*団体の育成を推進します。

また、ボランティア*活動の持続的な運営を支援するため、活動の場の提供、相談や情

報提供の拡充を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-4 

ボランティア団体と地域福祉関係団体の 

交流促進 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

ボランティア*団体の活動の場や幅を広げるため、また、社協支部などの地域活動団体

の活動メニューの拡充などのため、ボランティア*団体と地域福祉関係団体が交流する機

会を拡充し、相互の活動の活発化を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-5 

「やさしいまちづくり応援助成金」の活用

促進 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

公募・公開プレゼンテーション方式による「やさしいまちづくり応援助成金」の周知

を推進し、多くの市民の参加・活用を促進するとともに、モデルとなるボランティア*

活動を支援し、他のボランティア*団体や社協支部活動への波及を図ります。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-6 
ボランティア・市民活動情報の提供強化 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課 コミュニティ推進課 

ボランティア*・市民活動に関心のある人が容易に活動情報を入手することができるよ

う、ボランティア・市民活動支援センター（TOMATO）のホームページ、ボランティアセ

ンター情報誌「I have a dream」などの内容の充実を図ります。また、既存の媒体の充

実に留まらず、情報の入手先（設置場所）、新たな媒体、提供の仕方の工夫に取り組みま

す。 

 



 

 

58

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-7 

ボランティア・市民活動支援センター、ボ

ランティアセンターの強化と相互連携推進

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 福祉総務課 コミュニティ推進課 

ボランティア・市民活動支援センターとボランティアセンターの連携を促進し、趣味

やスポーツなどのクラブ・サークル活動と地域福祉活動や福祉団体・福祉施設・事業所

のボランティア*活動などとの連携強化を図ります。 

また、ボランティアデータベースを作成し、団体間の交流や人材の紹介など効果的に

調整できる体制を整備します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-2-8 

ボランティア支援機能を地区に発信する

取組み 

取組み

の対象 ― ○ ― 

担当 福祉総務課 コミュニティ推進課 

ボランティア*を支援するボランティア・市民活動支援センターと社会福祉協議会ボラ

ンティアセンターが市民により身近な存在として浸透し、ボランティア*活動活性化の機

運が高まるよう、両センターの支援機能を市内の各地区へ拡大していく方法を検討しま

す。 

 

 

３-３ 災害時に適切な対応ができる基盤の整備 
 

平成 23 年７月から８月にかけ、社協では災害ボランティアバスを陸前高田市に

派遣し、市職員とともに被災地の支援を行いました。陸前高田市災害ボランティア

センター*では、現地の社会福祉協議会が、全国社会福祉協議会等の支援を受けて

運営に当たっていました。このときの経験から、戸田市においても、社協が市と共

に災害ボランティアセンター*の設置運営を進められるよう、地域防災計画の改定

を行いました。今後は、より具体的に社協を支援し、災害時への備えを充実させま

す。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-3-1 

災害ボランティアセンター設置に係る 

環境整備 

取組み

の対象 ― ○ ― 

担当 福祉総務課 危機管理防災課 コミュニティ推進課 

災害時に駆けつけたボランティア*のマンパワーを効率的・効果的に生かすため、その

人材のコーディネートやニーズの把握等を行う災害ボランティアセンター*について、市

とともに同センターの具体的な準備・設置・運営を進める社会福祉協議会を支援し、災

害への備えを進めます。 
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３-４ 権利擁護の推進 
 

社協では、日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと）の実施を通して、

要支援者の権利擁護に貢献してきました。高齢化の進展などに伴い、権利擁護を必

要とする市民の増加が予測されることから、現在弁護士、司法書士、社会福祉士な

どが担っている成年後見人について、社協でも取組みが求められます。市では、権

利擁護に関する社協の取組みを支援し、高齢化社会への対応を図り、障がい者の権

利擁護を進めます。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-4-1 

「あんしんサポートねっと」・権利擁護 

制度の周知と利用促進 

取組み

の対象 ○ ○ ○ 

担当 福祉総務課  

認知症や知的障がい者など、本人の判断能力が十分でないなどの理由により、金銭管

理や福祉サービスの利用に支障をきたす市民に対して、「あんしんサポートねっと」や権

利擁護事業の利用を促進するとともに、事業の担い手との調整を図ります。 

また、要介護認定者や障がい者を持つ家族をはじめ、広く市民に対して制度の普及・

啓発を推進します。 

 

住民 社協 福祉事業者取組み 

3-4-2 

社協による成年後見制度充実に向けた 

取組みへの支援 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 長寿介護課 障害福祉課 福祉総務課  

法人後見の検討や、市民後見人の育成など、成年後見制度に関する社協の取組みを支

援します。 
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第５章 第３期地域福祉計画における重点プロジェクト 
 

課題の抽出を行う中で、特に市民会議で提案されたものを中心として、今後５年間

に重点的に実施するプロジェクトを次のとおり定めます。各事業の責務は市が担い、

具体的な実施に当たっては、社会福祉協議会や関係機関・組織と十分な連携を図りな

がら進めます。 

 

■４つの重点プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これから活動に取り組む市民

活動に取り組む市民 

“ホッとする戸田
ま ち

”へ 

プロジェクト１ 

地域防災支援 
プロジェクト 

災害時に機能する地域へ 

プロジェクト２ 

地域支えあい 
プロジェクト 

日頃からの見守り・交流の浸透

プロジェクト３ 

市民参加による 
福祉のまちづくり 
プロジェクト 

市民活動の活性化 

プロジェクト４ 

公共施設の活用 
プロジェクト 

市民活動の側面的支援 
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プロジェクト１ 地域防災⽀援プロジェクト 
 

防災については、市民の生命の安全に直結することからも、アンケートや市民会

議において、その関心は高くなっています。市では、コミュニティの希薄化により

災害時における被害者を増やすことがないよう、避難時に援護を必要とする市民の

把握を徹底するとともに、地域の防災力の向上に向けた取組みを進めます。 

 

住民 社協 福祉事業者① 災害時要援護者の対策強化事業 
取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 
危機管理防災課 福祉総務課 長寿介護課 障害福祉課 こども家庭課  

コミュニティ推進課  

高齢者や障がい者など災害時に支援を必要とする人が、いざ災害が起きたときに隣近

所など地域の住民で安否確認や避難支援をすることができるよう、地域と連携し、平時

より災害時要援護者*の情報把握に努めるとともに、災害時要援護者*を対象に、避難支

援者（避難支援を手伝ってくれる近隣住民）、避難経路など、避難時に必要な情報をまと

めた個別計画の策定を検討します。 

さらに、災害時要援護者*は高齢者や障がい者、乳幼児のいる世帯など、福祉に関わり

のある人が多いのが現状です。そのため、庁内においては福祉分野と防災分野の連携を

強化することにより、的確な災害時要援護者*の把握と、その情報の共有体制を確立しま

す。また、庁内で共有する災害時要援護者*の情報について、自主防災会にも情報提供で

きるよう検討を進めます。 

 

住民 社協 福祉事業者
② 

災害ボランティアセンター設置に係る 
環境整備（再掲） 

取組み

の対象 ― ○ ― 

担当 福祉総務課 危機管理防災課 コミュニティ推進課  

災害時に駆けつけたボランティア*のマンパワーを効率的・効果的に生かすため、その

人材のコーディネートやニーズの把握等を行う災害ボランティアセンター*について、市

とともに同センターの具体的な準備・設置・運営を進める社会福祉協議会を支援し、災

害への備えを進めます。 

 

住民 社協 福祉事業者
③ 地域で⽀える体制づくり 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 危機管理防災課 福祉総務課  

災害時に最も身近にいて頼りになる人は隣近所の住民であり、そのため、地域での災

害対応力を高めることが防災を強化するにあたって重要となります。このことから、啓

発活動を通じて地域の防災意識の向上を図るとともに、自主防災会を中心とした地域防

災体制の整備を図ります。 
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プロジェクト２ 地域⽀えあいプロジェクト 
 

災害時に地域コミュニティが力を発揮するには、日頃からの交流や顔のみえる関

係をつくり上げていくことが大切です。また、近年においては、災害時のみならず

孤立死防止や虐待の早期発見を実現するためにも、顔のみえる地域を構築すること

が、市民の安心につながります。そのため、地域の住民や関係機関との連携による

見守りネットワークや交流する場を創出し、支えあいのある地域づくりを推進しま

す。 

 

住民 社協 福祉事業者

① ⾒守りネットワーク事業 
取組み

の対象 ○ ○ 
○ 

（福祉限らず）

担当 福祉総務課 長寿介護課 障害福祉課 こども家庭課 水道業務課  

高齢者世帯や障がいのある人がいる世帯など、見守りを必要とする世帯を対象に、民

生委員を中心とした、地域住民による見守り事業を実施します。また、いくつかの見守

りのネットワークの仕組みを整理し、マンパワーを効率的に活用することで、見守り活

動の継続性の確保を図ります。さらに、仕事上、毎日のように、または定期的に各戸を

回る宅配業者、ライフライン関連の事業者等民間事業者及び地域で活動するボランティ

ア*のマンパワーを有効に活用し、さらなる地域の見守り活動の促進・支援を図ります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田市の見守りネットワークイメージ図 

支援が必要な方々 

子育て世帯 要介護高齢者

障がい者 

地域 

家族 

近隣住民 

友人 

見守りネットワーク 

地域包括支援センター 

戸田市 

運営支援 

民生委員 

民間事業者 

地域ボランティア 

活動の調整・
支援 

ネットワーク
の構築 

社会福祉協議会 

そのほか地域社会資源 

連携

独居高齢者 

町会・自治会 
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住民 社協 福祉事業者
② 

地域での⾒守りを通した⼦育てしやすい 
環境をつくる取組み 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課 こども家庭課 児童青少年課  

子育て中の親同士が地域の中で集まり、交流や悩みを話せる、また相談しあう（でき

る）場を持とうとする取組みを支援し、若い世代が地域の福祉に参加できる仕組みを構

築します。また、青少年の健全育成を地域で見守ることができるよう、学校及び生徒保

護者や地域住民のネットワークによる取組みを推進します。 

 
住民 社協 福祉事業者

③ 地域の⽀えあいの仕組みづくり 取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課 長寿介護課 障害福祉課  

買い物、庭先の清掃やごみ出しなどの身の回りのちょっとしたことであれば、隣近所

の住民やボランティア*が気軽に引き受けられる仕組みづくりを検討し、高齢者のみの世

帯や障がい者のみ世帯の方でも安心して日常生活を送ることができる地域の支えあいシ

ステムを構築します。 
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プロジェクト３ 市⺠参加による福祉のまちづくりプロジェクト 
 

地域福祉の推進は、ボランティア*の力なくしては成り立ちません。しかし、市の

実情では、高齢化や担い手不足などの課題があり、人材を集め、育成していくこと

が求められています。そのため、市民が興味のある活動に取り組めるよう、ボラン

ティア*・市民活動の情報発信や参加機会を強化・拡充します。 

 
住民 社協 福祉事業者

① ボランティア参加促進事業 取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

いつでも、誰でもボランティア*に参加することができるよう、ボランティア・市民活

動支援センター（TOMATO）と社会福祉協議会ボランティアセンターを中心に、気軽にボ

ランティア*体験ができる楽しい企画立案やボランティア*団体の活動内容のＰＲ強化な

ど、参加機会の拡大と情報提供の充実を図ります。 

 
住民 社協 福祉事業者

② 
ボランティアコーディネーター・ボランテ
ィアアドバイザーの育成⽀援（再掲） 

取組み

の対象 ― ○ ― 

担当 福祉総務課  

ボランティア*活動や地域福祉活動を促進するため、ボランティアセンター、ボランテ

ィア・市民活動支援センターなどで活動の調整を行うボランティアコーディネーター、

ボランティアアドバイザー*を育成し、センターへの配置を支援します。 

また、相互の連携を強化し、限りあるマンパワーの有効活用を図るとともに、ボラン

ティア*を依頼する側にも配慮します。 

 

住民 社協 福祉事業者
③ 

ボランティア講座やボランティア体験 
機会の充実（再掲） 

取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課  

ひとりでも多くの市民が福祉やボランティア*に関心を持ち、実際に活動に参加するこ

とができるよう、関係機関やボランティア*団体と連携し、ボランティア講座やボランテ

ィア*の体験機会の拡充を図ります。また、既存のボランティア*が受け手に配慮できる

よう、気づきを促す講座を実施します。 
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プロジェクト４ 公共施設の活⽤プロジェクト 
 

市民の間に芽生えた活動の意欲を尊重し、既に活動している市民・団体の持続性

を確保するためには、安定的に活動を行える場を提供することが大切です。そのた

め、既存の公共施設やこれから整備する公共施設について、市民の交流拠点となる

よう利用を推進し、積極的に利用される公共施設を目指します。 

また、時代の推移とともに公共施設が担う役割も多くなり、かつ、多様化してい

ます。市の財政事情がこれまでのような投資を許さない今日において、民間活力を

最大限に導入しながら、効率的でより良いサービスの提供に努めていきます。 

 

住民 社協 福祉事業者
① 市⺠交流促進事業 取組み

の対象 ○ ○ ― 

担当 福祉総務課 

本市では、市や外郭団体が運営する施設が多いこと、また、町会・自治会館が充実し

ているといった利点があることから、これらの公共施設が市民の地域交流拠点として大

いに活用されるよう、開放して利用を促進するとともに、関係機関・団体と連携し、よ

り多くの施設が、地域コミュニティの形成に寄与し有効的に利用されるよう、研究を進

めます。 

 

住民 社協 福祉事業者
② 上⼾⽥福祉センター再整備事業（再掲） 取組み

の対象 ― ― ― 

担当 福祉総務課 

「子どもから高齢者まで誰もが気軽に利用しやすい施設」をコンセプトに、この施設

が地域のコミュニティ拠点・シンボルとして親しまれるよう、地域住民、利用者の意見

を取り込みながら整備を進め、平成 27 年度の施設開設を目指します。 

また、地域福祉の拠点として、福祉センター、図書館分館、生涯学習、男女共同参画

などの機能で構成される複合施設として、各機能を十分に発揮させるとともに、それぞ

れの機能が一体となり、密接に連携することによって、複合施設としての効果を最大限

に生かし、多様な市民ニーズに対応できるように運営します。 
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住民 社協 福祉事業者

③ こどもの国再整備事業 取組み

の対象 ― ― ― 

担当 児童青少年課 

子どもや青少年を主な対象として、遊びや各種の活動を通して健やかな成長を育むこ

とを目指すとともに、子どもを中心に地域住民の誰もが足を運び、活動に参加できる場

づくりを推進するため、こどもの国再整備事業を実施します。 

具体的な施設づくりについては、都市化の進む環境の中で、貴重な緑や自然環境を生

かし、子どもたちの豊かな遊び場や居場所、市民の憩いや潤いの場を提供することを念

頭に、子どもたち、また子どもを取り巻く保護者層をはじめ、様々な人々が集える場所

づくりを通して、地域に愛され、地域に貢献する、まちのオアシスとなる場の創出を目

指します。 
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第６章 地域福祉推進体制の整備 
 

地域福祉の推進に向けて、推進体制の整備を図り、市民、市、社協、民生委員・

児童委員、市民活動団体などの役割分担を明確にしながら、パートナーシップによ

る地域福祉の推進を図ります。 

 

６-１ 計画の進捗管理・評価体制と実⾏性の確保 
 

地域福祉の推進に向けて「戸田市福祉施策審議会」により計画の進捗状況を毎

年チェックし、成果を評価しながら計画の推進を図ります。 

 

６-２ （仮称）「福祉まちづくり市⺠会議」の設置 
 

今回の策定過程で行った市民会議では、40 人余りの市民の協力を得て、災害時

要援護者*対策、ボランティア*の活性化、子育て支援など、多くの提言がなされ

ました。そのパワーを、これからの計画の実行に生かす仕組みが必要です。その

ため、市民側の取組みの実行に向け（仮称）「福祉まちづくり市民会議」を設置し、

実行性のある計画にしていきます。 

 

■計画の進捗管理・評価、実行性確保のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 戸田市 

戸田市福祉施策審議会 

（仮称）「福祉まちづくり市民会議」

参加 計画の進捗報告

計画の進捗確認・評価 

取組みの企画提案など 



 

 

68

 

６-３ 「つながり」のある⼾⽥市に向けて 
 

市は、地域福祉推進の中心となる社協、町会・自治会、民生委員・児童委員と

の連携を進め、それぞれの把握する情報を効果的に活用し、今後一層必要とされ

る地域への見守り事業に生かす取組みを進めます。 

また、市民活動、ボランティア*活動団体は、これまでもその専門性を生かし、

社協支部活動の指導など、地域コミュニティと連携していることから、様々なノ

ウハウを持つ専門家として、より多くの地域で支部活動の活性化を図れるよう、

市民活動団体と社協支部の連携を進めます。 

さらに、近年では公園づくりのワークショップ、水害等に備えた自主防災会の

取組みなど、まちづくりに市民が企画から直接関わる事例が増えてきています。

こうした活動は、地域での見守りや災害時要援護者*対策などと密接に関わること

から、まちづくりに地域福祉活動を取り入れることで連携を図り、市民との協働

による、「つながり」のあるまちづくりを進めます。 

 

■「つながり」のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つながりのネットワーク 

社協 

町会・自治会 

民生委員・児童委員 市民活動・NPO 

ボランティア活動

参加・協力

不安を抱えた人などへの支援 

市 民

地域福祉のまちづくりの発信

戸田市 

関係各課・部署

福祉総務課 

地域福祉の視点を 
取り入れる 
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資料１ 計画の策定経過 
 

項目 年月日 内容 

第１回戸田市 

福祉施策審議会 

平成 24 年 

５月 31 日 

○第３期戸田市地域福祉計画の策定について 

○今後の会議開催予定 

市民アンケートの

実施 

７月 20 日～ 

８月６日 

対象：市内在住の満 20 歳以上市民 2,000 名 

方法：郵送配布・郵送回収 

第１回市民会議 ７月 28 日 

第２回市民会議 ８月 11 日 

第３回市民会議 ８月 25 日 

第４回市民会議 ９月 15 日 

※詳細は「資料５」参照 

第２回戸田市 

福祉施策審議会 
９月 18 日 

○第３期戸田市地域福祉計画市民会議について（報告） 

○市民アンケートの中間報告について（報告） 

第５回市民会議 10 月 13 日 ※詳細は「資料５」参照 

第３回戸田市 

福祉施策審議会 

平成 24 年 

11 月 15 日 

○計画策定にあたって～課題の把握～ 

○第３期戸田市地域福祉計画の構成（骨子）について 

第４回戸田市 

福祉施策審議会 

平成 25 年 

１月 11 日 
○第３期戸田市地域福祉計画の素案について 

パブリック・コメン

トの実施 

２月１日～ 

２月 28 日 
○第３期戸田市地域福祉計画（案）について 

第３期戸田市地域

福祉計画にかかる

説明会 

平成 25 年 

２月９日 

対象：市民会議参加者 

内容：計画素案について意見を募る 

第５回戸田市 

福祉施策審議会 

平成 25 年 

２月 20 日 

○戸田市社会福祉協議会運営強化計画について 

○第３期戸田市地域福祉計画にかかる説明会及び計画（案）

との変更点について（報告） 

○計画の進行管理について 

第６回戸田市 

福祉施策審議会 

平成 25 年 

３月 14 日 

○パブリック・コメントの結果について 

○第３期戸田市地域福祉計画最終案について 

○第３期戸田市地域福祉計画（案）答申について 
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資料２ ⼾⽥市福祉施策審議会条例 
 

平成 15 年 3 月 31 日 

条例第６号 

(設置) 

第１条 市の社会福祉に関する事項を審議するため、戸田市福祉施策審議会(以下「審議会」とい

う。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、福祉施策に関する事項を調査審議し、答申する。 

(資料提出の要求等) 

第３条 審議会は、前条の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対して、

資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。 

(組織) 

第４条 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 公募による市民 

(2) 社会福祉について識見を有する者 

(3) 社会福祉事業に従事する者 

(4) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。ただし、第２項第１号に掲げる者は、連続して２期を超

えてはならない。 

５ 審議会に、特別の事項を扱うため必要があるときは、部会を置くことができる。 

(会長及び副会長) 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

(守秘義務) 

第７条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 
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(会議公開の原則) 

第８条 審議会の会議は、公開するものとする。 

２ 個人情報に関する配慮その他会議を公開しないことにつき合理的理由があるとき、又は審議

会において特に公開しない旨の議決をしたときは、前項の規定にかかわらず、その会議を公開

しないことができる。 

(庶務) 

第９条 審議会の庶務は、福祉部福祉総務課において処理する。 

(委任) 

第 10 条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 15 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年条例第 5号) 

この条例は、平成 17 年 4 月 1日から施行する。 
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資料３ ⼾⽥市福祉施策審議会委員名簿 
 

 氏名 選任区分 備考 

１ 駒 﨑 元 庸 １号委員 公募による市民  

２ 山 崎 雅 子 １号委員 公募による市民  

３ 久木田 孝 幸 １号委員 公募による市民  

４ 木 下  聖〃 ２号委員 社会福祉に識見を有する者
埼玉県立大学保健福祉学部 

社会福祉学科准教授 

５ 八 木 直 人 ２号委員 社会福祉に識見を有する者 蕨戸田市医師会理事 

６ 金 子 直 司 ２号委員 社会福祉に識見を有する者 蕨戸田歯科医師会副会長 

７ 亀 井 雄 幸 ２号委員 社会福祉に識見を有する者 戸田市薬剤師会会長 

８ 中 村 信 成 ２号委員 社会福祉に識見を有する者 主任児童委員 

９ 熊 木 保 衛 ３号委員 社会福祉事業に従事する者
戸田市社会福祉協議会 

常務理事兼事務局長 

10 小 宮 利 之 ３号委員 社会福祉事業に従事する者
戸田市社会福祉事業団 

総務課長 

11 田 中 庸 介 ４号委員 市長が必要と認める者 戸田市福祉部長 

任期：平成 24 年４月１日～平成 26 年３月 31 日、敬称略 
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資料４ 市⺠アンケート調査票と集計結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼾⽥市地域福祉計画（第３期）策定のための 

ア ン ケ ー ト 調 査 ご 協 カ の お 願 い 
 

 

市民の皆様には日ごろから福祉行政にご協力いただき、ありがとうございます。 

戸田市では、誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちづくりのため、市民、

関係機関・団体、行政が連携し、地域住民がお互いに助け合い、支え合うことのでき

る仕組みづくりをめざして「第３期戸田市地域福祉計画」を策定します。 

このアンケート調査は、20歳以上の市民2,000人を対象に実施し、皆様の福祉観、地

域活動への参加状況などの実態を把握するとともに、ご意見、ご提言を広くお聞きし、

計画策定に反映していきたいと考えております。 

また、このアンケート調査に際しましてはプライバシーの保護に万全を期しており

ますので、趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

平成24年７月 

 

戸田市長 神 保 国 男 
 

 

 

○この調査票には、お名前・ご住所をご記入しないでください。 
 
○ご記入は、ご本人にお願いいたします。ご本人のご記入が困難な場合は、ご家族の方などが

ご本人のお考えをお聞きのうえ、またはご意向を汲み取ったうえで、代理でご記入をお願い

いたします。 
 
○お答えは、あてはまる回答の番号に○をつけてください。また、記入欄については、具体的

にその内容をご記入ください。 
 
○なお、本調査の結果は統計的に処理いたしますので、お答えいただいた方にご迷惑をおかけ

するようなことは一切ございません。思いのままをお答えいただきますようお願い申し上げ

ます。 
 

○ご記入いただいた調査票は、８月６日（月）までに、同封の封筒に入れて（切手を貼ら

ずに）ポストに投函してください。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

【調査に関するお問い合わせ先】 

戸田市 福祉部 福祉総務課 

電 話：048-441-1800（代表） ＦＡＸ：048-433-2200 

ご記入にあたってのお願い 
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１ あなたご⾃⾝のことについてお聞きします。 
 

問１ あなたの性別について、お聞きします（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 女 56.1 ２ 男 42.1              無回答 1.8 

 

問２ あなたは何歳ですか（数字を記入）。n=649 

20 歳代 

50 歳代 

80 歳以上 

8.8 

11.4 

4.8 

30 歳代 

60 歳代 

 

20.3

19.7

 

40 歳代 

70 歳代 

 

23.3 

9.4 

無回答 2.3

 

問３ あなたのご職業・就業形態は次のどれでしょうか（主なもの１つに○）。n=649 

１ 正社員、正職員 31.1 ２ 派遣・契約社員 5.1 

３ パートタイム 13.7 ４ アルバイト（学生を除く） 3.1 

５ 内職  0.2 ６ 自営業・自由業（農林業も含む） 5.2 

７ 家族従業員（家業の手伝い） 2.0 ８ 学生  2.9 

９ 無職・家事専業 31.4 10 その他  2.2 

  無回答 3.1 

 

問４ お住まいの地区はどこですか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 下戸田地区 
（喜沢１～２丁目、喜沢南１～２丁目、中町１～２丁目、下戸田１～２丁目、
下前１～２丁目、川岸１～２丁目） 

29.9

２ 上戸田地区 
（本町１～５丁目、南町、戸田公園、川岸３丁目、上戸田１～５丁目、 
大字上戸田） 

26.3

３ 新曽地区 （大字新曽、新曽南１～４丁目、氷川町１～３丁目、大字下笹目） 20.8

４ 笹目地区 （笹目北町、笹目南町、早瀬１～２丁目、笹目１～８丁目） 12.3

５ 美女木地区 （美女木１～８丁目、美女木東１～２丁目、大字美女木） 8.5

 無回答 2.2

 

問５ あなたの居住歴をお聞きします（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 戸田市生まれで、ずっと市に住んでいる 12.9

２ 戸田市生まれで、市外に住んだあと帰ってきた（進学、就職、仕事など） 3.9

３ 県内の他の市町村の生まれである 16.0

４ 県外の生まれである 64.7

５ その他 0.2

無回答 2.3
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２ ご家族のことや住宅などについてお聞きします。 
 

問６ 家族構成は次のどれですか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ ひとり暮らし世帯 9.4 ２ 夫婦のみ世帯 25.3 

３ 核家族世帯（親と未婚の子ども） 47.9 ４ 三世代世帯 10.0 

５ その他の世帯（兄弟姉妹など） 4.5  無回答 2.9

 

問７ あなたご自身や同居している家族の中に、次のような人はいますか（あてはまるものすべて

に○）。n=649 

１ 乳児（１歳未満の幼児） 3.4 ２ 乳児を除く小学校入学前の幼児 12.5   

３ 小学生 14.0 ４ 中学生・高校生 12.9   

５ 65 歳以上の人 22.7 ６ 障害のある人 5.4   

７ 介護を必要とする人 5.7 ８ いずれもいない 37.3   

 無回答 6.0

 

問８ あなたが暮らしている住宅の形態は次のどれにあたりますか（あてはまるもの 1 つに○）。

n=649 

１ 持家（一戸建て） 39.1 ２ 持家（集合住宅） 29.7   

３ 借家（一戸建て） 1.5 ４ 借家（集合住宅） 26.2   

５ 寮 0.8 ６ その他 0.3   

 無回答 2.3

 

３ 地域のことについてお聞きします。 
 

問９ あなたが考える「地域」の範囲をお答えください（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 隣近所 11.6 ２ 町会・自治会 42.1   

３ 小学校区 9.2 ４ 中学校区・問４で示した地区 10.9   

５ 戸田市全地域 22.0 ６ その他 0.8   

 無回答 3.4

 

問 10 近所との付き合いはどの程度ですか（もっともあてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 仲がよく、お互いの家を行き来する 3.7

２ ２～３日留守にする時は声をかける（連絡先を知らせる） 2.2

３ ものをあげたり、もらったりすることがある 17.4

４ 会えば立ち話をする 10.9

５ 顔をあわせれば挨拶する 49.9

６ 顔は知っているが声をかけたことがない 1.2

７ ほとんど顔も知らない 7.1

８ その他 0.2

無回答 7.4
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問 11 あなたは、あなたが住んでいる地域の町会長をご存知ですか（あてはまるもの 1 つに○）。

n=649 

１ 顔も名前も知っている 28.8 ２ 名前だけ知っている 16.6    

３ 知らない 52.6 無回答 2.0

 

問 12 あなたやあなたの家族は町会・自治会などに参加して、活動をしていますか（(1)から(4)

について、それぞれ 1 つに○）。 

 
運営面から 

関わっている 

積極的に 

参加している

やむなく 

参加している

あまり参加 

していない 

行事等、存在

すら知らない 
無回答

例） 町会・自治会 ○1  ２ ３ ４ ５  

(１) 町会・自治会
n=649 6.0 7.6 10.0 37.1 28.5 10.8 

(２) 老人クラブ 
n=280 1.8 3.6 0.7 27.9 27.1 38.9 

(３) 婦人会 
n=592 0.7 1.7 1.0 25.5 47.8 23.3 

(４) 子ども会 
n=91 9.9 17.6 5.5 35.2 23.1 8.8 

 

問 13 現在、あなたの住んでいる地域の中で、問題だと考えているものはなんですか（あてはま

るものすべてに○）。n=649 

１ あいさつをしない人が多い 13.3

２ 緊急時の対応体制がわからない 35.4

３ 犯罪の増加 12.5

４ 交通マナーの乱れ 25.7

５ 道ばたのごみが増えた 16.3

６ 地域での子どもの見守りがなされていない 5.1

７ 子どもや高齢者、障害者に対する虐待を見たり聞いたりする 1.1

８ 高齢者のみ世帯の支援がなされていない 5.1

９ 隣近所との交流が少ない 21.4

10 地域の活動に参加する人が少ない 15.6

11 地域の活動に参加する機会が少ない 13.1

12 障害者に対する理解が不足している 6.5

13 その他 6.6

14 特にない 15.4

無回答 6.6
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問 14 日常生活の中で起こる問題に対して、どのような方法で解決するのが良いと思いますか（あ

てはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 自分たちの生活に関わることだから、できるだけ住民同士で協力して解決したい 27.1

２ 地域のことに熱心な人たちが考えてくれるので、その人たちに任せておきたい 6.6

３ 住民と行政の協働で解決したい 47.1

４ 行政に解決してもらえるように要求していきたい 9.4

５ その他 2.8

無回答 6.9

 

（問 14 で「４」を選んだ人におたずねします。） 

問 14-1 行政に地域の問題を解決してほしいと考える理由は何ですか（あてはまるものすべてに

○）。n=61 

１ もともとの行政の役割だと思うから 31.1

２ 戸田市は財源にゆとりがありそうだから 9.8

３ 個人情報や福祉の問題など、内容が専門的または高度であるから 31.1

４ 地域で解決しようとする人がいないから 14.8

５ 地域でどのように解決したらよいかわからないから 36.1

６ その他 4.9

無回答 6.6

 

問 15 隣近所で、高齢者や障害者の介護・介助、子育てなどで困っている家庭があった場合、あ

なたはどのような手助けができると思いますか（あてはまるものすべてに○）。n=649 

１ 安否確認の声かけ 53.8 ２ 趣味などの話し相手 15.9    

３ 買い物の手伝い 17.9 ４ ごみ出し 18.8    

５ 外出の手助け 4.6 ６ 家の前などの掃除 21.3    

７ 短時間の子どもの預かり 9.6 ８ 子どもの送り迎え 4.6    

９ 子どもの通学路の見守り 11.1 10 高齢者等の介護 3.4    

11 緊急時の手助け 45.0 12 特にない 9.9    

13 その他 2.2 無回答 6.6

 

問 16 隣近所で、高齢者のみで暮らしている世帯や障害のある人が住んでいる世帯について、い

つもと違う雰囲気を感じた場合、または全然見かけなくなり気になった場合に、あなたは

真っ先にどのような対応をとると思いますか。（もっともあてはまるもの 1 つに○）。n=649

１ 直接その家を訪ねる 10.9 ２ 隣近所の人に話す 31.4

３ 町会長・自治会長に話す 6.5 ４ 地区担当の民生委員・児童委員に話す 4.5

５ 市役所に連絡する 10.8 ６ 警察に連絡する 10.9

７ どうしたらよいかわからない 12.0 ８ その他 2.6

 無回答 10.3
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（問 19 で「１」「２」を選んだ人におたずねします。） 

（問 19 で「１」「２」を選んだ人におたずねします。） 

 

４ 福祉のことについてお聞きします。 
 

問 17 あなたは「福祉」に関心をおもちですか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ とても関心がある 12.5 ２ ある程度関心がある 61.5    

３ あまり関心がない 21.7 ４ まったく関心がない 3.5    

 無回答 0.8

 

問 18 あなたは、あなたが住んでいる地域の「民生委員・児童委員」をご存知ですか（あてはま

るもの 1 つに○）。n=649 

１ 顔も名前も知っている 17.3 ２ 名前だけ知っている 7.4

３ 知らない 63.8 ４ 「民生委員・児童委員」がなにかわからない 10.9

 無回答 0.6

 

問 19 あなたは、現在「福祉サービス」※を利用していますか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649

※ 福祉サービス：行政や法人格を有する団体・事業所が提供する高齢者福祉サービス、介護保険サービス、障害 

福祉サービス、児童福祉サービスなど。 

１ 利用している 7.7 ２ 必要だが利用していない 4.6    

３ 今は利用する必要がない 85.9 無回答 0.6

 

 

問 19-1 あなたは、「福祉サービス」の情報をどの程度入手できているとお考えですか（あては

まるもの 1 つに○）。n=80 

１ 十分入手できている 10.0 ２ 十分ではないが、入手できている 61.2

３ ほとんど入手できていない 23.8 無回答 5.0

 

 

問 19-2 あなたは、「福祉サービス」に関する情報を主にどこから入手していますか（あてはま

るものすべてに○）。n=80 

１ 市役所の窓口や広報紙 47.5 ２ 民生委員・児童委員 3.8

３ 社会福祉協議会 1.3 ４ 地域子育て支援センター 6.3

５ 地域包括支援センター 12.5 ６ 居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）やホームヘルパー 22.5

７ 近所の人・知人・友人 18.8 ８ 新聞・雑誌・テレビ・ラジオ 6.3

９ インターネット 10.0 10 その他 6.3

 無回答 16.3
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問 20 あなたは、毎日の暮らしの中で、次のどのようなことに悩みや不安を感じていますか（あ

てはまるものすべてに○）。n=649 

１ 介護に関すること 18.8 ２ 育児・子育てに関すること 19.1    

３ 近所との付き合いのこと 9.7 ４ 生活費などお金に関すること 28.5    

５ 孤立死のこと 5.9 ６ 緊急時の連絡のこと 21.4    

７ 住む場所の有無のこと 4.2 ８ 特にない 32.0    

９ その他 3.7 無回答 2.6

 

問 21 あなたは、暮らしの中で相談や助けが必要なとき、誰に頼みたいと思いますか（あてはま

るものすべてに○）。n=649 

１ 家族・親戚 86.3 ２ 近所の人 12.3    

３ 知人・友人 38.4 ４ 職場の人 8.2    

５ 医療機関の医師 9.4 ６ 民生委員・児童委員 2.8    

７ 社会福祉協議会 4.5 ８ 地域子育て支援センター 2.8    

９ 地域包括支援センター 4.9 10 市役所の窓口や職員（保健師等） 19.9    

11 頼める人がいない 1.8 12 頼むつもりはない 1.8    

13 その他 0.9 無回答 1.7

 

問 22 戸田市は安心して暮らしやすいまちだと思いますか（(1)から(5)について、それぞれ 1 つ

に○）。n=649 

 そう思う 

どちらかと

いうとそう

思う 

どちらかと

いうとそう

思わない 

そうは 

思わない 
わからない 無回答

例） 子どもがいきいき育つまち １ ○2  ３ ４ ５  

(１) 子どもがいきいき育つまち 13.6 50.8 6.0 5.2 16.5 7.9

(２) 高齢者が暮らしやすいまち 6.9 38.7 14.2 8.3 26.7 5.2

(３) 障害者が暮らしやすいまち 3.2 29.1 16.9 7.7 36.2 6.8

(４) 困ったときに助け合えるまち 2.8 25.3 22.3 10.5 32.8 6.3

(５) 災害の時に安心なまち 3.5 24.0 18.8 13.7 33.9 6.0

 

５ 地域での活動についてお聞きします。 
 

問 23 あなたは、この１年間、地域活動やボランティア活動、地域や住民に対する各種の支援活

動等について、取り組んでいますか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 現在、継続的に取り組んでいる 9.1 ２ たまに、取り組むことがある 10.6

３ 取り組んだことはない 59.2 ４ 取り組むことができない 18.8

 無回答 2.3
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（問 23 で「１」「２」を選んだ人におたずねします。） 

（問 23 で「１」「２」を選んだ人におたずねします。） 

 

問 23-1 どんな活動をしていますか（あてはまるものすべてに○）。n=128 

１ 福祉に関すること（児童・母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉、その他社会福祉など） 21.1

２ 健康に関すること（健康づくり、医療など） 10.2

３ 防犯・防災に関すること（交通安全・防犯、防災、消費者問題など） 22.7

４ 環境保全に関すること（自然環境保護、清掃・美化、公害防止、リサイクルなど） 39.8

５ 教育に関すること（教育、生涯学習、芸術・文化の振興、スポーツ、人権、青少年育成など） 26.6

６ まちづくりに関すること（産業振興、都市づくりなど） 0.8

７ その他 3.9

無回答 9.4

 

 

問 23-2 あなたが現在取り組んでいる福祉ボランティア活動や助け合い活動（問 23-1 で○をつ

けた活動）の形は次のうちどれですか（あてはまるものすべてに○）。n=128 

１ 必要とする人への活動を無償で行っている 41.4

２ 必要とする人への活動を交通費などの実費をもらって行っている 2.3

３ 必要とする人への活動を一定の報酬をもらって行っている 4.7

４ 地域通貨※など、助け合いを交換し合う仕組みで活動をしている 2.3

５ その他 7.0

無回答 43.8

 ※地域通貨：地域のコミュニティづくりや市民活動を楽しく活発にするため、ボランティア活動などの対

価として活用されるもの。戸田市では、地域通貨として「戸田オール」が発行されています。

 

問 24 あなたは、市民が行うボランティア活動や活動団体の情報をどの程度入手できているとお

考えですか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ 十分入手できている 1.8 ２ 十分ではないが、入手できている 22.3

３ ほとんど入手できていない 34.5 ４ 今のところ情報を得ようとしていない 36.5

 無回答 4.8

 

問 25 まちで困っている人を見かけた時、階段やスロープで車イスを手助けしたり、交差点で誘

導したり、バス・電車で席を譲るなどの手助けを行うことはありますか（主なもの 1 つに

○）。n=649 

１ 積極的に実行している 27.9 ２ 求められて手助けをしたことがある 8.3

３ 心がけているが、機会がない 49.9 ４ その他 3.4

５ 特になにもしない 5.9 無回答 4.6
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問 26 今後、戸田市内で福祉に関わるボランティア活動や助け合い活動を行いたいとお考えです

か（1 つに○、継続を含む）。n=649 

１ ぜひ活動したい 2.2

２ できれば活動したい 35.7

３ 戸田市内では活動したいと思わない 

〔理由：                              〕 
1.2

４ 市の内外を問わず活動したいと思わない 

〔理由：                              〕 
7.9

５ わからない 46.4

無回答 6.6

※ボランティア活動について知りたいとき 

  戸田市ボランティアセンター ４４２－０３０９（戸田市社会福祉協議会内） 

 

問 27 福祉に関わるボランティア活動や助け合い活動への参加や利用を活性化するためにはどの

ようなことが必要だとお考えですか（主なもの 3 つまでに○）。n=649 

１ ボランティア活動のＰＲ、情報提供や相談窓口の充実 44.7

２ 子どもの時からの、学校などでのボランティア教育・体験活動の促進 51.5

３ 体験の場、入門講座、技術講習など人材発掘・育成 26.7

４ 保険加入や交通費等の実費が支給できる体制づくり 11.7

５ ボランティア活動の連絡・連携体制の充実 12.2

６ 個人で登録し、特技や自由時間を生かして活動できる体制づくり 17.3

７ 地域通貨など相互に助け合う体制の整備 4.2

８ 法人格の取得支援など、ボランティア組織の安定的な運営の促進 4.3

９ 活動に必要な場所や備品などが利用できる体制の整備 10.6

10 ボランティア感謝状の贈呈、マスコミでの紹介など社会的な評価 3.4

11 労働時間の短縮やボランティア休暇制度などの整備 13.1

12 その他 1.2

13 わからない 13.3

無回答 7.9

 

 

６ 防災に対する備えについてお聞きします。 
 

問 28 あなたは日ごろから地域の防災訓練に参加していますか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649

１ はい 17.9 ２ いいえ 71.6 ３ わからない 6.6

   無回答 3.9
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問 29 あなたは、災害が起きた時の対応（連絡のとり方や避難の方法など）について、自分以外

の誰かと取り決めていますか（あてはまるものすべてに○）。n=649 

１ 同居の家族と 61.6 ２ 比較的近くに住む家族・親族と 16.3

３ 隣近所の人と（自主防災組織の人を含む） 4.5 ４ お世話になっている福祉施設と 1.2

５ 特に誰とも取り決めていない 23.9 ６ その他 1.5

 無回答 7.1

 

問 30 あなたは、災害が起こった場合に備えてどのような準備をしていますか（あてはまるもの

すべてに○）。n=649 

１ 携帯ラジオ・ライトなど防災関連の道具を準備している 63.0

２ 食料や飲料水を準備している 52.4

３ 常備薬・入れ歯や補聴器など無いと困るものを準備している 12.9

４ 避難する場所を決めている 33.3

５ 家具の転倒防止をしている 28.5

６ スリッパやくつなどをいつでも使えるように置いている 11.4

７ 貴重品などをすぐに持ち出せるように準備している 14.6

８ 耐震補強工事をしている 2.9

９ 市発行の地震・洪水ハザードマップで防災情報を確認している 12.2

10 その他上記以外の準備をしている 2.8

11 特になにもしていない 12.9

無回答 5.9

 

 

７ 社会福祉協議会についてお聞きします。 
 

問 31 あなたは、戸田市社会福祉協議会のことをご存知ですか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649

１ 活動まで知っている 11.1 ２ 聞いたことはあるが活動まで知らない 46.2

３ 知らない 36.2 無回答 6.5

 

問 32 社会福祉協議会は会員制度をとっていることをご存じですか（あてはまるもの 1 つに○）。

n=649 

１ 会員になっている 12.0 ２ 知っているが会員にはなっていない 11.4

３ 知らない 69.5 無回答 7.1

 

問 33 町会・自治会が社会福祉協議会の支部として、さまざまな福祉活動（ふれあいサロン、リ

ズム体操、子育てサロンなど）を行っていることをご存知ですか（あてはまるもの 1 つに

○）。n=649 

１ 知っている 27.0 ２ 知らない 66.5 無回答 6.5
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問 34 問 33 の社会福祉協議会の支部が行う福祉活動の参加状況・参加意向についてあてはまる

ものはどれですか（あてはまるもの 1 つに○）。n=649 

１ すでに活動に参加している 4.5 ２ 興味はあるが参加していない 13.9

３ 時間がないので参加できない 28.5 ４ 興味はあるが参加したい活動がない 5.7

５ 活動を知ったのでこれから参加を考えたい 7.4 ６ 参加する気はない 28.5

 無回答 11.6

 

問 35 社会福祉協議会の主な事業のうちいくつご存知ですか（あてはまるものすべてに○）。n=649

１ 心配ごと相談所事業 8.0

２ あんま・マッサージ助成事業 12.0

３ シルバーショッピングカー助成事業 5.1

４ ボランティアセンター活動事業（ボランティアセミナリーなど講座や研修を含む） 10.5

５ やさしいまちづくり応援助成金事業など各種助成金事業 5.2

６ 支部活動活性化事業（ふれあいサロン、リズム体操、子育てサロンなど） 19.1

７ リズム体操発表会 11.6

８ 訪問介護事業など介護保険に関係する事業 9.7

９ 一般募金（赤い羽根募金） 41.0

10 歳末たすけあい募金 38.2

11 生活福祉資金貸付事業など各種貸付事業 2.3

12 安心サポートネット（福祉サービス利用援助事業） 4.5

13 ふれあいセントー事業 4.0

14 手話通訳者派遣事業 5.7

15 ファミリー・サポート・センター事業 14.5

16 ボランティア・市民活動支援センター事業 6.9

17 福祉作業所もくせい園 17.4

18 心身障害者福祉センター 11.2

19 車イス貸出事業 9.9

20 地域福祉祭り 7.7

21 広報活動（社協だより、ホームページなど） 25.4

22 その他 0.3

23 特になし 22.2

無回答 12.5
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８ 今後の保健福祉施策についてお聞きします。 
 

問 36 戸田市の保健福祉施策をより充実していくために、あなたが重要と考える取り組みはどれ

ですか（主なもの 3 つまでに○）。n=649 

１ 地域の支え合いのしくみづくり 27.9 ２ 子どもの頃からの福祉教育の充実 24.3

３ 育児・子育ての支援体制の充実 28.8 ４ 高齢者や障害者の在宅生活支援 25.3

５ 地域でのさまざまな交流活動の促進 10.8 ６ 健康づくり事業の充実 9.4

７ 医療サービス体制の充実 38.4 ８ 公共施設等のバリアフリー化推進 7.9

９ 移動手段の充実 8.6 10 ボランティアや NPO の育成と活動支援 5.9

11 地域における身近な相談体制づくり 12.9 12 福祉サービスに関する情報の充実 16.3

13 防犯・交通安全・防災体制の充実 30.5 14 福祉に従事する専門的人材の育成 9.6

15 その他 1.2 無回答 6.0

 

 

９ ⾃由回答 
 

問 37 最後に、暮らしやすい地域づくり、市民と市の協働について、ご意見がありましたら、ご

自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上で終了です。ご協力ありがとうございました。 

回答の終わったアンケート調査票は、同封の返信用封筒に入れて８月６日（月） 

までにポストに投函してください（切手は不要です）。 
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資料５ 第３期⼾⽥市地域福祉計画市⺠会議の実施概要 
 

５-１ 市⺠会議の実施概要 
 

第３期戸田市地域福祉計画市民会議は、市内で活動している市民、公募や市民アンケ

ートから集まった市民、延べ 40 名により、下記の全５回にわたる内容で実施しました。 

 

回数 日時 内容 

第１回 

平成 24 年 

７月 28 日（土） 

10：00～12：00 

○オリエンテーション（地域福祉とは、市民会議の説明

など） 

○顔の見える地域づくり、災害時の避難支援、ボランテ

ィア活動の活性化、地域での子育ての４つのテーマに

ついて、参加者同士で一通り話し合い、第２回以降話

し合いたいテーマを選択 

第２回 

平成 24 年 

８月 11 日（土） 

10：00～12：00 

○オリエンテーション（前回の振り返り、市民アンケー

トの途中結果報告、本日の流れなど） 

○それぞれのグループテーマについて、地域の現状や課

題について話し合い、第３回で掘り下げて話し合う課

題の設定 

○各グループによる本日の成果の発表 

第３回 

平成 24 年 

８月 25 日（土） 

10：00～12：00 

○オリエンテーション（前回の振り返り、本日の流れな

ど） 

○重要な課題に対して、どのような取組み、解決策があ

るかを、「自助・共助・公助」の観点で話し合い、第４

回で具体的に取組み内容を考えるアイデアを設定 

○各グループによる本日の成果の発表 

第４回 

平成 24 年 

９月 15 日（土） 

9：30～11：30 

○オリエンテーション（前回の振り返り、本日の流れな

ど） 

○事前準備シートによる参加者が考えてきたアイデアを

もとに、具体的に取り組めそうなプロジェクトを決定

○第５回発表の準備 

第５回 

平成 24 年 

10 月 13 日（土） 

10：00～12：00 

○オリエンテーション（本日の流れ） 

○各グループによるこれまでの経過とプロジェクトの発

表 

○講評 

 

以降に、各回の結果及び発表の概要を掲載します。 

（内容は原文を尊重し、発表につきましてもほぼそのまま掲載しておりますので、若干の

読みにくい点等がありますことをご了承ください。） 
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５-２ 第１回市⺠会議の結果 
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５-３ 第２回市⺠会議の結果 
 

①「顔の見える地域づくり」の発表 

貼ったシールが多かったところは、顔の見える地域づくりということで、みなさんに行事と

か、いろいろなものに出てきてもらうには、ボーナスとかをあげるのがいいのではないかと。

どんなボーナスがいいのかということについては、これから考えていきたいと思います。 

 

②「災害時の避難支援①」の発表 

災害時の避難支援について、まず４つの段階で考える必要が

あるのかなということで整理しました。まず避難方法について、

どういった時にどういうふうに逃げればいいのかということを

はっきりさせておくべきだろうという問題があります。２点目

の情報伝達については、テレビ会議システム、エリアメールな

ど新しい制度と、障がい別に耳の聞こえない方の問題もあるの

で、結局は身近な人の声かけが重要だということで、その新旧、２本立てで情報提供をしてい

く必要があるということ。３点目は、災害が起こったときにすぐに安否確認をする必要がある

が、やはり町会、または町会の中の班というものを活用して、近所で安否確認をしてもらいた

い。そのための町会の人手不足をどういうふうに補うかとか、情報を公開しない人に対してど

ういうふうにしていくのかがこれからの課題としてあげられます。４つめは避難生活について、

医療体制をどう整えるかということが問題なのと、プライバシーをどう確保していくのか。ま

た、障がい別の対応、女性など、いろんな方のそれぞれの要求を守れるようにプライバシーを

確保していくことが必要だということです。 

 

③「災害時の避難支援②」の発表 

まずはサポーター制度ということについての補助説明ですが、サポーター制度とは、災害弱

者、障がい者とか高齢者とか子ども、小さなお子様を抱えるお母さんなどの災害弱者にあたる

方を、地域の人が助けるということで、助けてほしいという人１人に対して、３人くらい地域

の人が「助けます」とお助け隊になっていただいて、何か災害があったときには、実際に、3

名全員が行けるかは分からないですが、行ける人が安否確認をし、避難誘導し、避難所での手

助けをするのがサポーター制度ですが、こういった制度が確立していないと、災害弱者にあた

る方が災害のときに大変な思いをされたり、言いたいことが言えなくて大変だということで、

サポーター制度の必要性があるという意見がたくさん出て、これは必要だねということでシー

ルがたくさんつきました。次に、防災組織について、組織がきちんとしていないと、災害があ

ったときに、マンションももちろん近所にあたるし、町会であってもそうだが、近所の力がう

まくいっていないと、整備をしようにも何も整備できないとか、うまくいかないということで、

防災組織をきちんと確立する、それを充実させることが大事なことだということで、うちのグ

ループではサポーター制度と防災組織の２本立てで話し合っていくことになりました。 
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④「ボランティア活動の活性化①」の発表 

ボランティアの情報、広報、PR 活動などの情報をどうやって広げていくかということと、地

域とのつながりとか、隣近所、同じマンションとかの高齢者とか障がい者とかのつながりを意

識したほうがいいということと、意識として、ボランティアする側と受ける側の立場、理解を

深めていくことと、活性化について、これが一番みんなの意見が出たところで、「もっと気軽

にボランティアに参加できる」「楽しんでボランティアができる」そういうたくさんの場、気

軽に交流できる場が必要ではないかということで、活性化について一番意見が出ました。私た

ちのグループとしては、情報についてとつながりについてと活性化について、これから深く考

えていきたいです。 

 

⑤「ボランティア活動の活性化②」の発表 

まず、ボランティアの理解を先にすることが大事かなと。そ

の次にそういうものをどういう具合のところでやったらいい

のかという環境。ボランティアのしやすい場所はどんなところ

か。町会会館、福祉センター、いろんな場所があります。そう

いった場所の選定、それをやる事業・計画によって環境を選定

することが必要かなということ。それで、今一番足りないのは、

ボランティア活動にとって非常に PR が不足していると。実際におやりになっている方たちが

もっと、「自分たちはこういうことをやっているんだ」ということを PR する努力が必要かなと

考えます。それから、持論で、これが活性化につながると思います。「楽しくて、やっている

側も楽しいけども一緒に参加しているみなさんも楽しい」という企画でないと、とても持続し

ていかないと思います。お互いに楽しんでやる、そういった気持ちでボランティア活動してい

ただくと持続性が出るのではないかなと思います。それで結局、最終的には活性化につながっ

ていくと思いますので、今後の検討課題にしたいと思います。 

 

⑥「地域での子育て」の発表 

戸田市はまだ若い市ということで、若い子育て中の世帯がたくさんあります。その中で、基

本的に子育ては自分でやる、自分の家族がやるというのは当然ですが、あとは助け合う、助け

合ってもだめなところは公の力を借りるということで、話を進めさせていただきました。まず、

親にゆとりがないのではないかと。それから、子どもにもゆとりがないのではないかと。その

ためには、親と子どもの居場所づくりがとても重要ではないかという話になりました。しかし、

そういう居場所づくりがあったとしても、戸田市は、今日のアンケートの結果で 60％以上は県

外で生まれた方というので、せっかく戸田市で頑張っていたとしても、それを知らない方がた

くさんいるのではないかということで、サービスの周知を各町会や子ども会の力を借りてやる

必要があるのではないかと。それで、それをお手伝いしてもらうためには、ボランティアの力

を借りなくてはならないし、あとはそれを継続するための活動の援助が必要だというところで、

役所の力を借りなくちゃいけないということで、これからは、居場所づくり、サービスの周知

などを、今後うちの班では進めていきたいと思います。 



 

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「顔の見える地域づくり」の第２回まとめ 
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②「災害時の避難支援①」の第２回まとめ 
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③「災害時の避難支援②」の第２回まとめ 
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④「ボランティア活動の活性化①」の第２回まとめ 
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⑤「ボランティア活動の活性化②」の第２回まとめ 
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⑥「地域での子育て」の第２回まとめ 
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５-４ 第３回市⺠会議の結果 
 

①「顔の見える地域づくり」の発表 

みなさんと相談して、仕組みをどうすればいいかというテーマで話し合いました。その中で、

すぐにできることと、すぐにはできない、難しいというのがあるというものに分けて、難しい

ものは３年くらいを目途に、足りないところを相談しながら、工夫しながら進めていけばいい

のではないか、ということで話し合いを行いました。そのことを話していけたらいいなと思い

ます。みなさんからも意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

②「災害時の避難支援①」の発表 

まず、１つ目の避難方法を知ろうですが、自助、まずは日頃から地域を知るように個人個人

が努めるということ。昼夜によって避難の仕方が違うので、２種類の避難の仕方、避難場所を

考えておくこと。それから、家族・学校などの単位で、どのように逃げるのか話し合っておく

こと。「災害に備えよう」では、これも日頃から個人が日用品や飲料水、食べ物などを準備し

ておく。各避難場所で必要なものを備蓄しておくことが共助でありました。世話役や防災リー

ダーを養成する。これも昼と夜とでは住んでいる人、働いている人で入れ替わるので、２種類

で考えておく。「要援護者を支えよう」では、要援護者自身も、日頃から、服薬の必要な人は

薬を余分に持って歩くように心掛けること、お薬手帳も持参すること。それから避難の時に助

けが必要なときは、自ら申し出るようにしてほしいということ。共助ですが、近所の人をよく

知るように努める。あとは名簿の作成ですが、個人情報のことで問題があると思うが、少なく

とも避難の時に手が必要だというふうに、同意を得られた人の名簿を市で用意をしてほしい。

「近所づきあいを深めよう」に関しては、町会の行事に参加したり、日頃から近所とのつきあ

いをするように努めること。災害時にも近所で声をかけて助け合うということです。次回のテ

ーマは「災害に備えよう～人と物資～」にしました。 

 

③「災害時の避難支援②」の発表 

前回に引き続きサポーター制度を立ち上げようということと、

防災組織の立ち上げということについて話し合いました。自助

については、サポーター制度の学習を深めようということ。共

助の方ですが、避難用品、昔はリアカーがあって、自分で荷物

を積んだりとかして、それを近所に引っ張ったりとかして、そ

ういうものをみんなで押したりするのも共助の活動なのかなと。

それから、せっかくサポーター制度が作られているところがあるのですが、それが活用されて

いないことがあるので、顔合わせをしてサポーター制度を進めると。それと公助ですが、どう

いう制度なのかというものをアピールする場所、こういった場所で理解をしてもらうとか、文

書で市民全員に配るシステムづくりを希望することと、防災訓練できちんとみなさんと考えて

いくということで、実際にやってみないとみなさんも分かりづらいということ。それから障が

い者の方についてはパニックになりやすいということもあるので、別棟で避難所が必要かなと、
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いうことが意見としてあがっていました。組織づくりの方ですが、組織はやはり町会単位でと

はよく言われていますが、マンションなどでは町会に入っていないということで、自治会とい

うことで組織を立ち上げて、やはり災害の時には地域の力が必要であるし、組織の差によって

被害が拡大するのは勿体ないことなので、組織をきちっと立ち上げる。なので、次回は両方切

っても離せないということで、またサポーター制度についてと、防災組織の両方をテーマとし

てもう一度話し合いたいということになりました。あと、今日聞いた話ですごいいいなと思っ

たのが、隣組で助け合うといっても、みんな仲良しとは限らないのでなかなか難しいところも

あるんじゃない、という話を出したのですが、昔からお葬式と火事に関しては全く関係なく、

誰がどうであろうと助け合うという習慣が昔からあるということを聞いて、すごく勉強になっ

て、「その部分をすごく大事にしていきたいな」と思いました。 

 

④「ボランティア活動の活性化①」の発表 

ボランティアの情報提供、それからボランティアと地域のつ

ながり、活動の活性化というテーマで話をしました。情報につ

いて言うと、発信する側も受けての側も、消極的すぎたのでは

ないかというのがあり、自助のところで、もっと情報に積極的

に目を向けていく、注意をすること。それから、それを口コミ

で広めていく。情報を共有化していくことが大事ではないか。

その手段として、今インターネットがありますが、その活用を広めていきたいということです。

では地域ではどうなのかという共助の点で言えば、会報とか掲示板をもっと利用する。掲示板

を増やしてもらうとかそういう手があるということです。公助にも関係しますが、会報や広報

をもっと見やすい、読みやすいものに改善していけたらいいなということでした。活性化とつ

ながりについて言えば、気軽に参加できるような、ボランティアを必要とする人も気楽に、参

加する方も肩の力を抜いて気楽に参加するような、自助にしたい。地域でいえば、ふれあう場

を提供していけるのではないかと。ふれあい広場だとか町内会館だとか、そういう場。それか

ら避難訓練・防災訓練などの行事の回数を増やすとか、人がふれあう、集まる、そういうとこ

ろを増やすという、ちょっと立ち寄るとか、顔を見るとか、そういう気軽にふれあえる場が必

要で、それを地域が提供してくれたらいいなということです。それについて、市の方では、援

助をしてくれる、応援してくれる。そういうことがあるといいのではないかということです。

次回話すのは、情報提供にシールが多かったこともあったのですが、それだけでなく、活性化

やつながりのベースには情報提供があるのではないか、情報を地域で身近なところで共有する

ということが大事なので、情報提供について次回は深めていきたいと思います。 

 

⑤「ボランティア活動の活性化②」の発表 

どういったものからボランティア活動に入ればいいかというところを議題にしました。まず、

参加しやすい企画を考えるべきではないかと。１番にまず自分の趣味を活かした活動の考え方。

それから、参加者がふれあいを楽しめる活動を考えるということ。３番に、これは当然ボラン

ティアですから全体が一緒というわけにはいかない。年代層によって違った活動があるのでは
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ないかということで、参加しやすい活動をそれぞれの立場で、それぞれの参加者の条件を満た

しながら、参加しやすい活動を考えようということが第１番になりました。ではそのためにど

ういう具合に促したらいいかなという問題がありまして、地域の各団体あるいは現実にやって

おられるボランティア活動団体、それと学校・企業、そういうところとの連携が必要ではない

かなと。ボランティアを妥協でやっているというのではなくて、色々な組織のみなさんとの連

携を図りながら、楽しく活動していくのが一番いいのではないかなという意見になりました。

そういった点では、いろんな意見の中で、やはり学校というのはシニアや子どもを中心にして

おります。実際に学校にシニアの方が行かれますと「またやりたいな」とそういうボランティ

アが結構ある、子どもたちの勉強の場で。ですから、「楽しいからもう一度やってみたいな」

と思える企画を考えることもこのボランティア活動の企画の中に入ってくるのではないかな

と思います。最後に、この問題とは違いますが、ボランティアの言葉を変えるというのはどう

だろうかという意見も出ました。これは押しつけのように聞こえる場合もあるんです。「やら

せていただいているのよ」ではなくて、「ボランティア活動やってんのよ」と。参加者がちっ

とも楽しくないというケースの時の「ボランティア」という言葉、こういった悪い意味ですが、

こういったときの「ボランティア」という言葉をあまり使いたくないという意見もありました。 

 

⑥「地域での子育て」の発表 

親と子のそれぞれの居場所の確保、そして、様々な子育てサ

ービスがありますが、それをどうやって周知していくか、そし

てそれぞれのサービスをどうやって充実させたらいいかとい

うこの３点について話し合いました。どうしても子育てなので

既に家庭でやれることはやっているので自助の部分が少なく

なってしまいましたが、居場所の点で言うと、賛同の多かった

意見では、公共施設の会議室を開放して子どもが遊べる場にする。そして、ボランティアなど

の大人の見守りをつけると。戸田市にもあるが、0 歳から３歳くらいの乳幼児を育てている親

が集まって、子育てに関するいろんな悩みがあるので、その意見を色々言い合ったり、吐き出

したりできる場が欲しい。そして、子育てサービスの周知という面では、やはり口コミが重要

だなということでサービス利用者の声を紹介する必要があるのではないか。他には、ハザード

マップと同じ観点で子育てマップを作成すれば、より周知が図れるのではないかという意見が

ありました。サービスの充実のところですが、例えば戸田市のスキー教室というものがあるよ

うでして、スキー教室や山登り教室などの親子参加型の行事をもっと開催していったらいいの

ではないかと。また、ファミサポなどでスタッフが報酬を得られるようにした方が活性化につ

ながっていくのではないかというような意見がでました。今回でプロジェクト全体としてのテ

ーマがなかなかまとまらなかったのですが、次回以降では身近な場での子どもの居場所をつく

る、そして親が子育ての悩みなどを吐き出せる場をつくる、そして、サービス利用者の声を紹

介するという３点をベースに議論を深めていこうと思っています。 
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５-５ 第４回市⺠会議の結果 
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５-６ 第５回市⺠会議の結果 
 

①「顔の見える地域づくり」の発表 

私たちは顔の見える地域づくりについて話し合い、プロジェクトテーマを「地域や行事

に出てきてもらうしくみ」としました。はじめに「ろうあへの対応にわかりやすい」です

が、障がい者への対応については、この前、新しい町会長がきて、そういうことくらい町

内会でなんとかわからないものかと、このようなことがございました。それで、バッチを

つけるのはいかがでしょうか、という提案があります。嫌がる人もいるかもしれません。

しかし、そういうものをつけることによって周りの人

たちが気づいてくれる。あるいは自分の家の玄関にマ

ークが貼られる。そうすると、来た人がそれを見て、

対応してくれる。そういう幅広い、地域の問題を、市

あるいは県、あるいは国を通しての話だろうというこ

とで、今度の取組みで進めていく必要がある、このよ

うに考えました。 

それから、「今日も元気でサークル活動」という名

前で、取り組む主体が自分と仲間。対象は隣近所の引っ込み思案な人たちです。話し合い、

サークルの調査、紹介、サークル活動の勧誘を行う。やはり、引っ込んでしまうと、なか

なか外に出てこない。それで、個人情報やらの壁にさえぎられて、孤独死・孤立死という

ようなこと、そういう事件の防止までも進めて、要するに、顔のみえる、そしてお互いが

誘え合える状態づくりを、まずは私のマンションからつくっていきたい。やはり戸田市内

はマンションがものすごく多いわけですから、そういうところの一室に閉じこもられたら、

もう手の出しようがない。それを何とか引っ張り出そうと。これには反対意見もございま

す。そこまでやる必要があるのかと。そういう人はそういう人で仕方ない。その人その人

の考え方があるわけだから。私からは以上です。 

 

時間の制約もあるので手短に。いつもテレビを見て、コマ

ーシャルとかの中で、フィルムコミッションという言葉を聞

いたことはありますか。これは、世界中でこれらしいことは

しているのですが、戸田市も全員参加型、健常者の方も障が

い者の方も全員対象ということで、これを市を挙げて取り組

む。今日、家に帰ったら、何でもいいので「フィルムコミッ

ション」という字を調べてみてください。視覚障がい者の方

は、誰かに聞けば必ずわかると思います。そのためには、市

を挙げて、行政もそれに向けて取り組むということを提案し

ます。顔の見える地域づくりの発表はこれで終わります。あ

りがとうございました。 
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②「災害時の避難支援①」の発表 

私たちは「災害に備えよう」がテーマです。私たちのグループはまず、障がいを持った

方がかなり参加してくださったので、その生の声を聞くことができたのが特徴でした。今、

一言ずつ話をいただきたいと思います。 

 

同じ障がいを持った仲間たちのことを考えながらここで意見を

述べさせていただこうと思い参加しました。まず災害の時はやはり

避難した場所のことが一番心配でした。それで、どの辺に避難でき

て、お手洗いは近いのか、水道が近いのかとか、盲導犬はどうする

のかとか、そんなことを考えて、また、医療体制のことも、障がい

を持つことは他の病気も兼ねていますので、薬を持ってこなかった

とか、時間的な処置ができないとか、透析とかそういうことも色々

と考えながら、お医者さんとか看護体制があったらいいなと、思い

ながら、希望に入れておきました。以上です。 

 

こんにちは。私は聴覚障がい者です。戸田市で生活して 37 年に

なり、色々経験してきましたが、ふくぼうネットの活動などもして

きました。聞こえないために、例えば地震が起きたとき、外からの

情報が入ってきません。外で何があったのか、放送なども聞こえま

せん。また、洪水も雨の音が聞こえないので、どの程度の雨なのか

わかりません。そうした音からの情報がまったくないので、そうい

うことが分からないのがとっても不安に思っています。 

 

このように、当事者の声から私たちは災害時だけでなくて、その前の避難方法、それか

ら避難所生活についても考える必要があることが課題にあがりました。避難方法は誰がい

つどこにどう避難したらよいかが分からない問題。要援護者支援の問題というのは、要援

護者名簿は必要だが、個人情報の問題があってなかなか進んでいない。また、高齢化が進

んで支援者が不足している。災害情報をどうやって伝達していいのかまだまだ不安がある。

避難所生活については、災害関連死や犯罪への不安がある中で、障がいがある方への配慮

ができるのか、プライバシーが確保できるのか、そういった課題があげられました。避難

方法については、特に避難所が不足しているとありました。実際に逃げる場所がない。ま

た、そういった中で市民全員が避難するとなると、現実的ではないのではないかと。自宅

待機できる人は自宅待機し、10 日間くらいのサバイバルグッズは各自で備えておく。避難

すべき人は途中で被害に遭わないように集団避難する、そういう仕組みをつくる必要があ

ると、私たちは話し合いました。 

支援者不足の解消については、町会の高齢化が進んでいる中で若い人がどのように関わ

っていくシステムをつくるのかということが課題にあげられました。災害情報の伝達では、

とにかく近所の人が一刻も早く災害が起きたときに安否確認する必要があるので、近所の
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声かけをどのように進めるか、また、スマートフォンやインターネットの活用も考えてい

こうということが話し合われました。 

避難所生活、具体的には理想の「避難計画プロジェクト」として、逃げ時マップの作成

と配布です。私たちがいつ、どこに逃げたらいいのか、逃げない方がいいのかということ

もきちんと考えておく必要があると。もう一つは理想の避難所計画として、理想の避難所

の間取りを考えてみようと。そうしたら私たち本当に災害で避難したときにどういう状況

になるのかもわかるだろうと。またその状態に向かって、避難訓練も重ねておく必要があ

るだろうと。特に障がいを持っている子どもたちなどは、急に何々しろと言われても対応

できなくてトイレに並んでしまったというような 3.11 の経験の話もありました。避難訓

練が重要だということです。また、理想の避難所計画ということで、被災したママに聞き

ました、というものです。タバコを吸う人やペットを飼っている人もそれが問題で避難所

に行きたくないからというので、避難所にいかないで問題になることもありますし、子ど

もを抱えたお母さんが他の人に遠慮して避難所に行けないという問題もあります。そうい

ったものにも対応した、関連死が０になるような避難所を今から考えて、そのために訓練

もしていきたいということが話し合われました。 

次に「助け合いプロジェクト」。これは、要援護者名簿づくりと 15 軒程度のグループづ

くりというのが課題です。集団で避難すると、15 人くらいの名簿であれば、そんなに個人

情報だといっても悪用されないので、小さな単位でグループをつくっていって、小さな単

位で近くに一時避難して、そこから広域避難できるのかどうなのか、安否確認もその中で

するというようなグループづくり。これがとても重要ではないかということです。 

最後の３つめ、「長く続けようプロジェクト」。これは私たちが市

民の立場で何ができるかということですが、まず市民に対しての啓

発活動。というのは、たとえば、「こういったグッズがあるよ」と

か「こういうアプリがあるよ」というようなことの伝達は、これは

市ではなかなかしにくいと思いますので、市民がやることとしてと

ても適切だろうと考えています。一方で、市民ボランティアが地域

の中に入って防災活動しようとしても市民権がなかなかない。「こ

ういった避難所計画にしましょう」と言って市民の一ボランティア

がいくら声をあげても「趣味でやってるんでしょ」で終わってしまうわけです。どうすれ

ばいいのかというところで、例えば市民ボランティアの方で委員会を市と設立して続けて

いくとか、あるいは防災リーダーの育成を通じて、地域に若い人が入ってくるというよう

な環境をつくる。あるいは、福祉防災ネットワークなどの活動を行っている団体との連携

を通して、とにかく長く続けていきたい。せっかくこういった会がありましたので、今後

も続けていきたいということで、話し合われました。ありがとうございました。 
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③「災害時の避難支援②」の発表 

私たちのグループのテーマは「全町会にサポーター制度を立

ち上げよう」と、こういうグループで、全般的な災害で起きる

問題点もお互いにサポート、支援していこうという、特に身体

障がい者の方々の避難の問題が大きいと思いますので、そのテ

ーマを私たちは話し合いました。 

サポーター制度を全町会に広げようということについては、

既に当市でも危機管理防災課が中心となって去年あたりから

サポーター制度を、導入の段階は町会によって違いますが、進

められています。そこのところに、福祉の観点からみた点が多

少欠落しているところがあって、組織的なものについてはでき

あがってきているのですが、まだまだ、20 町会くらいが研修

を受けていますが、支援者と要支援者の関連性までの名簿ができあがったが、という程度

で、顔合わせをしたり、訓練をしたりしているのは１町会か２町会程度ではないかと思い

ます。それでは意味がないので、福祉課の力をそこに入れることによって、生きた制度が

うまくできてくるのではないかと思います。 

それから、グループのプロジェクト名は、私どもでは「笑顔の隣組は安心安全な班づく

りから」ということで、町会の組織の中で原点というと班なのです。向こう三軒両隣とい

いますが、５、６軒から大きくても 15 軒くらいです。そういうグループが、本当に笑顔

でその隣組の安心安全の班ができあがれば、サポーター制度も生きてくるのではないかと

思うわけです。そもそも、このテーマがどうして私たちに必要なのか、ということについ

て、最初論議し、手っ取り早い話が、阪神淡路大震災のときの状況で、関西では古い家屋

が多かったために、それから瓦屋根も多かったために倒壊家屋が多かったわけです。結局

どうなったかというと、多くの方が倒壊家屋の下敷きになってしまったわけです。自分の

力では抜け出せないという人が 35,000 人いたそうです。そのうち 27,000 人の人が救出さ

れたわけです。77％です。27,000 人のうちの 21,000 人を誰が救出したかというと、隣近

所なのです。隣近所の人の助け合いで家屋を起こすなどして助け出したのです。 

そういう意味合いでサポーター制度が大事なのです。ところが町会の実態は大変寂しい

状態で、町会に加入する人が極めて少ない。これで防災の問題が解決するのかと。課題の

ところにあげておりますが、いわゆる避難活動だけではないんです。地震で潰れたら避難

者を探して歩くことはできないんです。では何が大事かと言えば、班がまとまることが一

番大事なんです。防災の活動で、避難誘導係、そういう係をつくって班体制で動く仕組み

が必要であると。戸田市も小さいまちだからやる気になればできるわけで、各班に防災リ

ーダーを、班長さんと兼任してもいいですけど、そういう組織を絶対つくっていただきた

いと思っています。班内の防災支援活動として、３か月に１回くらい防災学習あるいは訓

練を班でやると。そのときにゴミ０運動と合わせて行う。それから、半年に１回くらいは

食料の点検も班で行う。そういう活動をぜひつくっていきたいと思います。 
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④「ボランティアの活性化①」の発表 

私たちのグループでは、ボランティア活動をする場

合、それに参加してもらう方を掘り起こす、と同時に、

ボランティアの対象となる方々に我々はこういうこと

をやっていますよ、ということを知らせていかなくて

はいけない。せっかく活動するのに、その受け手がい

なければどうしようもないということで、その情報を

出したり、受けたりするためにはどういうことに重点

を置いていったらいいだろうかという話をしました。 

それで、情報提供を積極的にしなくてはいけない。例えば、広報、町会・自治会で回覧

する回覧物、掲示板に掲示する、口コミ、インターネットの活用。それぞれあるのですが、

受け手の人にとっては色々な制約があって、必ずしもそれで十分だとはいえないことがあ

る、ということも反省の一つでありました。例えば、地域の色々な行事に参加する、戸田

市には地域福祉祭りがありますが、ここにはほとんどのボランティア団体、市民活動団体

がブースを持ちます。そういった所に、これまでボランティア経験がない方も、ボランテ

ィア団体がどんなことをしているのかを知らない方も行っていただければ、かなりの事が

わかっていただけるのではないか、というようなことを考えました。 

グループの中で持ち寄ったアイデアは色々あり、プロジェクトテーマ、「情報を地域の

身近な場所で共有する」。持ち寄ったアイデアは、ボランティア活動を推進する側、ボラ

ンティアに参加しようとする側、それを受ける側、色々あります。それで受ける側の対象

となる人たち、例えば高齢者、子育て世代、障がい者、孤立している人たち、それから一

般市民といった方々が対象になる。取組みの内容は、買い物、お話し相手になるなど、い

ろんなお手伝いがボランティアとしてはできます。それを皆さんにお知らせするには、チ

ラシ、広報、ボランティアセンターだより、TOMATO の毎月出しているもの、インターネッ

ト、これらを活用していけば、かなりの人たちに私たちが知らせたいことが伝わっていく

のではないかと思います。ただし、ボランティアをこれからしてくださる方々に申し上げ

たいのですが、ボランティアは楽しくなくては、という話もありましたが、これはもう当

然で、楽しくやらなくては長続きしない。同時にボランティアと言っても厳しさもあって、

好きなときにやるというのは、好きなときに抜けちゃうとなると、これは無責任になりま

す。それから、活動の内容によっては知識を必要とするものもあります。こういった研鑽

をボランティア自身がどんどん積んでいかなくてはいけない、ということもあります。で

すので、それほど気楽なものではない、ということも知っていただきたいと思います。 

それで、情報をどこに届けるかということで、「全所帯に届くような回覧物をつくる」、

例えば、町会・自治会は先ほどから出ていますが、加入率は非常に低いです。そうすると、

チラシや回覧物が会員には届くけども、非会員には届かないというケースもあります。そ

れはやはり避けなくてはいけない。それから書いたものが読みやすいものでなくてはいけ

ない。ただ字がいっぱい書いてあるだけでは読んでくれることはないので、楽しく読める

ものにしなくてはいけない。そういったことを考えました。以上で終わります。 
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⑤「ボランティアの活性化②」の発表 

ボランティアを活性化をするにはどういう方法を

とったらいいかということで、テーマの中から順番に

検討してきました。現在の戸田市の 46 町会において

は、ボランティア活動を町会の中には多分入れていな

いと思います。また、そういう活動を町会に持ち込ん

でも実際に活動をやっていただけることは現実の問

題では無いと思います。しかし、ボランティア活動団

体との交流はあります。例えばいきいき体操。これは、

社会福祉協議会からの資金的な援助があることで、最初はこういった形の活動ではなかっ

たけど、町会が全面的にバックアップして文化会館での発表会といった活動が盛んになっ

てきているわけです。そこから考えると、町会というのは行政から予算あるいは資金的な

援助があると活動を開始する場合があるということです。そういった点で、個々に町会の

中、自治会の中、地域の中でボランティアをやっておられますが、公には認めてもらって

いないような、寂しい立場で活動をされている方々がたくさんいらっしゃる。そういった

状況が地域の現状だと思います。自治会・町会・地域が一体にならないと、このボランテ

ィア活動は活性化していかないというお話です。 

２番目に、課題の中で重要だと思われる問題、自治会・町会・地域との連携ができる企

画を考えること。これがないと今話したように、大きな輪が広がっていかないという状況

があります。町会は現実やっていますが、文化の問題、スポーツ、趣味、子育てと、多岐

にわたるボランティア活動があるわけです。しかし、一般市民に知られていないというよ

うな現状がございます。また、年代別にやる企画です。子どもから中年、高齢者や障がい

者など多岐に合わせた企画を考える必要があるだろうと。皆さんと一緒にやりやすいのは

趣味や興味を持っていることを中心にした企画かなと考えています。それと、ボランティ

アを必要としている場所はどこなのか。これが情報の提供があまりない。こういったこと

の情報提供、どこでどういったことが必要なのかということがあまり知らされていない、

PR 不足ということが考えられます。 

その結果、重点的な話になりますが、まず参加する人、それからこれを企画して一緒に

やろうとする人が楽しくなかったら、これは絶対に継続しません。それから押し付ける、

参加していただく方たちの気持ちに沿わない企画も無理だと思います。参加される方たち

の気持ち、心を汲んで理解をして企画を進行することが重要ではないか、ということを話

し合いました。それらに対してどういう取組みをしたらいいかということになりますが、

ボランティア活動というのは、そこにあるセンターに 200 弱の個人・団体が登録していま

す。そのほかにまだ200以上のみなさんがいろんなボランティアをしているわけですから、

どういった分野でどういったボランティアをしているかといったことを調べて、それに対

してどう対処するかを考えることが、これからの活性化には必要な条件ではないかと考え

ています。それと、非常に活発にやっているボランティアもあれば、停滞しているボラン

ティアもあるわけです。こういったところの掘り起こしをもう一度見直してみて、当事者
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の興味ある、趣味が一致するような楽しい企画を町会や自治会に持ちかけて、行動するの

はボランティアの団体、応援するのは町会とか自治会・行政とか、そういった解釈で企画

するのがいいのではないかと考えています。 

 

重なるかもしれませんが、ボランティア活動を活性

化させるためには、第２期の市民会議で立ち上げた市

民活動支援センターTOMATO をもっともっと機能させ

るべきではないかと思います。現在 200 近い団体が登

録していますが、活動内容とか、どういうことを行っ

ているのか、知らない人がまだまだ多いと思います。

登録していなくてボランティアを一所懸命している

方も多いですし、入りづらいなと思っている方も多い

と思います。知っている人は知っていて当然と思っていることもあると思うので、もっと、

やっている内容を知ってもらい、入りやすくして、個人・団体で未登録で活動している人

たちにも登録していただき、行政や支援センターTOMATO がボランティアをもっと応援して

いただくのが望ましいと思います。支援センターTOMATO の PR がもっともっと必要だと思

います。 

 

１つ目は、参加しやすいために行政や町会・自治会との連携をす

る。２つ目は、参加する人、活動する人が楽しくできる企画を考え

る。３つ目は、参加者の求めていることを理解して行動する。以上、

この３点を提案します。したがって、私たちボランティア活動活性

化の発表をこれで終わります。 
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⑥「地域での子育て」の発表 

私たちのグループの課題は、子どもの居場所が少ない、

戸田の中で子育てをしている家庭、障がい児を持ってい

る家庭が地域との関わりが少ないとの意見がありまし

た。もう１つが、親が本音を語れる場が少ない。子育て

している家庭がどこに相談したらよいのか、誰に何を訴

えたらいいのか、ということに対して話し合うことにな

りました。そして、個々を大切にして区別・差別・偏見

のない子育てを地域福祉計画のポイントとして入れて

いきたいと思います。 

私たちのテーマです。「親が子が生き生きする場をつくろう！」というテーマで相談しまし

た。このテーマを踏まえてプロジェクトを３つ考えました。１つ目のプロジェクトが「子ども

の居場所づくり」、２つめが「親が本音を話せる場」、３つ目が「サービス周知」、この３つの

プロジェクトについて話し合いをしてきました。 

１番目の子どもの居場所づくりでは、主体が NPO、社協、各家庭、町会、学校。対象となる

のが子ども、子ども会、小中学生、子どもの友人、親の知り合い。取組みの内容としては、公

共施設の開放、昔の遊びや行事、スポーツをする、大人の見守りをつける、自主的に遊んでも

らう。公園内に障がい児用の遊具を設置、です。 

２番目は親が本音を話せる場として、最近は虐待のニュースとかも

ありますが、一人でも本音を話せる場をつくれればと思い、相談でき

る場、専門家に話を聞いてもらう、これは料金が無料でできたらと思

っています。そして、講座とイベントを通じて話せる場です。先ほど

のボランティアさんでの話もありましたが、共通した趣味を通してど

んどん話を出せたらお母さんたちも心が軽くなるのではないか。それ

で、サロン、場の提供、子どものフリーマーケット、そこで子どもた

ちが 10 円とかを持って、おもちゃとかを買えるような場をつくること

です。対象は、子育て中の親、子育て予定の親。主体は、行政は社協などがあります。ちょっ

とした体験をしまして、子どもが大泣きの状態で歩いていたら、後ろからおじさんが「うるさ

いんだよ、静かにさせろ！」と怒鳴りました。そしたら１分後くらいに、おばさんが歩いてき

て、「もう子どもを泣かせるのはやめて」といって、私と子どもにお饅頭を１個ずつくれまし

た。北風と太陽ではないですが、こういう場があると、親や子が生き生きして、もうひとり産

もうかなと、思いました。 

３番目としてサービス周知についてです。戸田市内には、市が提供するもの、ボランティア

団体が提供するもの、民間が提供するもの、色々な子育て支援サービスがあります。しかし、

それが十分周知されていないということでプロジェクトとしてあげました。このサービス周知

の主体としては、やはりそのサービスを提供しているところが主に主体となって、かつ、地域・

行政・学校が協力して行います。そして、提供を受けるのはもちろん市民、主には子育て中の

親、そして小中学生です。具体的な内容としては、１点目は居場所や相談の場の情報を広く知
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らせるということで、掲示、学校や商業施設、マンション内で掲示物を貼ってもらう。２点目

としてはインターネットでホームページに情報を載せていく。最後には、口コミは重要だとい

うことで、口コミを利用して広げてもらう。以上です。 

最後にまとめとして、今日本全国で少子高齢化がとて

も進んでいます。戸田市では全国の少子高齢化よりも、

まだまだ子育て家庭が増えている状況があるのかなと

思います。来年も再来年も保育所が増えるということが

はっきり、市から通知されていますが、このような子育

て家庭があるということは、ここにも書いてある通り、

親や子が生き生きする場をつくる、そうしなければ子育

てに対して不安はあるし、悩んだり、戸田の場合にはマ

ンションがたくさん建っているので、相談する相手もいない。ということで、仲間をつくらな

ければいけないなと。そのためには、行政・地域の方々・市民の方々が三位一体となって子育

てをするなら戸田市、というようなことを全国にアピールできるようにしていきたいと思いま

すので、行政だけには頼らず、みなさん三位一体となって協力して、子育てする家庭に協力し

ていただけるように一つお願い申し上げます。以上で発表を終わります。 
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資料６ 本市の地区 
 

本市には、46 の町会・自治会があり、この単位ごとに社協支部を設置しています。社協

支部では、サロン活動を初めとして様々な福祉活動や地域に密着した活動を自主的に展開

しており、本市の地域福祉や地域コミュニティの中心的な役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：戸田市社会福祉協議会 
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資料７ 市内社会福祉施設 
参考：「埼玉県 社会福祉施設等名簿（H24.5.1 現在）」 

７-１ ⽼⼈福祉施設 
 

 ■特別養護老人ホーム 

施設名 
設置主体及び経営主体

（ ）内は指定管理者
所在地 開設年月日 定員 

戸田ほほえみの郷 
戸田市・（(社福)戸田市

社会福祉事業団） 
大字上戸田 5-4 平 9. 7. 1 100

いきいきタウンとだ (社福)ぱる 喜沢南 2-5-23 平 17．4．1 90

 

 ■軽費老人ホーム（Ａ） 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田市立 

軽費老人ホーム白寿荘 
戸田市 笹目 7-10-23 昭 55. 5. 1 50

  ※平成 26 年 3 月 31 日廃止予定 

 

 ■有料老人ホーム 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

悠楽里とだ ライフサポート(株) 新曽 1337 平 15.11. 1 50

グランシア戸田公園 (株)グランディック 笹目 5-19-4 平 17. 7. 1 50

サニーライフ戸田公園 
(株)川島コーポレーシ

ョン 
本町 2-9-8 平 17. 9. 1 149

戸田ケアコミュニティ 

そよ風 

(株)ユ ニ マ ッ ト そ よ

風 
氷川町 2-16-23 平 20. 4. 1 82

レストヴィラ戸田 ワタミの介護（株） 大字新曽 297-2 平 22.12. 1 75

 

 ■介護老人保健施設 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田市立 

介護老人保健施設 
戸田市 美女木 4-20-6 平 7. 4. 1 60

コスモス苑 （医)高仁会 新曽南 3-6-23 平 9. 2. 3 100
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 ■認知症対応型共同生活介護 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

グループホームなごみ (医)高仁会 

下前1－10－10戸

田市営下前福祉

住宅  

平 13.4.1  6

ふれあい多居夢戸田 (株)カネット・ふれあい 川岸 3－5－1  平 13.3.20  27

グループホーム氷川 (医)社団 愛優会 氷川町 1－4－2  平 16.11.1  18

グループホーム 

くつろぎの家 

(株)シルバー自立支援

センター 
美女木 1－29－45 平 17.12.1  9

グループホーム 

みんなの家・戸田 
(株)ウイズネット 新曽 1038－1  平 18.12.1  18

戸田ケアコミュニティ 

そよ風 

(株)ユ ニ マ ッ ト そ よ

風 
氷川町 2－16－23 平 20.4. 1  18

グループホーム 

戸田さくらそう 
セントスタッフ(株) 本町 3－9－13  平 22.9.1  18

ニチイケアセンター 

戸田中町 
株式会社ニチイ学館 中町 2-6-17 平 23.7.1  18

 

 ■在宅介護支援センター 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

老人介護支援センター 

コスモス苑 
(医)髙仁会 新曽南 3-6-23  平 9. 2.17  -

在宅介護支援センター 

上戸田 
(医)社団東光会 上戸田 2-23-6  平 10. 12. 1  -

戸田東老人介護支援 

センター 
(医)地の塩会 喜沢 1-27-10  平 11. 12. 1  -

戸田市立中央老人介護

支援センター 

戸田市・(社福)戸田市社

会福祉事業団 

大字上戸田 5-4 

戸田市立健康福祉

の杜内 

平 9. 7. 1  -

 

 ■地域包括支援センター 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田市立地域包括支援

センター 
戸田市 

美女木 4-20-6 

戸田市立介護老人

保健施設内 

平 18.4.1  -

戸田市東部地域包括支

援センター 
(社福)ぱる 

喜沢南 2-5-23 

いきいきタウンと

だ内 

平 20.4.1  -

戸田市中央地域包括支

援センター 

(社福)戸田市社会福祉

事業団 

大字上戸田 5-6 

戸田市福祉保健セ

ンター内 

平 21.4.1  -
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７-２ 福祉センター 
 

 ■福祉センター 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田市立上戸田 

福祉センター 
戸田市 上戸田 2-18-13 昭 43.10. 1 -

戸田市立西部 

福祉センター 
戸田市 美女木 5-2-16 昭 47. 3.15 -

戸田市立東部 

福祉センター 
戸田市 下前 1-2-20 昭 49. 3.30 -

戸田市立新曽 

福祉センター 
戸田市 新曽 1395 昭 52. 5.11 -

 

７-３ 障がい者福祉施設 
 

 ■障害福祉サービス事業所（生活介護） 

施設名 
設置主体及び経営主体

（ ）内は指定管理者
所在地 開設年月日 定員 

戸田市立福祉作業所 

もくせい園 

戸田市（(社福)戸田市社

会福祉協議会） 
川岸 2-4-8 昭 56. 5.1 35

 

 ■障害福祉サービス事業所（就労継続支援 B 型） 

施設名 
設置主体及び経営主体

（ ）内は指定管理者
所在地 開設年月日 定員 

戸田市立福祉作業所 

ゆうゆう 

戸田市（(社福)戸田わか

くさ会） 
本町 5-11-12 平 14.4.1 20

 

 ■障害福祉サービス事業所（多機能型） 

施設名 
設置主体及び経営主体

（ ）内は指定管理者
所在地 開設年月日 定員 

わかくさ (社福)戸田わかくさ会 新曽 1321-1 平 2.9.1 

生活介護

：16 

就労継続

支援Ｂ型

：10 

戸田市立福祉作業所 

かがやき 

戸田市（(社福)戸田わか

くさ会） 
笹目 2-9-1 平 20.4.1 

就労移行

支援：6 

就労継続

支援Ｂ型

：20 
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 ■障害福祉サービス事業所（グループホーム・ケアホーム） 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

若竹ホーム （医）髙仁会 
美女木 6－17－9

他 13 ヶ所 
平 18.10.1 5

ケアホーム下笹目 （社福）戸田わかくさ会
笹目 8－1－26 

下笹目住宅 1階 
平 22.4.1. 10

グリーングラス上戸田 （社福）戸田わかくさ会 上戸田 1－16－4 平 23.3.15 7

 

 ■身体障害者福祉センターＢ型 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田市立心身障害者 

福祉センター 
戸田市 川岸 2-4-8 昭 61. 7. 1 -

 

 ■地域活動支援センター 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

やすらぎ亭 （医）髙仁会 新曽南 3-3-13  平 11.7.1  10

地域活動支援センター 

ハーモニー 

(特非)埼玉こころのか

け橋 

上戸田 5-7-3 サン

ローゼ戸田 301  
平 17.4.1  25

地域活動支援センター 

シンフォニー 

(特非)埼玉こころのか

け橋 

上戸田 5-7-3 サン

ローゼ戸田 103  
平 23.4.1  10

 

７-４ 児童福祉施設 
 

 ■児童センター 

施設名 
設置主体及び経営主体

（ ）内は指定管理者
所在地 開設年月日 定員 

戸田市立児童センター 戸田市（㈱こどもの森） 笹目 2-19-14 平 5. 4. 29 -

児童発達支援センター 

あすなろ学園 
(社福)戸田蕨福祉会 美女木 4-27-13 昭 53. 4. 1 40

 

■児童発達支援事業・放課後等デイサービス 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

コクーンファミリール

ーム 
(特非)繭 

上戸田 3-25-15 

細井マンション1F
平 20. 7. 1 20

児童デイサービス 

あさひ丸戸田 

(有)あさひ福祉サービ

ス 

笹目 5-2-31 

カーサ・デ・チャ

ルカ 1F 

平 24. 3. 1 10

ありのまんま (株)生きいき 
下前 1-9-2 パール

ハイツ 101 
平 24.11. 1 10
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 ■保育所 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

下戸田保育園 戸田市 下前 2-9-22  昭 28. 4. 18 100

新曽保育園 戸田市 新曽 1835-1  昭 30. 4. 1 120

上戸田保育園 戸田市 上戸田 2-18-5  昭 43. 6. 1 90

喜沢南保育園 戸田市 喜沢南 2-6-3  昭 47. 5. 1 106

笹目東保育園 戸田市 笹目 1-37-14  昭 48. 5. 1 100

上戸田南保育園 戸田市 本町 5-11-11  昭 49.10. 1 100

新曽南保育園 戸田市 新曽南 2-15-38  昭 54. 5. 1 106

笹目川保育園 戸田市 笹目 2-5-5  平 11. 4.19 120

きざわ保育園 (社福)きざわ保育園 喜沢 2-33-5  昭 37.10. 1 90

ささめ保育園 (社福)普門会 笹目 6-5-4  昭 37. 4. 1 90

あけぼの保育園 (社福)あけぼの会 美女木 2-1-7  昭 51. 5. 1 60

戸田公園駅前さくら草保育園 (社福)さきたま会 本町 2-10-12  平 16. 4. 1 90

戸田駅前保育所 (財)鉄道弘済会 新曽 213-4  平 16. 4. 1 60

戸田こども園 (社福)じろう会 上戸田 1-23-8  平 18. 4. 1 90

北戸田Ｊキッズステーション (社福)桑の実会 新曽 1474-2  平 20. 4. 1 90

戸田駅前さくら草保育園 (社福)さきたま会 新曽 821-3  平 21. 4. 1 120

桑の実戸田公園保育園 (社福)桑の実会 上戸田 5-18-7  平 23. 4. 1 90

とだ虹保育園 (社福)日の出福祉会 川岸 3-9-22  平 23. 9. 1 100

太陽の子下戸田保育園 長谷川興産(株) 下戸田 2-19-18  平 24. 4. 1 75

(新設)げんき保育園 (社福)げんき保育園 新曽 297-3 平 25. 4. 1 90

(新設)太陽の子新曽北保育園 長谷川興産(株) 新曽 1575 平 25. 4. 1 66

 

 ■母子生活支援施設 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

母子生活支援施設 

むつみ荘 
（社福）むつみ会 本町 2-14-34 昭 57. 4. 1  25

   ※H25.10 より新曽 1191-8 に移転予定(母子生活支援施設 定員 20、保育園 定員 50、病後児保育室 定員 5) 

 

 ■児童福祉法第 36 条に規定する助産施設（保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院 

助産を受けることができない妊産婦を入院させて助産を受けさせることを目的とする施設。） 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田中央産院 （医）社団東光会 上戸田 2-26-3 昭 60. 3.28  5

  

 

 

 

 

 

 



 

130

７-５ 福祉事務所等 
 

 ■福祉事務所 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田市福祉事務所 戸田市 上戸田 1-18-1 - -

 

 ■福祉保健センター 

施設名 設置主体及び経営主体 所在地 開設年月日 定員 

戸田市福祉保健センター 戸田市 大字上戸田 5-6 平 23. 4. 1  -
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資料８ 第２期計画の取組みと課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎
予

定
ど

お
り

進
ん

で
い

る
か

、
予

定
以

上
の

成
果

が
あ

が
っ

て
い

る
○

お
お

む
ね

計
画

ど
お

り
進

ん
で

い
る

△
計

画
よ

り
遅

れ
て

い
る

×
進

捗
し

て
い

な
い

整
理

番
号

計
画

書
ペ

ー
ジ

項
目

取
組

進
捗

状
況

調
査

先
評

価
備

考

1
2
8

(1
)-

①

次
世

代
の

育
成

に
向

け
て

、
地

域
の

こ
ど

も
達

が
「小

さ
な

市
民

」と
し

て
自

覚
し

、
自

信
を

も
っ

て
お

と
な

（市
民

）へ
と

自
立

す
る

意
識

を
育

て
る

と
と

も
に

、
要

援
護

者
を

は
じ

め
、

だ
れ

も
が

健
康

で
い

き
い

き
と

社
会

参
加

し
、

生
き

が
い

を
持

っ
て

地
域

で
生

活
で

き
る

環
境

と
文

化
の

育
成

を
図

り
ま

す
。

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

に
て

、
子

ど
も

に
関

わ
る

機
関

の
代

表
者

が
集

ま
る

機
会

を
年

に
１

度
設

け
て

い
る

。
そ

れ
ぞ

れ
の

機
関

が
連

携
し

、
児

童
虐

待
防

止
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
構

築
し

て
い

る
。

こ
ど

も
家

庭
課

○
→

2
2
8

(1
)-

②

市
が

、
“措

置
”と

し
て

市
民

に
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

方
法

か
ら

、
市

民
が

自
ら

選
ん

で
利

用
す

る
“契

約
”
へ

移
行

し
、

利
用

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

や
提

供
者

も
多

様
化

し
て

い
ま

す
。

利
用

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

、
利

用
方

法
な

ど
制

度
に

つ
い

て
積

極
的

に
知

識
を

得
る

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
を

評
価

す
る

消
費

者
意

識
の

高
揚

を
促

進
し

ま
す

。

広
報

、
チ

ラ
シ

で
お

知
ら

せ
す

る
他

、
老

人
ク

ラ
ブ

に
チ

ラ
シ

を
配

布
し

、
消

費
者

意
識

の
高

揚
に

努
め

て
い

る
。

ま
た

、
困

り
ご

と
の

相
談

窓
口

と
し

て
、

市
内

3か
所

の
相

談
支

援
事

業
所

へ
の

委
託

を
行

い
、

利
用

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
や

方
法

な
ど

の
制

度
に

つ
い

て
、

提
案

を
す

る
体

制
を

整
え

て
い

る
。

更
に

、
法

改
正

な
ど

が
あ

っ
た

場
合

に
、

市
広

報
や

課
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

を
活

用
し

、
周

知
を

図
っ

て
い

る
。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

○
→

3
2
8

(1
)-

③

子
ど

も
や

高
齢

者
、

障
害

者
は

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
に

参
加

す
る

こ
と

を
望

ん
で

お
り

、
よ

り
豊

か
な

人
間

関
係

づ
く
り

と
し

て
、

子
ど

も
や

親
、

高
齢

者
や

障
害

者
同

士
が

お
互

い
に

交
流

、
協

力
し

、
助

け
合

う
関

係
づ

く
り

と
と

も
に

、
地

域
で

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

へ
の

参
加

機
会

の
充

実
を

促
進

し
ま

す
。

支
部

活
動

で
の

様
々

な
事

業
を

通
し

て
地

域
内

で
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

募
集

及
び

人
材

発
掘

を
行

っ
て

い
る

。
社

協
◎

↑

4
2
9

(1
)-

④

市
と

市
民

と
事

業
者

と
が

対
等

の
立

場
で

連
携

・協
力

し
な

が
ら

地
域

福
祉

を
推

進
で

き
る

よ
う

、
計

画
づ

く
り

の
共

同
作

業
や

実
際

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
な

ど
を

通
し

て
、

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

意
識

の
確

立
を

図
り

ま
す

。

第
３

期
地

域
福

祉
活

動
計

画
の

策
定

（Ｈ
２

４
年

度
）に

お
い

て
市

と
市

民
の

協
働

に
よ

り
実

施
し

て
い

く
。

社
協

○
→

5
2
9

(1
)-

⑤
福

祉
サ

ロ
ン

活
動

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
の

進
め

方
な

ど
、

市
民

が
望

む
テ

ー
マ

を
中

心
と

し
て

、
市

民
福

祉
カ

レ
ッ

ジ
（大

学
）事

業
を

継
続

し
ま

す
。

生
涯

学
習

課
で

実
施

し
て

い
る

出
前

講
座

や
市

民
大

学
等

に
発

展
的

に
解

消
し

て
い

る
。

福
祉

総
務

課
○

×

6
2
9

(2
)-

①
い

ざ
と

い
う

と
き

に
市

民
が

自
ら

判
断

し
、

効
果

的
に

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
で

き
る

よ
う

、
利

用
者

の
立

場
に

立
っ

て
、

分
野

や
機

関
な

ど
を

超
え

て
、

総
合

的
に

地
域

福
祉

情
報

の
提

供
を

図
り

ま
す

。

随
時

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・市

民
活

動
の

情
報

誌
に

掲
載

依
頼

を
行

っ
て

い
る

。
ま

た
掲

載
依

頼
の

あ
っ

た
町

会
・自

治
会

事
業

に
つ

い
て

は
、

随
時

社
会

福
祉

協
議

会
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

掲
載

し
て

い
る

。

社
協

○
→

7
2
9

(2
)-

①
パ

ソ
コ

ン
な

ど
を

利
用

し
な

い
人

や
、

視
覚

障
害

、
聴

覚
障

害
の

あ
る

高
齢

者
・障

害
者

の
情

報
格

差
を

補
う

方
法

を
検

討
し

ま
す

。

耳
の

聴
こ

え
の

悪
い

高
齢

者
が

窓
口

で
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

ス
ム

ー
ズ

に
行

え
る

よ
う

に
補

聴
器

を
購

入
す

る
。

障
害

者
自

立
支

援
法

に
よ

る
日

常
生

活
用

具
給

付
等

事
業

に
お

い
て

、
情

報
・意

思
疎

通
用

具
の

給
付

を
助

成
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
支

援
と

し
て

、
聴

覚
障

害
者

に
向

け
た

、
手

話
通

訳
者

や
要

約
筆

記
者

を
派

遣
す

る
事

業
を

実
施

し
て

い
ま

す
。

更
に

心
身

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

点
訳

・
手

話
通

訳
・要

約
筆

記
に

つ
い

て
の

講
座

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

○
→

8
2
9

(2
)-

②

い
つ

で
も

、
だ

れ
で

も
、

地
域

福
祉

活
動

に
参

加
で

き
る

よ
う

、
情

報
提

供
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

特
に

、
地

域
に

馴
染

み
の

薄
い

若
い

市
民

に
対

し
、

戸
田

市
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
（T

O
M

A
T
O

）
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

な
ど

を
活

用
し

た
、

双
方

向
型

の
情

報
提

供
を

充
実

し
ま

す
。

ま
た

、
今

後
の

メ
デ

ィ
ア

の
進

歩
に

応
じ

た
情

報
提

供
手

法
を

検
討

し
ま

す
。

現
在

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

だ
よ

り
と

し
て

発
行

し
て

い
る

「I
 h

av
e

ad
re

am
」は

、
社

会
福

祉
協

議
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

掲
載

の
他

、
戸

田
市

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

サ
イ

ト
登

録
者

へ
の

メ
ー

ル
配

信
も

行
っ

て
い

る
。

メ
ー

ル
に

よ
る

問
合

せ
に

対
し

て
も

サ
イ

ト
管

理
者

を
通

し
て

対
応

し
て

い
る

。

社
協

◎
→

第
２

期
戸

田
市

地
域

福
祉

計
画

進
捗

状
況

調
査

票
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1
8

3
1

(1
)-

②
市

民
に

開
か

れ
た

共
同

財
産

（
オ

ー
プ

ン
・リ

ソ
ー

ス
）と

し
て

、
市

、
地

域
住

民
、

事
業

者
、

施
設

利
用

者
な

ど
が

連
携

し
て

公
共

・
公

益
施

設
の

活
用

方
法

を
検

討
し

ま
す

。

第
３

次
計

画
策

定
過

程
に

お
い

て
、

引
き

続
き

計
画

に
入

れ
る

か
検

討
い

た
し

た
い

。
福

祉
総

務
課

×
→

1
9

3
1

(1
)-

③
住

民
に

と
っ

て
身

近
な

町
会

・
自

治
会

会
館

を
子

ど
も

や
母

親
、

高
齢

者
、

障
害

者
な

ど
の

居
場

所
と

な
る

「福
祉

サ
ロ

ン
」と

し
て

活
用

で
き

る
よ

う
支

援
を

図
り

ま
す

。

市
内

41
支

部
で

月
1回

～
2
回

の
ふ

れ
あ

い
サ

ロ
ン

や
子

育
て

サ
ロ

ン
を

各
町

会
会

館
で

実
施

し
て

い
る

。
社

協
◎

→

2
0

3
2

(1
)-

④

子
ど

も
の

多
様

な
遊

び
場

（
友

達
と

自
由

に
遊

べ
る

場
、

小
動

物
の

飼
育

や
木

登
り

、
水

遊
び

、
球

技
な

ど
）や

活
動

場
所

・居
場

所
（中

高
生

も
利

用
で

き
る

施
設

、
音

楽
や

ス
ポ

ー
ツ

な
ど

の
自

主
的

な
活

動
の

場
な

ど
）が

不
足

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
学

校
、

公
園

や
空

き
地

、
こ

ど
も

の
国

、
児

童
セ

ン
タ

ー
、

青
少

年
会

館
な

ど
の

有
効

活
用

を
め

ざ
し

ま
す

。

戸
田

公
園

駅
前

に
「青

少
年

の
広

場
」
を

設
置

し
、

ミ
ニ

バ
ス

ケ
を

は
じ

め
多

様
な

遊
び

に
対

応
す

る
場

を
確

保
し

た
。

運
営

に
つ

い
て

も
、

利
用

者
の

自
主

性
を

尊
重

す
る

よ
う

に
配

慮
し

て
い

る
。

指
導

課
・児

童
青

少
年

課
◎

→

2
1

3
2

(1
)-

⑤

老
朽

化
が

進
む

上
戸

田
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

再
整

備
を

は
じ

め
、

老
人

い
こ

い
の

室
や

公
民

館
、

支
所

な
ど

の
機

能
が

中
心

で
あ

る
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て
、

福
祉

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

や
地

域
の

福
祉

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
拠

点
と

し
て

充
実

を
図

り
ま

す
。

上
戸

田
福

祉
セ

ン
タ

ー
再

整
備

計
画

を
策

定
し

、
今

後
の

方
向

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

福
祉

総
務

課
○

↑

2
2

3
2

(1
)-

⑥
学

校
や

福
祉

施
設

な
ど

地
域

防
災

活
動

の
拠

点
で

あ
る

公
共

施
設

に
つ

い
て

、
子

ど
も

や
障

害
者

、
高

齢
者

な
ど

、
災

害
時

要
援

護
者

の
視

点
か

ら
機

能
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー

を
開

設
し

、
福

祉
避

難
所

と
し

て
活

用
で

き
る

よ
う

に
整

備
し

た
。

福
祉

総
務

課
◎

→

2
3

3
2

(2
)-

①

社
協

支
部

が
中

心
と

な
り

、
町

会
・
自

治
会

会
館

や
高

齢
者

施
設

、
民

間
施

設
な

ど
を

利
用

し
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
協

力
を

え
て

、
子

ど
も

や
母

親
、

高
齢

者
や

障
害

者
な

ど
の

居
場

所
と

な
る

「福
祉

サ
ロ

ン
」活

動
の

促
進

を
図

り
ま

す
。

市
内

41
支

部
で

月
1回

～
2
回

の
ふ

れ
あ

い
サ

ロ
ン

や
子

育
て

サ
ロ

ン
を

各
町

会
会

館
で

実
施

。
子

育
て

サ
ロ

ン
で

は
、

社
協

登
録

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

を
始

め
と

し
た

地
域

子
育

て
の

先
輩

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
協

力
を

得
て

読
み

聞
か

せ
や

手
遊

び
等

を
行

い
、

子
ど

も
の

遊
び

場
及

び
母

親
の

情
報

交
換

の
場

と
な

っ
て

い
る

。

社
協

◎
→

2
4

3
2

(2
)-

②
地

域
福

祉
活

動
の

重
点

的
な

課
題

と
し

て
、

「子
育

て
サ

ロ
ン

」
の

充
実

を
図

り
、

子
ど

も
と

親
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

（仲
間

）づ
く
り

を
促

進
し

ま
す

。

支
部

活
動

の
一

環
と

し
て

、
子

育
て

サ
ロ

ン
の

運
営

を
支

援
し

、
子

育
て

世
代

の
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

へ
の

参
加

の
き

っ
か

け
作

り
、

ま
た

子
育

て
世

代
の

方
が

同
じ

地
域

内
で

交
流

で
き

る
場

を
提

供
し

て
い

る
。

社
協

◎
↑

2
5

3
2

(2
)-

②
ま

た
、

働
き

方
の

見
直

し
と

あ
わ

せ
て

、
男

性
の

子
育

て
へ

の
参

加
を

促
進

し
、

男
女

で
つ

く
る

子
育

て
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

を
促

進
し

ま
す

。

ビ
リ

ー
ブ

メ
ン

ズ
セ

ミ
ナ

ー
と

題
し

、
男

性
の

家
事

参
加

を
目

指
し

た
料

理
講

座
や

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
講

座
を

各
年

１
回

程
度

実
施

し
て

い
る

。
ま

た
、

子
育

て
サ

ロ
ン

を
土

曜
日

開
催

に
し

、
男

性
の

参
加

を
促

す
支

部
も

出
て

き
て

い
る

。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
・社

協
◎

→

2
6

3
2

(2
)-

③

子
ど

も
か

ら
高

齢
者

ま
で

、
要

援
護

者
も

参
加

で
き

る
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

や
趣

味
や

文
化

な
ど

の
ク

ラ
ブ

活
動

を
推

進
し

、
働

き
盛

り
の

世
代

の
忙

し
い

男
性

な
ど

を
含

め
て

、
だ

れ
で

も
い

つ
で

も
参

加
で

き
る

ク
ラ

ブ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

を
促

進
し

ま
す

。

芦
原

地
区

総
合

型
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

で
は

、
幅

広
い

年
代

で
み

ん
な

で
楽

し
く
ス

ポ
ー

ツ
（
ミ

ニ
テ

ニ
ス

・
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
）
を

す
る

た
め

、
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
・
新

曽
中

体
育

館
・芦

原
小

ア
リ

ー
ナ

で
活

動
を

し
て

い
る

。
今

後
、

フ
ラ

イ
ン

グ
デ

ィ
ス

ク
等

新
し

い
競

技
種

目
を

取
り

入
れ

参
加

者
を

増
や

し
、

ク
ラ

ブ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

を
促

進
し

て
い

く
。

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
◎

→

2
7

3
2

(2
)-

④

老
人

会
や

障
害

者
団

体
へ

の
参

加
率

が
低

い
こ

と
か

ら
、

地
域

で
高

齢
者

や
障

害
者

が
お

互
い

に
顔

見
知

り
に

な
る

機
会

を
増

や
す

た
め

、
高

齢
者

・
障

害
者

サ
ロ

ン
や

健
康

サ
ロ

ン
、

趣
味

な
ど

の
ク

ラ
ブ

・
サ

ー
ク

ル
活

動
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

な
ど

の
取

組
み

を
促

進
し

ま
す

。

老
人

ク
ラ

ブ
の

活
動

等
の

取
組

を
支

援
し

て
い

る
。

社
会

福
祉

協
議

会
に

お
い

て
も

「ふ
れ

あ
い

サ
ロ

ン
」
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

心
身

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

サ
ロ

ン
活

動
や

身
体

障
害

者
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
事

業
、

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
講

座
、

心
身

障
害

児
対

象
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

◎
→

2
8

3
2

(3
)-

①

ご
近

所
で

の
子

ど
も

の
時

か
ら

の
挨

拶
や

声
か

け
、

伝
統

行
事

や
祭

り
、

イ
ベ

ン
ト

な
ど

を
通

し
て

地
域

で
子

ど
も

や
若

者
、

子
育

て
中

の
主

婦
、

高
齢

者
や

障
害

者
、

在
住

外
国

人
な

ど
が

孤
立

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

町
会

・自
治

会
の

社
協

支
部

活
動

の
促

進
を

図
り

ま
す

。

支
部

で
の

地
域

交
流

事
業

や
世

代
間

交
流

事
業

の
実

施
を

支
援

し
て

い
る

。
ま

た
、

ま
ご

こ
ろ

こ
ど

も
塾

を
実

施
し

、
子

ど
も

と
地

域
住

民
と

の
ふ

れ
あ

い
の

場
と

な
っ

て
い

る
。

社
協

○
→
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1
8

3
1

(1
)-

②
市

民
に

開
か

れ
た

共
同

財
産

（
オ

ー
プ

ン
・リ

ソ
ー

ス
）と

し
て

、
市

、
地

域
住

民
、

事
業

者
、

施
設

利
用

者
な

ど
が

連
携

し
て

公
共

・
公

益
施

設
の

活
用

方
向

を
検

討
し

ま
す

。

第
３

次
計

画
策

定
過

程
に

お
い

て
、

引
き

続
き

計
画

に
入

れ
る

か
検

討
い

た
し

た
い

。
福

祉
総

務
課

×
→

1
9

3
1

(1
)-

③
住

民
に

と
っ

て
身

近
な

町
会

・
自

治
会

会
館

を
子

ど
も

や
母

親
、

高
齢

者
、

障
害

者
な

ど
の

居
場

所
と

な
る

「福
祉

サ
ロ

ン
」と

し
て

活
用

で
き

る
よ

う
支

援
を

図
り

ま
す

。

市
内

41
支

部
で

月
1回

～
2
回

の
ふ

れ
あ

い
サ

ロ
ン

や
子

育
て

サ
ロ

ン
を

各
町

会
会

館
で

実
施

し
て

い
る

。
社

協
◎

→

2
0

3
2

(1
)-

④

子
ど

も
の

多
様

な
遊

び
場

（
友

達
と

自
由

に
遊

べ
る

場
、

小
動

物
の

飼
育

や
木

登
り

、
水

遊
び

、
球

技
な

ど
）や

活
動

場
所

・居
場

所
（中

高
生

も
利

用
で

き
る

施
設

、
音

楽
や

ス
ポ

ー
ツ

な
ど

の
自

主
的

な
活

動
の

場
な

ど
）が

不
足

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
学

校
、

公
園

や
空

き
地

、
こ

ど
も

の
国

、
児

童
セ

ン
タ

ー
、

青
少

年
会

館
な

ど
の

有
効

活
用

を
め

ざ
し

ま
す

。

戸
田

公
園

駅
前

に
「青

少
年

の
広

場
」
を

設
置

し
、

ミ
ニ

バ
ス

ケ
を

は
じ

め
多

様
な

遊
び

に
対

応
す

る
場

を
確

保
し

た
。

運
営

に
つ

い
て

も
、

利
用

者
の

自
主

性
を

尊
重

す
る

よ
う

に
配

慮
し

て
い

る
。

指
導

課
・児

童
青

少
年

課
◎

→

2
1

3
2

(1
)-

⑤

老
朽

化
が

進
む

上
戸

田
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

再
整

備
を

は
じ

め
、

老
人

い
こ

い
の

室
や

公
民

館
、

支
所

な
ど

の
機

能
が

中
心

で
あ

る
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て
、

福
祉

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

や
地

域
の

福
祉

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
拠

点
と

し
て

充
実

を
図

り
ま

す
。

上
戸

田
福

祉
セ

ン
タ

ー
再

整
備

計
画

を
策

定
し

、
今

後
の

方
向

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

福
祉

総
務

課
○

↑

2
2

3
2

(1
)-

⑥
学

校
や

福
祉

施
設

な
ど

地
域

防
災

活
動

の
拠

点
で

あ
る

公
共

施
設

に
つ

い
て

、
子

ど
も

や
障

害
者

、
高

齢
者

な
ど

、
災

害
時

要
援

護
者

の
視

点
か

ら
機

能
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー

を
開

設
し

、
福

祉
避

難
所

と
し

て
活

用
で

き
る

よ
う

に
整

備
し

た
。

福
祉

総
務

課
◎

→

2
3

3
2

(2
)-

①

社
協

支
部

が
中

心
と

な
り

、
町

会
・
自

治
会

会
館

や
高

齢
者

施
設

、
民

間
施

設
な

ど
を

利
用

し
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
協

力
を

え
て

、
子

ど
も

や
母

親
、

高
齢

者
や

障
害

者
な

ど
の

居
場

所
と

な
る

「福
祉

サ
ロ

ン
」活

動
の

促
進

を
図

り
ま

す
。

市
内

41
支

部
で

月
1回

～
2
回

の
ふ

れ
あ

い
サ

ロ
ン

や
子

育
て

サ
ロ

ン
を

各
町

会
会

館
で

実
施

。
子

育
て

サ
ロ

ン
で

は
、

社
協

登
録

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

を
始

め
と

し
た

地
域

子
育

て
の

先
輩

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
協

力
を

得
て

読
み

聞
か

せ
や

手
遊

び
等

を
行

い
、

子
ど

も
の

遊
び

場
及

び
母

親
の

情
報

交
換

の
場

と
な

っ
て

い
る

。

社
協

◎
→

2
4

3
2

(2
)-

②
地

域
福

祉
活

動
の

重
点

的
な

課
題

と
し

て
、

「子
育

て
サ

ロ
ン

」
の

充
実

を
図

り
、

子
ど

も
と

親
の

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

（仲
間

）づ
く
り

を
促

進
し

ま
す

。

支
部

活
動

の
一

環
と

し
て

、
子

育
て

サ
ロ

ン
の

運
営

を
支

援
し

、
子

育
て

世
代

の
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

へ
の

参
加

の
き

っ
か

け
作

り
、

ま
た

子
育

て
世

代
の

方
が

同
じ

地
域

内
で

交
流

で
き

る
場

を
提

供
し

て
い

る
。

社
協

◎
↑

2
5

3
2

(2
)-

②
ま

た
、

働
き

方
の

見
直

し
と

あ
わ

せ
て

、
男

性
の

子
育

て
へ

の
参

加
を

促
進

し
、

男
女

で
つ

く
る

子
育

て
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

を
促

進
し

ま
す

。

ビ
リ

ー
ブ

メ
ン

ズ
セ

ミ
ナ

ー
と

題
し

、
男

性
の

家
事

参
加

を
目

指
し

た
料

理
講

座
や

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
講

座
を

各
年

１
回

程
度

実
施

し
て

い
る

。
ま

た
、

子
育

て
サ

ロ
ン

を
土

曜
日

開
催

に
し

、
男

性
の

参
加

を
促

す
支

部
も

出
て

き
て

い
る

。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
・社

協
◎

→

2
6

3
2

(2
)-

③

子
ど

も
か

ら
高

齢
者

ま
で

、
要

援
護

者
も

参
加

で
き

る
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

や
趣

味
や

文
化

な
ど

の
ク

ラ
ブ

活
動

を
推

進
し

、
働

き
盛

り
の

世
代

の
忙

し
い

男
性

な
ど

を
含

め
て

、
だ

れ
で

も
い

つ
で

も
参

加
で

き
る

ク
ラ

ブ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

を
促

進
し

ま
す

。

芦
原

地
区

総
合

型
地

域
ス

ポ
ー

ツ
ク

ラ
ブ

で
は

、
幅

広
い

年
代

で
み

ん
な

で
楽

し
く
ス

ポ
ー

ツ
（
ミ

ニ
テ

ニ
ス

・
バ

ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル
）
を

す
る

た
め

、
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
・
新

曽
中

体
育

館
・芦

原
小

ア
リ

ー
ナ

で
活

動
を

し
て

い
る

。
今

後
、

フ
ラ

イ
ン

グ
デ

ィ
ス

ク
等

新
し

い
競

技
種

目
を

取
り

入
れ

参
加

者
を

増
や

し
、

ク
ラ

ブ
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

を
促

進
し

て
い

く
。

文
化

ス
ポ

ー
ツ

課
◎

→

2
7

3
2

(2
)-

④

老
人

会
や

障
害

者
団

体
へ

の
参

加
率

が
低

い
こ

と
か

ら
、

地
域

で
高

齢
者

や
障

害
者

が
お

互
い

に
顔

見
知

り
に

な
る

機
会

を
増

や
す

た
め

、
高

齢
者

・
障

害
者

サ
ロ

ン
や

健
康

サ
ロ

ン
、

趣
味

な
ど

の
ク

ラ
ブ

・
サ

ー
ク

ル
活

動
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

な
ど

の
取

組
み

を
促

進
し

ま
す

。

老
人

ク
ラ

ブ
の

活
動

等
の

取
組

を
支

援
し

て
い

る
。

社
会

福
祉

協
議

会
に

お
い

て
も

「ふ
れ

あ
い

サ
ロ

ン
」
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

心
身

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

サ
ロ

ン
活

動
や

身
体

障
害

者
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
事

業
、

障
害

者
ス

ポ
ー

ツ
講

座
、

心
身

障
害

児
対

象
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

◎
→

2
8

3
2

(3
)-

①

ご
近

所
で

の
子

ど
も

の
時

か
ら

の
挨

拶
や

声
か

け
、

伝
統

行
事

や
祭

り
、

イ
ベ

ン
ト

な
ど

を
通

し
て

地
域

で
子

ど
も

や
若

者
、

子
育

て
中

の
主

婦
、

高
齢

者
や

障
害

者
、

在
住

外
国

人
な

ど
が

孤
立

す
る

こ
と

が
な

い
よ

う
、

町
会

・自
治

会
の

社
協

支
部

活
動

の
促

進
を

図
り

ま
す

。

支
部

で
の

地
域

交
流

事
業

や
世

代
間

交
流

事
業

の
実

施
を

支
援

し
て

い
る

。
ま

た
、

ま
ご

こ
ろ

こ
ど

も
塾

を
実

施
し

、
子

ど
も

と
地

域
住

民
と

の
ふ

れ
あ

い
の

場
と

な
っ

て
い

る
。

社
協

○
→
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2
9

3
3

(3
)-

②

子
育

て
を

通
じ

て
、

若
い

世
代

や
新

し
い

住
民

、
働

き
盛

り
の

勤
労

者
、

障
害

者
や

子
ど

も
な

ど
が

町
会

・自
治

会
活

動
や

社
協

支
部

活
動

に
参

加
し

、
活

発
に

交
流

で
き

る
よ

う
、

情
報

提
供

や
イ

ベ
ン

ト
な

ど
の

充
実

を
促

進
し

ま
す

。

子
育

て
サ

ロ
ン

等
支

部
活

動
に

関
す

る
チ

ラ
シ

を
作

成
し

町
会

内
で

回
覧

を
行

っ
た

り
、

社
協

Ｈ
Ｐ

を
活

用
し

て
の

情
報

提
供

を
行

っ
て

い
る

。
社

協
○

→

3
0

3
3

(3
)-

③

通
学

時
の

子
ど

も
の

安
全

確
保

や
子

ど
も

へ
の

犯
罪

防
止

の
た

め
、

保
護

者
や

社
協

支
部

と
連

携
し

、
通

学
路

の
見

守
り

や
防

犯
パ

ト
ロ

ー
ル

な
ど

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、

犯
罪

や
交

通
事

故
か

ら
子

ど
も

が
自

分
自

身
を

守
る

力
を

つ
け

る
（エ

ン
パ

ワ
ー

メ
ン

ト
）取

組
み

を
促

進
し

ま
す

。
ま

た
、

い
じ

め
や

虐
待

、
引

き
こ

も
り

な
ど

の
防

止
に

向
け

て
、

地
域

か
ら

の
交

流
な

ど
の

取
組

み
を

促
進

し
ま

す
。

学
校

応
援

団
に

よ
る

、
通

学
路

の
見

守
り

を
お

こ
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

各
学

校
で

の
交

通
安

全
教

室
を

実
施

し
て

い
る

。
民

生
委

員
・児

童
委

員
に

よ
る

こ
ど

も
見

守
り

隊
見

守
り

活
動

を
行

っ
て

い
る

。
子

ど
も

見
守

り
事

業
を

通
し

て
、

声
か

け
（あ

い
さ

つ
）運

動
や

交
通

安
全

指
導

の
場

と
な

っ
て

い
る

。

指
導

課
・福

祉
総

務
課

・社
協

○
→

3
1

3
3

(3
)-

④

子
ど

も
の

自
立

に
向

け
て

、
子

ど
も

た
ち

が
地

域
で

様
々

な
自

主
的

な
取

組
み

（祭
り

、
通

学
合

宿
や

学
校

合
宿

、
キ

ャ
ン

プ
な

ど
）や

体
験

（職
業

体
験

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
体

験
な

ど
）を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
地

域
で

の
活

動
を

支
援

し
ま

す
。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

の
活

動
を

、
や

さ
し

い
ま

ち
づ

く
り

応
援

助
成

金
、

市
民

活
動

助
成

金
を

交
付

す
る

こ
と

で
支

援
し

て
い

る
。

児
童

青
少

年
課

福
祉

総
務

課
○

→

3
2

3
3

(3
)-

⑤
小

・中
学

生
が

参
加

し
た

い
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
で

は
、

ま
つ

り
や

イ
ベ

ン
ト

が
４

０
％

近
く
あ

り
、

地
域

の
市

民
と

し
て

、
子

ど
も

の
主

体
性

や
役

割
の

あ
る

イ
ベ

ン
ト

・
祭

り
を

支
援

し
ま

す
。

地
域

通
貨

を
用

い
た

子
供

向
け

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
お

店
探

検
隊

を
、

ふ
る

さ
と

祭
り

等
で

実
施

し
て

い
る

。
ふ

る
さ

と
祭

り
で

は
、

当
日

の
運

営
及

び
清

掃
に

関
す

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
な

ど
で

市
民

参
加

を
促

し
て

い
る

。
今

後
も

、
市

民
が

参
加

し
や

す
い

お
祭

り
に

な
る

よ
う

、
参

加
の

機
会

を
増

や
し

て
い

き
た

い
。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
・社

協
○

→

3
3

3
3

(3
)-

⑥
地

域
で

の
「健

康
サ

ロ
ン

」
な

ど
の

取
組

み
を

促
進

し
、

生
活

習
慣

病
の

予
防

・改
善

を
図

り
ま

す
。

社
協

支
部

で
リ

ズ
ム

体
操

を
推

進
し

、
高

齢
者

の
介

護
予

防
及

び
健

康
増

進
に

努
め

て
い

る
。

福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー

・社
協

◎
→

3
4

3
3

(3
)-

⑦

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

や
ま

ち
づ

く
り

活
動

に
参

加
し

た
い

高
齢

者
は

３
０

％
、

障
害

者
は

５
～

１
３

％
に

の
ぼ

っ
て

お
り

、
元

気
な

高
齢

者
・
障

害
者

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
へ

の
参

加
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

助
け

を
受

け
な

が
ら

で
も

自
ら

が
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
に

参
加

で
き

る
双

方
向

の
取

組
み

を
促

進
し

ま
す

。

老
人

ク
ラ

ブ
等

の
会

議
に

お
い

て
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
関

す
る

活
動

内
容

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
募

集
を

紹
介

し
て

い
る

。
ま

た
、

心
身

障
害

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
は

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
養

成
講

座
を

実
施

し
て

い
る

。
ま

た
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

へ
の

参
加

や
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
助

け
を

希
望

す
る

際
に

は
、

戸
田

市
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
を

案
内

し
て

い
る

。
毎

年
実

施
し

て
い

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ミ
ナ

リ
ー

受
講

生
は

、
6
0代

の
シ

ニ
ア

が
中

心
に

な
っ

て
お

り
、

卒
業

後
も

グ
ル

ー
プ

で
活

動
し

た
り

、
O

B
会

で
会

員
同

士
の

交
流

を
行

っ
て

お
り

、
今

後
も

出
来

る
限

り
継

続
し

て
い

き
た

い
と

考
え

て
い

る
。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

・社
協

○
→

3
5

3
3

(3
)-

⑧

社
協

支
部

と
民

生
委

員
・児

童
委

員
、

市
の

関
係

各
課

と
の

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
要

援
護

者
の

見
守

り
や

福
祉

サ
ロ

ン
、

子
ど

も
の

遊
び

や
体

験
の

機
会

・活
動

の
場

づ
く
り

な
ど

、
多

様
な

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

グ
ル

ー
プ

づ
く
り

を
支

援
し

ま
す

。

社
協

支
部

を
中

心
に

、
小

学
生

の
間

を
利

用
し

て
昔

遊
び

の
体

験
や

地
域

住
民

と
の

交
流

を
目

的
と

し
た

夏
休

み
ま

ご
こ

ろ
子

ど
も

塾
を

実
施

し
て

い
る

。
社

協
○

→

3
6

3
3

(3
)-

⑨
震

災
や

水
害

の
時

に
、

市
の

関
係

各
課

が
協

力
し

、
社

協
支

部
で

の
災

害
時

要
援

護
者

の
情

報
伝

達
・避

難
・救

助
体

制
の

整
備

を
促

進
し

ま
す

。

東
日

本
大

震
災

を
教

訓
と

し
、

高
齢

者
、

障
害

者
、

要
介

護
者

等
の

住
ん

で
い

る
場

所
等

を
入

力
し

、
災

害
時

要
援

護
者

シ
ス

テ
ム

の
立

ち
上

げ
を

目
指

し
て

い
る

ほ
か

、
避

難
計

画
に

つ
い

て
も

検
討

し
て

い
る

。
福

祉
総

務
課

・社
協

◎
↑

3
7

3
3

(3
)-

⑩
社

会
福

祉
協

議
会

の
「支

部
活

動
活

性
化

事
業

」な
ど

を
支

援
し

、
優

れ
た

取
組

み
事

例
の

紹
介

・交
流

を
図

り
な

が
ら

、
全

町
会

・自
治

会
の

社
協

支
部

活
動

の
活

性
化

を
図

り
ま

す
。

市
は

、
町

会
を

と
お

し
て

支
部

活
動

活
性

化
事

業
を

支
援

し
て

お
り

、
社

協
で

は
、

活
動

支
援

の
為

の
セ

ミ
ナ

ー
・研

修
会

・情
報

交
換

会
等

を
行

い
事

例
紹

介
・交

流
を

は
か

っ
て

い
る

。
福

祉
総

務
課

・社
協

◎
→

3
8

3
3

(3
)-

⑪

「ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

」と
社

会
福

祉
協

議
会

の
「ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
」
が

連
携

し
、

地
域

福
祉

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

育
成

し
、

福
祉

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

と
町

会
・自

治
会

の
社

協
支

部
活

動
の

連
携

を
支

援
し

ま
す

。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

に
お

い
て

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

継
続

的
に

養
成

講
座

を
実

施
、

数
多

く
本

会
の

事
業

に
協

力
い

た
だ

い
て

い
る

。
社

協
○

↑
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3
9

3
4

(4
)-

①

「次
世

代
育

成
支

援
行

動
計

画
」「

高
齢

者
保

健
福

祉
計

画
・
介

護
保

険
事

業
計

画
」
「障

が
い

者
計

画
」や

、
「地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
計

画
」な

ど
と

の
連

携
を

図
り

、
子

ど
も

か
ら

高
齢

者
・
障

害
者

ま
で

集
う

市
民

の
福

祉
活

動
の

拠
点

と
し

て
、

福
祉

セ
ン

タ
ー

の
あ

り
方

と
活

用
方

法
を

検
討

し
ま

す
。

次
世

代
育

成
支

援
行

動
計

画
中

に
あ

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
の

活
動

を
、

福
祉

総
務

課
が

援
助

す
る

な
ど

連
携

を
図

っ
て

い
る

。
ま

た
、

上
戸

田
福

祉
セ

ン
タ

ー
再

整
備

基
本

計
画

策
定

委
員

会
に

各
課

か
ら

委
員

と
し

て
職

員
が

参
加

し
、

福
祉

セ
ン

タ
ー

の
あ

り
方

等
を

検
討

し
て

い
く
。

そ
の

ほ
か

、
介

護
予

防
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
り

、
福

祉
セ

ン
タ

ー
を

活
用

し
て

い
く
。

「障
が

い
者

計
画

」
に

お
い

て
は

、
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て
、

障
害

者
に

お
い

て
も

福
祉

活
動

の
拠

点
と

し
て

と
ら

え
、

障
害

者
の

利
用

へ
の

配
慮

な
ど

を
掲

げ
て

い
る

。
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
関

係
で

は
、

市
内

５
地

区
に

協
議

会
が

設
立

さ
れ

た
際

に
、

各
地

区
協

議
会

に
て

福
祉

セ
ン

タ
ー

の
活

用
方

法
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

く
予

定
で

あ
る

（調
整

中
）。

こ
ど

も
家

庭
課

・長
寿

福
祉

課
・

介
護

保
険

課
・障

害
福

祉
課

・コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
○

↑

4
0

3
4

(4
)-

②

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
地

域
福

祉
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（総

合
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
と

町
会

・自
治

会
と

の
連

携
の

調
整

役
）や

プ
レ

ー
リ

ー
ダ

ー
（
遊

び
の

イ
ン

ス
ト

ラ
ク

タ
ー

）
な

ど
の

配
置

を
検

討
し

、
社

会
福

祉
協

議
会

や
民

生
委

員
・
児

童
委

員
な

ど
と

連
携

し
、

市
民

の
地

域
福

祉
活

動
を

促
進

し
ま

す
。

第
3
期

地
域

福
祉

計
画

策
定

の
段

階
に

お
い

て
、

引
き

続
き

課
題

と
し

て
い

く
か

ど
う

か
検

討
す

る
。

福
祉

総
務

課
・社

協
×

→

4
1

3
4

(4
)-

③
各

地
区

で
活

動
す

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
や

社
協

支
部

、
福

祉
事

業
者

、
福

祉
施

設
や

市
が

連
携

し
、

各
地

区
の

特
性

に
あ

わ
せ

た
地

域
福

祉
活

動
の

活
性

化
を

促
進

し
ま

す
。

支
部

単
位

で
支

部
内

の
施

設
、

団
体

等
と

の
交

流
が

出
来

始
め

、
支

部
内

行
事

へ
の

参
加

や
協

力
を

得
て

い
る

。
社

協
○

→

4
2

3
4

(5
)-

①

本
市

は
、

市
や

外
郭

団
体

が
運

営
す

る
福

祉
施

設
が

多
く
、

保
育

所
や

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
、

障
害

者
施

設
な

ど
を

拠
点

と
し

て
、

子
育

て
中

の
保

護
者

や
高

齢
者

、
障

害
者

、
家

族
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

グ
ル

ー
プ

な
ど

が
気

軽
に

集
う

こ
と

の
で

き
る

居
場

所
「
福

祉
サ

ロ
ン

」づ
く
り

を
支

援
し

ま
す

。

高
齢

者
施

設
等

に
お

い
て

、
子

育
て

支
援

活
動

が
行

わ
れ

た
り

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
グ

ル
ー

プ
が

高
齢

者
と

い
っ

し
ょ

に
歌

を
う

た
っ

た
り

、
ピ

ア
ノ

演
奏

を
し

た
り

す
る

な
ど

の
活

動
な

ど
が

行
わ

れ
て

い
る

。
今

後
も

、
拡

大
で

き
る

よ
う

検
討

し
て

い
く
。

福
祉

総
務

課
○

→

4
3

3
4

(5
)-

②
戸

田
市

健
康

福
祉

の
杜

な
ど

に
お

い
て

「健
康

サ
ロ

ン
」
の

取
組

み
を

進
め

、
各

福
祉

セ
ン

タ
ー

や
町

会
・
自

治
会

会
館

な
ど

の
「
健

康
サ

ロ
ン

」と
の

連
携

を
図

り
ま

す
。

老
人

ク
ラ

ブ
の

活
動

等
の

取
組

を
支

援
し

て
い

る
。

社
会

福
祉

協
議

会
に

お
い

て
も

「ふ
れ

あ
い

サ
ロ

ン
」
が

実
施

さ
れ

て
い

る
。

長
寿

福
祉

課
○

→

4
4

3
4

(5
)-

③

祭
り

や
イ

ベ
ン

ト
、

施
設

公
開

・見
学

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ス

ク
ー

ル
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
受

け
入

れ
、

地
域

の
催

し
へ

の
参

加
な

ど
を

通
し

て
、

福
祉

施
設

と
地

域
の

児
童

・生
徒

や
住

民
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
交

流
す

る
機

会
を

増
や

し
、

地
域

で
お

互
い

に
助

け
合

う
福

祉
文

化
の

育
成

（地
域

の
ノ

ー
マ

ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
化

）を
図

り
ま

す
。

地
域

福
祉

祭
り

等
の

イ
ベ

ン
ト

で
は

、
市

内
の

福
祉

施
設

や
福

祉
団

体
へ

参
加

を
呼

び
掛

け
、

地
域

住
民

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
交

流
の

機
会

と
し

、
福

祉
に

関
し

て
市

民
の

一
層

の
理

解
を

図
っ

て
い

る
。

社
協

◎
→

4
5

3
4

(6
)-

①

駅
や

道
路

・歩
道

、
公

園
や

川
、

住
宅

や
防

災
、

福
祉

や
教

育
・文

化
施

設
な

ど
、

全
て

の
ま

ち
づ

く
り

を
見

直
し

、
子

ど
も

や
障

害
者

、
高

齢
者

な
ど

、
誰

も
が

外
出

し
や

す
い

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

の
ま

ち
づ

く
り

を
進

め
ま

す
。

埼
玉

県
福

祉
の

ま
ち

づ
く
り

条
例

を
案

内
す

る
な

ど
、

普
及

・啓
発

を
行

っ
て

い
る

。
障

害
福

祉
課

○
→

4
6

3
5

(6
)-

②

公
共

・公
益

施
設

を
だ

れ
も

が
利

用
で

き
る

よ
う

、
ｔｏ

ｃ
ｏ
バ

ス
な

ど
の

活
用

を
図

る
と

と
も

に
、

子
ど

も
や

障
害

者
、

高
齢

者
な

ど
が

安
全

に
施

設
を

利
用

で
き

る
よ

う
、

歩
道

や
遊

歩
道

、
ベ

ン
チ

な
ど

の
整

備
を

図
り

ま
す

。

ｔｏ
ｃ
ｏ
バ

ス
５

路
線

の
運

行
に

よ
っ

て
市

内
全

域
を

ほ
ぼ

カ
バ

ー
し

、
主

要
な

公
共

施
設

、
駅

、
病

院
等

を
結

ぶ
こ

と
で

、
交

通
弱

者
の

利
便

性
向

上
や

交
通

不
便

地
域

の
解

消
を

図
っ

た
。

ま
た

、
現

在
、

「戸
田

市
歩

行
者

・
自

転
車

道
路

網
整

備
計

画
」の

策
定

に
取

り
組

ん
で

お
り

、
今

後
、

本
計

画
に

沿
っ

て
安

全
で

快
適

な
歩

行
空

間
等

の
整

備
を

推
進

し
て

い
く
こ

と
と

し
て

い
る

。

防
犯

く
ら

し
交

通
課

・道
路

課
○

→

4
7

3
5

(6
)-

③

高
齢

者
や

視
覚

・聴
覚

障
害

者
を

は
じ

め
、

だ
れ

も
が

必
要

な
情

報
を

え
ら

れ
る

よ
う

、
情

報
伝

達
手

段
の

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

化
を

推
進

し
ま

す
。

特
に

、
地

域
の

協
力

に
よ

り
、

災
害

時
な

ど
の

情
報

提
供

体
制

の
整

備
を

図
り

ま
す

。

災
害

時
要

援
護

者
台

帳
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
て

い
る

。
今

後
、

情
報

提
供

に
つ

い
て

、
検

討
を

し
て

い
く
。

ま
た

、
「障

が
い

者
計

画
」の

推
進

に
お

い
て

、
手

話
通

訳
や

要
約

筆
記

、
音

声
コ

ー
ド

（Ｓ
Ｐ

コ
ー

ド
）
に

つ
い

て
、

周
知

を
図

っ
て

い
る

。
長

寿
福

祉
課

・障
害

福
祉

課
○

→
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4
8

3
5

(6
)-

④
バ

リ
ア

フ
リ

ー
法

に
も

と
づ

き
、

特
定

建
築

物
の

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
を

促
進

し
ま

す
。

ま
た

、
同

法
の

対
象

外
の

施
設

に
つ

い
て

も
バ

リ
ア

フ
リ

ー
を

推
進

す
る

手
法

を
検

討
し

ま
す

。

埼
玉

県
福

祉
の

ま
ち

づ
く
り

条
例

を
案

内
す

る
な

ど
、

普
及

・啓
発

を
行

っ
て

い
る

。
障

害
福

祉
課

○
→

4
9

3
7

(1
)-

①

社
会

福
祉

協
議

会
は

、
福

祉
施

設
の

運
営

や
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

、
福

祉
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

育
成

、
地

域
福

祉
活

動
（支

部
活

動
）の

推
進

な
ど

、
地

域
福

祉
推

進
の

中
心

的
な

役
割

を
期

待
さ

れ
て

い
ま

す
。

市
と

社
会

福
祉

協
議

会
と

は
一

層
の

連
携

を
図

り
、

社
協

支
部

活
動

の
促

進
を

図
り

ま
す

。

社
協

は
、

も
く
せ

い
園

の
指

定
管

理
者

で
あ

り
、

ま
た

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

委
託

を
受

け
て

い
る

。
ま

た
、

在
宅

福
祉

サ
ー

ビ
ス

担
当

が
お

か
れ

、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

。
支

部
活

動
事

業
や

地
域

福
祉

祭
り

へ
の

共
催

・
後

援
等

で
活

動
促

進
を

図
っ

て
い

る
。

福
祉

総
務

課
、

社
協

◎
→

5
0

3
7

(2
)-

①

市
と

社
会

福
祉

協
議

会
、

市
民

の
協

働
で

運
営

さ
れ

る
「ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・
市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
」と

社
会

福
祉

協
議

会
の

「ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

」が
協

力
し

、
関

係
課

や
各

福
祉

施
設

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
な

ど
と

連
携

し
、

年
間

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

の
広

報
に

努
め

、
多

様
な

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

講
座

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
体

験
機

会
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

毎
年

夏
休

み
期

間
に

お
い

て
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

体
験

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

実
施

、
市

内
各

施
設

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
グ

ル
ー

プ
な

ど
受

け
入

れ
団

体
の

紹
介

を
全

戸
配

布
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

だ
よ

り
と

し
て

配
布

し
て

い
る

。

社
協

○
→

5
1

3
7

(2
)-

②

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
の

「
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
」
と

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

の
「ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
」の

育
成

と
連

携
を

図
り

、
新

た
な

福
祉

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

・
グ

ル
ー

プ
の

育
成

や
、

既
存

団
体

・グ
ル

ー
プ

へ
の

相
談

・支
援

を
充

実
し

ま
す

。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

養
成

講
座

は
、

平
成

2
2年

度
実

施
し

て
い

る
。

団
体

グ
ル

ー
プ

へ
の

活
動

支
援

に
つ

い
て

は
、

随
時

実
施

し
て

い
る

。
社

協
○

↑

5
2

3
7

(2
)-

③

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
と

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

が
連

携
し

、
地

域
福

祉
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

育
成

を
図

り
な

が
ら

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
と

町
会

・自
治

会
と

連
携

を
図

り
、

社
協

支
部

の
地

域
福

祉
活

動
の

活
性

化
を

支
援

す
る

と
と

も
に

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
・グ

ル
ー

プ
の

地
区

で
の

活
動

体
制

づ
く
り

を
支

援
し

ま
す

。

支
部

活
動

の
柱

で
あ

る
リ

ズ
ム

体
操

に
お

い
て

、
普

及
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

連
携

し
、

支
部

で
の

活
動

に
協

力
し

て
い

る
。

社
協

○
↑

5
3

3
8

(2
)-

④
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・
市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
交

流
・連

携
機

会
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

登
録

団
体

に
つ

い
て

は
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
化

を
実

施
し

て
い

る
。

年
２

回
程

度
、

登
録

団
体

を
テ

ー
マ

別
に

集
め

て
交

流
会

を
実

施
し

て
い

る
。

社
協

◎
→

5
4

3
8

(2
)-

⑤

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
（Ｔ

Ｏ
Ｍ

Ａ
Ｔ

Ｏ
）
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
充

実
を

図
る

と
と

も
に

、
既

存
の

掲
示

板
を

活
用

し
、

優
れ

た
取

組
み

事
例

や
活

動
方

法
の

紹
介

な
ど

、
情

報
提

供
と

交
流

に
努

め
ま

す
。

掲
示

板
に

つ
い

て
は

、
利

用
頻

度
が

低
く
管

理
が

難
し

い
た

め
廃

止
、

活
動

の
紹

介
は

、
H

P
及

び
「
I 
ha

ve
 a

 d
re

am
」で

実
施

し
て

い
る

。
社

協
◎

→

5
5

3
8

(2
)-

⑥
小

中
学

校
や

高
校

・
専

門
学

校
な

ど
と

連
携

し
、

福
祉

学
習

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
教

育
の

推
進

と
、

体
験

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

機
会

の
充

実
を

図
り

ま
す

。

夏
期

休
暇

中
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

体
験

の
提

供
及

び
総

合
的

学
習

の
時

間
へ

の
協

力
を

社
協

で
行

う
ほ

か
、

戸
田

翔
陽

高
校

で
商

業
体

験
等

を
実

施
し

て
い

る
。

社
協

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

○
→

5
6

3
8

(3
)-

①

公
募

・公
開

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
方

式
に

よ
る

「
や

さ
し

い
ま

ち
づ

く
り

応
援

助
成

金
」
の

活
用

を
促

進
し

、
モ

デ
ル

と
な

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
を

支
援

し
、

他
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

や
社

協
支

部
活

動
に

波
及

を
図

り
ま

す
。

平
成

２
０

年
度

５
件

、
平

成
２

１
年

度
７

件
、

平
成

２
２

年
度

７
団

体
、

９
件

、
平

成
２

３
年

度
１

０
団

体
１

３
件

へ
の

助
成

を
実

施
し

て
い

る
。

社
協

◎
→

5
7

3
8

(3
)-

②
自

立
と

支
え

合
い

に
向

け
て

、
同

じ
課

題
を

抱
え

て
い

る
市

民
の

地
域

で
の

仲
間

づ
く
り

を
支

援
す

る
と

と
も

に
、

同
じ

関
心

を
持

っ
て

い
る

市
民

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
の

促
進

を
図

り
ま

す
。

在
宅

の
障

害
児

及
び

そ
の

家
族

が
交

流
す

る
場

を
提

供
し

、
相

互
の

情
報

の
共

有
化

や
孤

立
感

の
解

消
を

図
る

こ
と

を
目

的
に

在
宅

障
害

児
家

庭
交

流
事

業
、

プ
リ

ム
フ

ァ
ミ

リ
ー

ク
リ

ス
マ

ス
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。

社
協

○
→

5
8

3
8

(3
)-

③

特
別

な
技

術
や

知
識

を
持

っ
た

企
業

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

や
退

職
者

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
商

店
主

や
職

人
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
、

学
生

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

、
文

化
・

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

な
ど

、
テ

ー
マ

別
、

地
域

別
、

職
域

別
に

多
様

な
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
グ

ル
ー

プ
の

育
成

を
図

る
と

と
も

に
、

交
流

と
連

携
を

図
り

、
地

域
福

祉
活

動
の

拡
大

を
促

進
し

ま
す

。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

登
録

団
体

の
活

動
は

、
多

岐
に

渡
る

た
め

テ
ー

マ
別

の
交

流
を

図
っ

た
り

、
ふ

ら
っ

と
広

場
T
O

M
A

T
O

で
参

加
団

体
の

交
流

に
努

め
て

お
り

、
新

た
な

つ
な

が
り

が
生

ま
れ

て
い

る
。

社
協

○
→
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5
9

3
8

(3
)-

④
企

業
の

社
会

貢
献

活
動

と
福

祉
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
や

地
域

福
祉

活
動

の
連

携
を

促
進

し
ま

す
。

企
業

の
社

会
貢

献
活

動
と

の
連

携
に

つ
い

て
は

、
今

後
の

課
題

で
あ

る
。

社
協

×
→

6
0

3
8

(3
)-

⑤
市

民
が

、
自

分
に

で
き

る
こ

と
、

し
て

欲
し

い
こ

と
を

発
見

し
、

お
互

い
に

助
け

合
う

、
双

方
向

型
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

を
推

進
す

る
地

域
通

貨
（戸

田
オ

ー
ル

）
の

普
及

を
支

援
し

ま
す

。

新
規

事
業

で
あ

る
イ

ン
ク

カ
ー

ト
リ

ッ
ジ

回
収

事
業

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

オ
ー

ル
を

使
用

で
き

る
協

賛
加

盟
店

を
増

加
さ

せ
る

た
め

に
、

未
加

盟
店

を
訪

問
し

、
協

賛
依

頼
の

取
り

組
み

を
実

施
し

て
い

る
。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
○

→

6
1

3
8

(4
)-

①

子
ど

も
や

若
者

は
、

祭
り

や
イ

ベ
ン

ト
を

通
し

た
交

流
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

を
望

ん
で

お
り

、
既

存
の

「ふ
る

さ
と

祭
り

」な
ど

に
、

子
ど

も
や

若
者

、
障

害
者

、
高

齢
者

な
ど

の
出

番
を

つ
く
り

、
参

加
・交

流
を

促
進

し
ま

す
。

ふ
る

さ
と

祭
り

で
は

、
当

日
の

運
営

及
び

清
掃

に
関

す
る

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

な
ど

で
市

民
参

加
を

促
し

て
い

る
。

今
後

も
、

市
民

が
参

加
し

や
す

い
お

祭
り

に
な

る
よ

う
参

加
の

機
会

を
増

や
し

て
い

き
た

い
。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
○

→

6
2

3
8

(4
)-

②

子
ど

も
や

高
齢

者
、

障
害

者
、

在
住

外
国

人
な

ど
が

主
役

と
な

り
、

多
く
の

市
民

が
参

加
で

き
る

「戸
田

市
地

域
福

祉
ま

つ
り

」（
社

会
福

祉
協

議
会

）な
ど

の
福

祉
イ

ベ
ン

ト
の

充
実

を
促

進
し

、
楽

し
い

遊
び

を
通

し
た

交
流

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
体

験
、

地
域

通
貨

の
体

験
機

会
を

増
や

し
ま

す
。

地
域

福
祉

祭
り

は
社

会
福

祉
協

議
会

に
よ

り
毎

年
開

催
さ

れ
、

平
成

23
年

度
で

第
9
回

を
開

催
す

る
に

至
っ

て
い

る
。

市
も

、
地

域
福

祉
祭

り
実

行
委

員
会

に
委

員
を

派
遣

す
る

ほ
か

、
当

日
職

員
を

数
人

派
遣

す
る

な
ど

の
協

力
を

行
っ

て
い

る
。

ま
た

、
そ

の
他

の
イ

ベ
ン

ト
と

し
て

、
在

宅
障

害
児

家
庭

交
流

事
業

・
プ

リ
ム

フ
ァ

ミ
リ

ー
ク

リ
ス

マ
ス

事
業

を
社

会
福

祉
協

議
会

が
実

施
し

て
い

る
。

福
祉

総
務

課
・社

協
◎

→

6
3

4
0

(1
)-

①

限
ら

れ
た

職
員

数
と

予
算

の
中

で
、

増
大

す
る

市
民

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
、

質
の

高
い

サ
ー

ビ
ス

の
供

給
が

で
き

る
よ

う
、

施
設

の
管

理
・運

営
体

制
を

検
討

す
る

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

方
法

の
見

直
し

や
情

報
化

に
よ

る
事

務
の

合
理

化
な

ど
を

図
り

ま
す

。

市
の

経
営

改
革

プ
ラ

ン
等

に
よ

り
、

事
務

の
や

り
方

に
つ

い
て

は
随

時
見

直
し

を
図

り
、

経
営

合
理

化
に

努
め

て
い

る
。

福
祉

総
務

課
○

→

6
4

4
0

(1
)-

②

福
祉

を
中

心
に

「予
防

福
祉

」の
取

組
み

も
含

め
て

、
広

報
、

保
健

・医
療

、
教

育
、

文
化

・
ス

ポ
ー

ツ
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

、
男

女
共

同
参

画
、

国
際

交
流

、
防

災
・防

犯
、

仕
事

、
公

園
、

住
宅

、
市

街
地

整
備

な
ど

、
住

民
生

活
に

多
岐

に
わ

た
っ

て
関

係
す

る
地

域
福

祉
の

推
進

に
向

け
て

、
社

協
の

支
部

活
動

の
支

援
メ

ニ
ュ

ー
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

市
の

各
部

・課
・
係

の
連

携
を

強
化

し
ま

す
。

本
計

画
の

策
定

や
、

進
捗

状
況

調
査

を
と

お
し

て
、

関
係

各
課

と
連

携
し

、
計

画
の

着
実

な
実

行
を

図
っ

て
い

る
。

ま
た

、
支

部
活

動
の

中
で

支
部

内
住

民
を

対
象

と
し

た
講

演
会

開
催

時
に

、
市

の
出

前
講

座
を

利
用

す
る

な
ど

、
市

の
支

援
を

活
用

し
て

い
る

。

福
祉

総
務

課
・社

協
○

→

6
5

4
0

(1
)-

③

市
や

各
福

祉
施

設
、

社
会

福
祉

協
議

会
な

ど
で

は
、

直
接

供
給

す
る

サ
ー

ビ
ス

だ
け

で
な

く
、

他
の

保
健

・福
祉

サ
ー

ビ
ス

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

支
援

な
ど

を
含

め
、

サ
ー

ビ
ス

利
用

者
本

人
の

在
宅

で
の

自
立

や
家

族
の

安
心

介
護

へ
向

け
て

、
総

合
的

な
相

談
機

能
や

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
ケ

ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
機

能
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

利
用

者
や

そ
の

家
族

と
の

関
わ

り
を

持
つ

関
係

機
関

が
集

ま
る

各
種

会
議

等
に

参
加

し
、

周
知

・連
携

を
図

り
な

が
ら

社
協

支
部

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

充
実

を
図

る
こ

と
で

、
相

談
機

能
や

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

機
能

の
充

実
を

図
っ

て
い

る
。

福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー

・介
護

老
人

保
健

施
設

・
社

協
○

→

6
6

4
1

(2
)-

①
市

民
生

活
に

密
着

し
た

福
祉

事
業

者
に

よ
る

質
の

高
い

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
る

よ
う

、
地

域
福

祉
産

業
の

起
業

や
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
の

商
品

開
発

な
ど

の
支

援
を

図
り

ま
す

。
第

３
期

地
域

福
祉

計
画

の
策

定
過

程
に

お
い

て
検

討
し

て
い

く
。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

×
→

6
7

4
1

(2
)-

②
競

争
原

理
が

働
き

、
民

間
で

よ
り

質
の

高
い

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
る

よ
う

、
規

模
や

法
人

の
種

類
、

サ
ー

ビ
ス

内
容

な
ど

多
様

な
レ

ベ
ル

の
福

祉
事

業
者

の
育

成
を

図
り

ま
す

。
第

３
期

地
域

福
祉

計
画

の
策

定
過

程
に

お
い

て
検

討
し

て
い

く
。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

×
→

6
8

4
1

(2
)-

③
福

祉
事

業
者

の
質

の
向

上
に

向
け

て
、

事
業

者
同

士
の

交
流

会
を

設
け

る
な

ど
、

連
携

の
強

化
を

促
進

し
ま

す
。

第
３

期
地

域
福

祉
計

画
の

策
定

過
程

に
お

い
て

検
討

し
て

い
く
。

長
寿

福
祉

課
・障

害
福

祉
課

×
→

6
9

4
1

(2
)-

④
生

活
習

慣
病

の
予

防
や

介
護

度
の

改
善

な
ど

、
市

民
の

生
活

の
向

上
と

介
護

費
用

の
適

正
化

に
向

け
た

福
祉

事
業

所
の

取
組

み
を

促
進

し
ま

す
。

介
護

予
防

事
業

を
と

お
し

て
、

福
祉

事
業

所
の

取
り

組
み

の
促

進
を

図
っ

て
い

る
。

長
寿

福
祉

課
・介

護
保

険
課

・福
祉

保
健

セ
ン

タ
ー

○
→

7
0

4
1

(3
)-

①
社

協
支

部
活

動
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

な
ど

を
支

援
し

、
市

民
参

加
型

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
推

進
を

図
り

ま
す

。
や

さ
し

い
ま

ち
づ

く
り

応
援

助
成

金
事

業
に

対
し

、
補

助
金

を
支

出
し

て
い

る
。

福
祉

総
務

課
◎

→
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7
1

4
1

(3
)-

②

多
様

な
サ

ー
ビ

ス
供

給
に

向
け

て
、

社
会

福
祉

協
議

会
や

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
な

ど
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

、
女

性
や

元
気

で
知

識
・経

験
・技

術
を

持
っ

て
い

る
シ

ニ
ア

層
の

起
業

や
会

員
制

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
（フ

ァ
ミ

リ
ー

・サ
ポ

ー
ト

・セ
ン

タ
ー

、
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
等

）な
ど

の
支

援
を

図
り

ま
す

。

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

等
へ

の
支

援
を

通
じ

て
、

高
齢

者
の

社
会

参
加

の
促

進
を

図
っ

て
い

く
。

平
成

22
年

度
か

ら
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・セ

ン
タ

ー
事

業
を

社
会

福
祉

協
議

会
に

業
務

委
託

し
、

運
営

し
て

い
る

。
長

寿
福

祉
課

・こ
ど

も
家

庭
課

◎
→

7
2

4
1

(3
)-

③
商

店
と

連
携

し
た

「福
祉

サ
ロ

ン
」や

障
害

者
が

働
け

る
店

や
福

祉
施

設
づ

く
り

、
空

き
地

を
活

用
し

た
子

ど
も

の
遊

び
場

な
ど

、
多

様
な

市
民

参
加

型
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
基

盤
整

備
を

図
り

ま
す

。

誰
も

が
集

え
る

サ
ロ

ン
「か

め
や

」
が

、
県

か
ら

も
評

価
さ

れ
る

活
動

を
実

施
し

て
い

る
。

や
さ

し
い

ま
ち

づ
く
り

助
成

金
を

と
お

し
て

、
事

業
の

継
続

を
支

援
し

て
い

く
。

ま
た

、
福

祉
作

業
所

ゆ
う

ゆ
う

、
こ

る
ぽ

等
障

害
者

の
働

く
場

所
づ

く
り

を
、

補
助

金
等

に
よ

り
積

極
的

に
後

押
し

し
て

い
る

。

福
祉

総
務

課
◎

→

7
3

4
1

(4
)-

①

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

入
門

講
座

や
福

祉
施

設
で

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
体

験
、

児
童

・高
齢

者
・障

害
者

な
ど

の
テ

ー
マ

別
講

座
、

起
業

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

を
通

し
て

、
多

様
な

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

や
福

祉
の

仕
事

に
関

心
を

持
つ

人
材

の
育

成
を

図
り

ま
す

。

長
期

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
入

門
講

座
で

あ
る

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ミ
ナ

リ
ー

や
、

市
民

向
け

手
話

講
習

会
を

実
施

し
、

人
材

育
成

を
図

っ
て

い
る

。
社

協
○

↑

7
4

4
1

(4
)-

②
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
や

地
域

福
祉

活
動

を
促

進
す

る
た

め
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
、

地
域

福
祉

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
育

成
と

活
動

の
促

進
を

図
り

ま
す

。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

養
成

講
座

は
、

平
成

2
2年

度
実

施
。

毎
月

1回
定

例
会

を
持

ち
社

協
事

業
に

協
力

し
て

い
る

。
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
養

成
講

座
を

卒
業

し
た

者
を

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

に
有

償
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

し
て

配
置

し
た

。

社
協

○
→

7
5

4
2

(4
)-

③
地

域
福

祉
活

動
へ

の
若

い
世

代
の

参
加

に
向

け
て

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・

市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

充
実

や
魅

力
的

な
イ

ベ
ン

ト
、

子
ど

も
に

関
わ

る
取

組
み

な
ど

を
充

実
し

ま
す

。

社
協

支
部

内
の

小
学

生
の

地
域

住
民

と
の

交
流

と
福

祉
へ

の
意

識
の

醸
成

を
目

的
に

夏
休

み
・
冬

休
み

ま
ご

こ
ろ

こ
ど

も
塾

を
、

平
成

２
３

年
度

は
２

支
部

に
て

実
施

し
て

い
る

。
社

協
○

→

7
6

4
6

①

地
域

福
祉

推
進

人
材

育
成

・配
置

事
業

　
地

域
福

祉
活

動
の

活
発

化
に

向
け

て
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・
市

民
活

動
セ

ン
タ

ー
）と

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

（社
会

福
祉

協
議

会
）
、

地
域

福
祉

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

、
プ

レ
イ

リ
ー

ダ
ー

な
ど

の
育

成
・配

置
を

進
め

ま
す

。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

養
成

講
座

は
、

平
成

2
2年

度
実

施
。

毎
月

1回
定

例
会

を
持

ち
、

社
会

福
祉

協
議

会
の

事
業

に
協

力
し

て
い

る
。

社
協

○
→

7
7

②

社
協

支
部

活
動

促
進

事
業

　
子

ど
も

や
高

齢
者

、
障

害
者

な
ど

、
だ

れ
で

も
参

加
し

や
す

い
地

域
福

祉
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

に
向

け
て

、
町

会
・自

治
会

と
社

会
福

祉
協

議
会

が
連

携
し

、
社

協
支

部
活

動
の

助
け

合
い

活
動

な
ど

の
促

進
を

図
り

ま
す

。

46
支

部
中

45
支

部
に

お
い

て
社

協
支

部
活

動
を

実
施

。
ふ

れ
あ

い
サ

ロ
ン

や
子

育
て

サ
ロ

ン
、

地
域

交
流

事
業

等
、

地
域

福
祉

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

に
つ

な
が

っ
た

。
社

協
◎

→

7
8

③

福
祉

サ
ロ

ン
活

動
促

進
事

業
　

社
協

支
部

活
動

の
基

本
と

し
て

、
だ

れ
で

も
参

加
で

き
る

、
子

育
て

サ
ロ

ン
や

高
齢

者
サ

ロ
ン

、
障

害
者

サ
ロ

ン
、

さ
ら

に
健

康
サ

ロ
ン

な
ど

の
福

祉
サ

ロ
ン

（居
場

所
）を

、
町

会
会

館
・
自

治
会

会
館

や
高

齢
者

施
設

、
障

害
者

施
設

、
空

き
地

店
舗

な
ど

を
活

用
し

て
行

い
ま

す
。

ま
た

、
そ

の
中

か
ら

、
自

主
的

な
子

育
て

グ
ル

ー
プ

な
ど

の
育

成
を

図
り

ま
す

。

社
協

支
部

活
動

と
し

て
、

町
会

・自
治

会
会

館
を

拠
点

と
し

た
福

祉
サ

ロ
ン

の
展

開
を

図
っ

た
。

社
協

◎
→

7
9

④

地
域

防
犯

・減
災

活
動

促
進

事
業

　
子

ど
も

た
ち

が
犯

罪
か

ら
自

分
を

守
る

力
を

身
に

つ
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
支

援
す

る
（エ

ン
パ

ワ
ー

メ
ン

ト
）と

と
も

に
、

高
齢

者
・障

害
者

や
地

域
で

仕
事

を
し

て
い

る
市

民
を

中
心

に
、

小
中

学
生

の
登

下
校

時
や

公
園

の
幼

児
の

見
守

り
体

制
の

整
備

を
図

り
ま

す
。

ま
た

、
災

害
時

要
援

護
者

の
救

助
や

避
難

体
制

の
整

備
を

社
協

支
部

と
共

に
推

進
し

ま
す

。

小
学

校
な

ど
の

要
望

に
よ

り
、

児
童

・生
徒

を
対

象
と

し
た

子
ど

も
に

対
す

る
防

犯
対

策
や

不
審

者
対

策
、

自
転

車
盗

難
被

害
の

防
止

策
な

ど
の

防
犯

教
室

を
実

施
し

て
い

る
ほ

か
、

登
下

校
時

に
お

け
る

青
パ

ト
に

よ
る

子
ど

も
見

守
り

活
動

を
実

施
し

て
い

る
。

ま
た

防
犯

知
識

の
高

揚
の

た
め

市
民

を
対

象
に

防
犯

講
習

会
を

開
講

し
て

い
る

。

防
犯

く
ら

し
交

通
課

○
→

8
0

4
7

①

町
会

・自
治

会
会

館
等

活
用

支
援

事
業

　
社

会
福

祉
協

議
会

の
支

部
活

動
の

活
性

化
を

図
り

な
が

ら
、

町
会

・
自

治
会

会
館

や
福

祉
施

設
な

ど
を

福
祉

サ
ロ

ン
活

動
や

地
域

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

に
有

効
に

活
用

で
き

る
よ

う
支

援
を

行
い

ま
す

。

町
会

会
館

は
、

社
会

福
祉

協
議

会
を

は
じ

め
と

し
た

、
様

々
な

団
体

が
使

用
し

て
い

る
が

、
老

朽
化

が
目

立
つ

会
館

も
増

え
て

き
て

い
る

。
会

館
の

修
繕

等
に

関
し

て
は

、
費

用
が

多
額

に
な

る
こ

と
か

ら
、

町
会

だ
け

の
負

担
で

は
な

く
、

市
か

ら
も

支
援

を
行

っ
て

い
る

。

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

推
進

課
○

→
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8
1

4
7

②

福
祉

セ
ン

タ
ー

再
整

備
事

業
　

上
戸

田
福

祉
セ

ン
タ

ー
の

再
整

備
に

あ
た

り
、

福
祉

セ
ン

タ
ー

に
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
施

設
機

能
の

追
加

を
行

い
、

社
協

支
部

の
福

祉
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

の
支

援
を

行
い

ま
す

。

上
戸

田
福

祉
セ

ン
タ

ー
再

整
備

基
本

計
画

に
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
機

能
を

盛
り

込
む

こ
と

を
明

記
し

て
い

る
。

福
祉

総
務

課
◎

→

8
2

4
7

③

公
園

の
魅

力
化

事
業

　
冒

険
遊

び
場

づ
く
り

な
ど

、
子

ど
も

を
始

め
、

様
々

な
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

の
場

と
し

て
、

市
民

と
と

も
に

公
園

の
有

効
活

用
と

整
備

を
図

り
ま

す
。

（
仮

称
）
２

号
公

園
の

第
一

期
整

備
を

進
め

て
い

く
。

公
園

緑
地

課
○

→

8
3

4
7

①

地
域

福
祉

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
育

成
事

業
　

地
域

で
の

福
祉

サ
ロ

ン
活

動
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

グ
ル

ー
プ

づ
く
り

な
ど

を
進

め
る

と
と

も
に

、
社

協
支

部
活

動
と

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

や
事

業
所

を
結

び
つ

け
る

地
域

福
祉

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
育

成
を

図
り

ま
す

。

今
後

も
引

き
続

き
検

討
し

て
い

く
。

社
協

×
→

8
4

4
7

②

福
祉

学
習

・ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

体
験

事
業

　
学

校
教

育
や

社
会

教
育

な
ど

と
も

連
携

し
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

（社
会

福
祉

協
議

会
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

登
録

）
が

中
心

と
な

っ
て

、
各

施
設

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
な

ど
の

受
け

入
れ

態
勢

を
整

備
し

な
が

ら
、

福
祉

学
習

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
体

験
機

会
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

各
学

校
で

、
総

合
的

な
学

習
の

時
間

に
福

祉
に

関
す

る
内

容
を

取
り

上
げ

、
そ

の
中

で
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
等

の
協

力
に

よ
り

、
車

い
す

体
験

や
ア

イ
マ

ス
ク

体
験

、
高

齢
者

疑
似

体
験

、
点

字
体

験
等

を
実

施
し

て
い

る
。

指
導

課
・
生

涯
学

習
課

○
→

8
5

4
7

③

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

参
加

促
進

事
業

　
い

つ
で

も
、

個
人

で
も

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

に
参

加
で

き
る

よ
う

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・
市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
に

登
録

）
と

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

（
社

協
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

に
登

録
）
が

中
心

と
な

っ
て

、
イ

ベ
ン

ト
時

の
手

伝
い

や
施

設
で

の
活

動
な

ど
の

参
加

機
会

の
拡

大
と

情
報

提
供

の
充

実
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

地
域

通
貨

を
使

っ
た

取
組

み
を

支
援

し
ま

す
。

個
人

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
活

動
希

望
者

に
つ

い
て

は
、

社
協

で
対

応
し

て
い

る
。

ま
た

、
地

域
通

貨
を

使
っ

た
取

り
組

み
を

支
援

し
て

い
る

。
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
推

進
課

・
社

協
○

→

8
6

4
8

④

特
技

活
用

型
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
事

業
　

「ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

」と
「ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
」
が

連
携

し
、

趣
味

や
ス

ポ
ー

ツ
な

ど
の

ク
ラ

ブ
・
サ

ー
ク

ル
活

動
と

地
域

福
祉

活
動

や
福

祉
団

体
・
福

祉
施

設
・
事

業
所

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
な

ど
と

の
連

携
を

図
り

ま
す

。
ま

た
、

特
技

を
持

っ
た

個
人

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を

作
成

し
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

・
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
が

調
整

し
、

市
民

の
様

々
な

特
技

を
活

か
し

た
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
を

支
援

し
ま

す
。

趣
味

や
ス

ポ
ー

ツ
な

ど
の

団
体

に
つ

い
て

は
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

市
民

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

H
P

に
お

い
て

情
報

の
提

供
を

し
て

お
り

、
個

人
活

動
者

に
お

い
て

は
、

社
協

職
員

が
対

応
し

て
い

る
。

社
協

○
⏎

8
7

5
1

福
祉

３
計

画
（児

童
、

高
齢

者
、

障
害

者
）の

連
携

　
福

祉
３

計
画

の
実

現
に

向
け

て
、

関
係

各
課

が
連

携
し

、
効

果
的

な
取

組
み

を
行

い
ま

す
。

次
世

代
育

成
支

援
行

動
計

画
中

に
あ

る
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・市

民
活

動
支

援
セ

ン
タ

ー
の

活
動

を
、

福
祉

総
務

課
が

援
助

す
る

形
で

次
世

代
育

成
支

援
へ

寄
与

し
て

い
る

。
ま

た
、

関
係

各
課

の
連

携
を

深
め

る
た

め
調

整
会

議
の

必
要

性
や

、
高

齢
者

福
祉

計
画

・介
護

保
険

計
画

に
基

づ
く
、

地
域

包
括

ケ
ア

体
制

の
確

立
に

向
け

た
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

「
障

が
い

者
計

画
」
に

お
い

て
は

、
関

係
各

課
に

お
け

る
事

業
の

推
進

が
必

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
策

定
に

あ
た

り
、

関
係

各
課

担
当

者
に

よ
る

会
議

の
開

催
や

、
ヒ

ヤ
リ

ン
グ

の
実

施
等

に
よ

り
、

連
携

を
行

っ
て

る
。

ま
た

、
進

捗
状

況
に

つ
い

て
も

、
各

年
度

ご
と

の
調

査
を

行
っ

て
い

る
。

こ
ど

も
家

庭
課

・長
寿

福
祉

課
・

介
護

保
険

課
・障

害
福

祉
課

○
→
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8
8

5
1

市
と

社
会

福
祉

協
議

会
、

民
生

委
員

・児
童

委
員

の
連

携
　

地
域

福
祉

推
進

の
中

心
と

な
る

社
会

福
祉

協
議

会
と

重
要

な
担

い
手

で
あ

る
民

生
委

員
・児

童
委

員
、

市
の

連
携

を
一

層
高

め
ま

す
。

ま
た

、
社

協
支

部
の

強
化

に
向

け
て

、
関

係
各

課
が

連
携

を
図

り
な

が
ら

、
支

援
メ

ニ
ュ

ー
の

充
実

を
図

り
ま

す
。

歳
末

た
す

け
あ

い
支

援
金

配
分

事
業

や
シ

ル
バ

ー
シ

ョ
ッ

ピ
ン

グ
カ

ー
助

成
事

業
等

に
よ

り
、

民
生

委
員

・児
童

委
員

へ
調

査
・確

認
協

力
を

依
頼

し
て

い
る

。
ま

た
、

支
部

活
動

の
担

い
手

と
し

て
民

生
委

員
が

中
心

と
な

っ
て

い
る

支
部

も
あ

り
、

連
携

を
強

め
て

い
る

。

社
協

○
→

8
9

5
1

市
と

福
祉

事
業

者
の

連
携

　
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

適
切

な
利

用
に

向
け

て
、

市
と

介
護

保
険

事
業

者
な

ど
が

連
携

し
、

サ
ー

ビ
ス

の
周

知
や

情
報

交
換

、
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

向
上

な
ど

を
図

り
ま

す
。

介
護

給
付

費
適

正
化

事
業

を
実

施
し

て
い

る
。

介
護

保
険

課
×

→

9
0

5
1

地
域

福
祉

活
動

と
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
の

連
携

　
福

祉
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
と

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

活
動

の
連

携
に

向
け

て
、

地
域

福
祉

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
中

心
に

、
社

協
支

部
と

民
生

委
員

・児
童

委
員

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
・
グ

ル
ー

プ
の

連
携

を
強

化
し

ま
す

。

地
域

福
祉

祭
り

に
お

い
て

、
社

協
支

部
、

民
生

委
員

・児
童

委
員

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
が

出
展

し
、

交
流

し
て

い
る

。
社

協
×

→

9
1

5
1

地
域

福
祉

活
動

と
学

校
教

育
・生

涯
学

習
活

動
の

連
携

　
子

ど
も

の
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

や
福

祉
学

習
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

体
験

教
育

、
だ

れ
で

も
参

加
で

き
る

地
域

ク
ラ

ブ
づ

く
り

な
ど

、
地

域
福

祉
活

動
と

学
校

教
育

・
生

涯
学

習
活

動
の

連
携

を
図

り
ま

す
。

各
学

校
で

、
総

合
的

な
学

習
の

時
間

に
福

祉
に

関
す

る
内

容
を

取
り

上
げ

、
そ

の
中

で
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
等

の
協

力
に

よ
り

、
車

い
す

体
験

や
ア

イ
マ

ス
ク

体
験

、
高

齢
者

疑
似

体
験

、
点

字
体

験
等

を
実

施
し

て
い

る
。

指
導

課
・生

涯
学

習
課

○
→

9
2

5
1

地
域

福
祉

活
動

と
ま

ち
づ

く
り

活
動

と
の

連
携

　
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
の

ま
ち

づ
く
り

、
防

災
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
づ

く
り

、
子

ど
も

の
居

場
所

づ
く
り

な
ど

、
地

域
福

祉
活

動
と

ま
ち

づ
く
り

活
動

と
の

連
携

を
図

り
ま

す
。

戸
田

市
都

市
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

の
推

進
に

あ
た

り
、

市
民

参
加

の
も

と
で

事
業

推
進

等
を

図
る

た
め

、
戸

田
市

都
市

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
推

進
の

た
め

の
市

民
会

議
を

設
置

し
て

お
り

、
当

該
会

議
の

委
員

に
は

、
社

会
福

祉
協

議
会

か
ら

の
推

薦
者

が
お

り
、

地
域

福
祉

活
動

と
ま

ち
づ

く
り

活
動

と
の

連
携

を
図

っ
て

い
る

。

都
市

計
画

課
○

→

9
3

5
2

地
域

福
祉

活
動

と
産

業
活

動
と

の
連

携
　

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

の
ま

ち
づ

く
り

、
子

ど
も

の
遊

び
場

や
体

験
、

「福
祉

サ
ロ

ン
」
の

設
置

、
障

害
者

や
高

齢
者

の
生

き
が

い
や

働
く
場

づ
く
り

、
企

業
の

社
会

貢
献

活
動

な
ど

に
向

け
て

、
地

域
福

祉
活

動
と

商
店

、
企

業
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
と

の
連

携
を

図
り

ま
す

。

企
業

と
の

連
携

に
つ

い
て

は
、

第
3期

地
域

福
祉

計
画

策
定

の
過

程
で

検
討

し
て

い
く
。

経
済

振
興

課
×

→
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資料９ ⽤語解説 
 

アルファベット 

NPO 

Non Profit Organization の略。多様な分野において、利潤を上げることを目的と

しない活動を行う団体。 

 

か行 

ケアマネジメント 

保健・医療・福祉のサービスを総合的・効率的に提供し、最大限活用できるよう、

調整すること。 

コミュニティビジネス 

地域の中にある課題をビジネスの手法を取り入れることにより解決し、また、活動

を通じて得た利益を地域に還元する事業の総称。 

 

さ行 

災害ボランティアセンター 

災害時に駆けつけたボランティアと、支援を必要とする人、団体等のとりまとめを

行い、両者の調整を図る機関。 

災害時要援護者 

災害時に状況把握や避難行動などをする際に手助けの必要性が高い人たちのこと

で、高齢者、障がい者、妊産婦などが対象となる。 

ソーシャルワーク 

どのような支援が必要かを判断し、福祉サービスなどの利用につなげる専門的な社

会福祉活動。 

 

た行 

地域福祉コーディネーター 

総合的なサービス提供のマネジメント、ボランティア団体と町会・自治会との連携

の調整役をする役割を担う人。 

戸田市食生活改善推進員会 

食生活の研究、料理研修などの活動を通して、市民の健康増進に寄与することを目

的とする団体。（詳しくは「戸田市食生活改善推進員会」で検索。） 
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な行 

認知症サポーター 

認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として、日常生活

の中で支援する人のこと。認知症サポーター養成講座受講などの条件がある。 

 

は行 

パブリック・コメント 

行政機関が政策の立案等を行う際に、その案を公表し、広く市民の意見を求めるこ

と。 

バリアフリー 

高齢者や障がい者の生活行動に支障となるものを排除した環境のこと。 

ファミリー・サポート・センター 

保育等の援助を受けたい人と行いたい人を会員とする組織によって、保育園への送

迎や一時的な預かり等の育児の助け合いを行う。 

プレーリーダー 

子どもが安全に遊べるよう、公園で子どもの見守り、話し相手や遊び相手をする人。 

防災士 

NPO 法人日本防災士機構が認定する資格。減災と防災力向上のための活動が期待さ

れ、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有する者として、資格取得試験など

を経て認定される。 

防災士の活動（例） 

・平常時には、地域や職場の防災活動に取り組む。 

・災害時には、公的支援が到着するまでの間に被害拡大を軽減するために活動する。 

ボランティア 

自主的に社会事業などに参加し、無償の奉仕活動をする人。 

ボランティアアドバイザー 

ボランティアを行いたい人の相談に応じ、助言などを行う人。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン 

年齢や身体の状況等にかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品、建

造物や生活空間などをデザインすること。 
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